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主       文 

１ 一審原告１６－２及び一審原告１６－３並びに一審被告東電の各控

訴に基づき、原判決中、一審原告１６－４、一審原告１７－４及び一

審原告１７－５（以下、本主文において、この３名を併せて「一審原

告１６－４ら３名」という。）以外の一審原告らの一審被告東電に係る

請求部分を次のとおり変更する。 

⑴ 一審被告東電は、一審原告１６－４ら３名以外の一審原告らに対

し、別紙３認容額等一覧表の「原告番号」欄記載の各一審原告に係

る同別紙「認容額」欄記載の各金員及びこれに対する平成２３年３

月１１日から各支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

⑵ 一審原告１６－４ら３名以外の一審原告らの一審被告東電に対す

るその余の請求をいずれも棄却する。 

２⑴ 一審被告国の控訴に基づき、原判決中一審被告国の敗訴部分を取

り消す。 

⑵ 一審原告１６－４ら３名以外の一審原告らの一審被告国に対する

請求をいずれも棄却する。 

３ 一審原告１６－２、一審原告１６－３以外の一審原告らの控訴をい

ずれも棄却する。 

４ 一審原告１６－２、一審原告１６－３及び一審被告東電のその余の

控訴をいずれも棄却する。 

５ 訴訟費用は、 

⑴ 一審原告１６－４ら３名と一審被告らとの間で生じた訴訟費用は、

第１、２審とも一審原告１６－４ら３名の負担とし、 

⑵ 一審原告１６－４ら３名以外の一審原告らと一審被告国との間で

生じた費用は、第１、２審とも当該一審原告らの負担とし、 

⑶ 一審原告１６－４ら３名以外の一審原告らと一審被告東電との間
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で生じた費用は、第１、２審とも、別紙３認容額等一覧表の「訴訟

費用負担割合」欄記載の割合の費用を当該各一審原告の負担とし、

その余を一審被告東電の負担とする。 

６ この判決は、第１項⑴に限り、仮に執行することができる。ただし、

一審被告東電が、一審原告１６－４ら３名以外の一審原告らに対し、

各一審原告に係る別紙３認容額等一覧表の「担保額」欄記載の各金員

の担保を供したときは、一審被告東電は、当該担保を供した一審原告

との関係でその執行を免れることができる。 

（この頁において以下余白） 
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事 実 及 び 理 由 

（以下、略語は、新たに定義しない限り原判決の例による。） 

第１章 控訴の趣旨及び事案の概要 

第１節 控訴の趣旨 

第１ 一審原告らの控訴の趣旨 

１ 原判決中一審原告らの敗訴部分を取り消す。 

２ 一審被告らは、連帯して、別紙４の「原告番号」欄記載の各一審原告に対し、

同別紙の各一審原告に係る「不服申立額」欄記載の各金員及びこれに対する平

成２３年３月１１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

第２ 一審被告東電の控訴の趣旨 

１ 原判決中一審被告東電の敗訴部分を取り消す。 

２ 前項の取消部分に係る一審原告らの請求をいずれも棄却する。 

第３ 一審被告国の控訴の趣旨 

１ 原判決中一審被告国の敗訴部分を取り消す。 

２ 前項の取消部分に係る一審原告らの請求をいずれも棄却する。 

第２節 事案の概要 

第１ 事案の要旨 

本件は、平成２３年３月１１日当時、福島県福島市、郡山市、いわき市又は田

村市に居住していた（ただし、一部未出生の者がいる。）一審原告ら４７名が、同

日に発生した東北地方太平洋沖地震（本件地震）及びこれに伴う津波（本件津波、

本件地震と併せて本件震災）に伴い福島第一原子力発電所（本件原発）から放射

性物質が放出される等の事故（本件事故）が発生したことによって避難を余儀な

くされ、これに伴う各種損害が生じたと主張して、本件原発を設置、運転してい

た一審被告東電に対しては、原子力損害の賠償に関する法律（原賠法）３条１項、

民法７０９条又は同法７１７条１項に基づき、一審被告国に対しては、本件原発

の敷地高を超える津波を予見しながら規制権限の行使を怠った違法がある等と主
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張して国家賠償法（国賠法）１条１項に基づき、連帯して、損害の一部請求とし

て、別紙３認容額等一覧表の「原告番号」欄記載の各一審原告に係る同一覧表の

「請求額」欄記載の各損害賠償金（合計請求額６億３４６８万３８００円）及び

これに対する本件事故が発生した日である平成２３年３月１１日から支払済みま

で民法（平成２９年法律第４４号による改正前のもの）所定の年５分の割合によ

る遅延損害金の支払を求める事案である。 

なお、亡一審原告９－７は、原審係属中である平成▲年▲月▲日に死亡し、そ

の相続人である一審原告９－１がその地位を承継した。 

第２ 原判決及び控訴の概要 

 原審は、一審原告１６－２、同１６－３、同１６－４、同１７－４及び同１７

－５の請求を全部棄却し、その余の一審原告らの請求について、一審被告東電は

原賠法３条１項、一審被告国は国賠法１条１項に基づき、原判決別紙認容額等一

覧表の「認容額」欄記載のとおり、請求額の一部を連帯して支払うことを命じる

一部認容判決をした。 

 一審原告らは、原判決を不服として、いずれも本件各控訴を提起した。なお、

一審原告らの不服の範囲は、別紙４の「不服申立額」欄記載のとおりである（一

審原告８、一審原告１７－４及び同１７－５は敗訴部分の全部、その他の一審原

告らは、請求金額から原審認容額を控除し、さらに１人につき４４０万円（一審

原告９－１については、同９－７の分を合計した８８０万円）を控除した金額）。 

一審被告東電及び一審被告国は、いずれもその敗訴部分を不服として、本件各

控訴を提起した。 

第３ 前提事実 

１ 本件争点に対する判断の前提となる事実（前提事実）は、後記２のとおり補

正するほかは、原判決の「事実及び理由」欄の第二章第二の一ないし八（原判

決３４頁１４行目から同１０９頁２２行目まで）に記載のとおりであるから、

これを引用する。 
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２ 原判決の補正 

⑴ 原判決１０２頁７行目の「第四次追補」の次に「を、令和４年１２月２０

日に中間指針第五次追補」を、同８行目の「３６、」の次に「２８７」をそれ

ぞれ加える。 

⑵ 同１０４頁１５行目末尾に改行の上、次のとおり加える。 

 「 中間指針第五次追補は、同第四次追補の策定・公表後、各地で提起され

た本件事故に係る損害賠償請求訴訟が進行し、令和４年３月の最高裁判所

の決定により、７件の集団訴訟が確定したことから、これらの確定判決で

認定された精神的損害に対する慰謝料の考え方や金額等を踏まえ、中間指

針の見直しを行ったものである。すなわち、過酷避難状況による精神的損

害、生活基盤の喪失・変容による精神的損害、相当量の線量地域に一定期

間滞在したことによる健康不安に基礎を置く精神的損害、精神的損害の増

額事由及び自主的避難等対象区域からの避難者の損害について、指針の見

直しを行ったものとなっている。 

   具体的には、緊急時避難準備区域については、①避難費用・日常生活阻

害慰謝料は、特段の事情がある場合を除き平成２４年８月末までを賠償の

対象となる期間の目安とし、賠償額は一人当たり月額１０万円を目安とす

ること、②生活基盤変容による精神的損害として一人５０万円を目安とす

べきこととされた。（乙ニ共２８７）」 

⑶ 同１０６頁１３行目末尾に改行の上、次のとおり加える。 

 「 また、中間指針第五次追補では、自主的避難等対象区域内に住居があっ

た者のうち子供及び妊婦以外の者について、生活費の増加費用、精神的損

害及び移動費用を合算した額として、賠償されるべき損害額の目安額を一

人２０万円に改め、既に支払われている８万円の賠償金については当該２

０万円から控除することができるものとされた。なお、子供及び妊婦の自

主的避難等対象者については、中間指針第五次追補による賠償額の変更は
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ない。（乙ニ共２８７）」 

⑷ 同１０８頁１４行目の末尾に改行の上、次のとおり加え、同１５行目の「８

９、」の次に「２８７、」を加える。 

「 一審被告東電は、中間指針第五次追補が公表されたことを踏まえ、自主

賠償基準を一部改定した。すなわち、自主的避難等対象区域からの避難者

に対する賠償（自主的避難等に係る損害関係）として、子供及び妊婦以外

の者について一人当たり１２万円から２０万円に増額した。子供及び妊婦

については一人当たり７２万円であり、同第五次追補による変更はない。」 

⑸ 同１０８頁２１行目の「１２４、」の次に「２８７、」を加え、同行目の末

尾に改行の上、次のとおり加える。 

「  一審被告東電は、中間指針第五次追補の公表を踏まえ、旧緊急時避難

準備区域からの避難者に対する自主賠償基準を一部改定した。すなわち、

同区域からの避難者に対する精神的損害等の賠償額を一人当たり１８０

万円から２３０万円に増額した。これは、中間指針第五次追補策定以前

の中間指針において、日常生活阻害慰謝料として１８０万円の賠償が規

定されていたことに加え、同第五次追補において生活基盤変容慰謝料と

して５０万円が賠償基準に盛り込まれたことを踏まえたものである。 

３ 一審被告東電の一審原告らに対する既払賠償金 

 一審被告東電は、一審原告らに対し、本件事故後現在までに、本件事

故による賠償金として、別紙５記載の各金員を支払った（乙ニ共２４０、

２５９、弁論の全趣旨）。」 

第２章 争点及びこれに関する当事者の主張 

本件の主たる争点及びこれに関する当事者の主張は、後記第１節のとおり、当

審における当事者の補充主張を付加するほかは、原判決の「事実及び理由」欄の

第三章（原判決１０９頁２３行目から同２４行目まで）の引用する原判決別冊に

記載のとおりであるから、これを引用する。 
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第１節 当審における当事者の補充主張 

第１ 一審被告国の責任についての補充主張 

１ 一審原告らの主張 

⑴ 最高裁判所令和３年（受）第１２０５号・同４年６月１７日第二小法廷判

決・裁判集民事２６８号３７頁（以下「令和４年最判」という。）の多数意見

は、本件事故以前の原子炉施設の安全対策における津波対策は、安全設備等

が設置される原子炉施設の敷地を想定される津波の水位より高い場所とする

こと等によって、上記敷地が浸水することを防ぐという考え方を基本とする

ものであり、津波により上記敷地が浸水することが想定される場合には、防

潮堤、防波堤等の構造物を設置することにより上記敷地への海水の浸入を防

止することが対策の基本とされていたとした上で、本件事故以前において、

津波により安全設備等が設置された原子炉施設の敷地が浸水することが想定

される場合に、想定される津波による上記敷地の浸水を防ぐことができるよ

うに設計された防潮堤等を設置するという措置を講じるだけでは不十分であ

るとの考え方が有力であったことはうかがわれず、その他、本件事故以前の

知見の下において、上記措置が原子炉施設の津波対策として不十分なもので

あったと解すべき事情はうかがわれないと判示して、津波対策として防潮堤

等の設置のみが考慮されるものと断じている。また、令和４年最判は、想定

される津波による原子炉施設の敷地の浸水を防ぐことができるよう設計され

た防潮堤等を設置するという措置は、本件事故以前に我が国における原子炉

施設の津波対策の基本とされていたものであり、当時の知見の下においては、

津波による原子炉施設の事故を防ぐための措置として合理的で確実なもので

あったといえる旨判示する。 

⑵ しかし、令和４年最判は、事実誤認に基づく誤った判断を示したものとい

うべきである。 

  すなわち、防潮堤等の設置が津波対策として合理的かつ確実であるとの点
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については、津波は自然現象であり未解明な点も多い上、津波の波力や漂流

物の評価式についてはいまだ確立しているとはいえず、想定内の津波であっ

ても防潮堤等が確実に機能する保証はない。また、防潮堤等の設置は、水密

化等他の津波対策と比較して長期間を要する上に、費用も多額に上り、経済

合理性の点からも合理的とはいえない。 

  次に、令和４年最判は、本件事故以前に、我が国における原子炉施設の主

たる津波対策として、津波によって上記敷地が浸水することを前提とする防

護の措置が採用された実績はうかがわれないと判示する。しかし、我が国で

も、本件事故以前に、敷地の浸水を前提とする防護措置の実績はあったもの

である。すなわち、浜岡原子力発電所（以下「浜岡原発」という。）では、敷

地前面に巨大な砂丘が存在するにもかかわらず、原子炉建屋等に防水構造の

防護扉が設置されているし、東海第二原子力発電所（以下「東海第二原発」

という。）でも、本件事故以前に、敷地が浸水することを前提とする防護の措

置として、原子炉施設の水密化措置がとられている。 

  令和４年最判は、海外において敷地が浸水することを前提とする防護の措

置が一般的に採用されていたこともうかがわれないとも判示するが、実際は、

フランス・ルブレイエ原子力発電所等の海外の原子炉施設において、敷地の

浸水を前提とする外部溢水対策が実施されており、この点でも上記判示には

事実誤認がある。 

⑶ 以上のとおり、令和４年最判は、津波防護の対策に関する誤った事実認識

を前提として、本件事故に関する結果回避可能性を否定したものであり、そ

の判断は誤りである。そして、前記引用に係る原判決における一審原告らの

主張のとおり、本件原発において、防潮堤等の設置のほか、主要建屋又は重

要機器室等の水密化や電源設備の高所設置等の措置が採られていれば、本件

事故のような全電源喪失の事態に至ることはなかったものであり、万が一に

も重大事故が起きることがないように原子力事業者に重い責任を負わせると
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ともに、国に強力な規制権限を付与している原子力関係法令の趣旨・目的に

照らせば、一審被告国には、敷地高を超える津波の襲来により本件原発の全

電源喪失による重大事故を防ぐために、適時適切に規制権限を行使しなかっ

た違法があるというべきである。 

２ 一審被告国の主張 

⑴ 令和４年最判は、本件事故について、一審被告国の国賠法１条 1 項に基づ

く損害賠償責任を否定しているところ、これは、本件事故当時の科学的、専

門的知見に照らせば、設計想定津波が敷地に浸入することが想定される場合

には、防潮堤・防波堤等の設置により津波の敷地への浸入を防止してドライ

サイトを維持するというドライサイトコンセプトが、本件事故当時の我が国

における原子炉施設の津波対策として採用されていたことを前提としている

ものと解される。 

  また、令和４年最判は、本件事故当時の科学的、専門技術的知見に照らし

た場合、防潮堤・防波堤等の設置により敷地内への津波の浸入を防ぐという

ドライサイトコンセプトは、合理的で確実なものとして我が国における津波

対策の基本とされていたのに対し、防潮堤等の設置により敷地内への津波の

浸入を防ぐことを前提とせず、主要建屋等が存在する敷地内に津波が浸入す

ることを前提とする防護措置（水密化措置を含む。）が主たる津波対策として

採用された実績があったことはうかがわれないこと等から、一審被告東電又

は規制機関が防潮堤等の設置と併せて他の対策を検討した蓋然性は認められ

ず、その結果経済産業大臣が規制権限を行使していれば本件事故又はこれと

同様の事故が発生しなかったであろうという関係を認めることはできないと

いう判断を示したものと解される。この考え方からすれば、一審被告東電又

は規制機関が、津波対策として、防潮堤などが完成する前の単独の水密化措

置を講ずることを検討した蓋然性もあるとはいえないことになる。 

  上記のような令和４年最判の判断及び考え方は、本件事故当時の科学的、
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専門技術的知見を前提として講じられるであろう津波対策という点について、

一審被告国の主張と考え方を同じくするものであり、正当である。 

⑵ これに対し、一審原告らは、本件事故以前において、我が国でも、原子炉

施設の敷地への浸水を前提とした水密化措置等の実績（浜岡原発、東海第二

原発等）があった旨主張する。しかし、一審原告らが指摘する実績は、いず

れも防潮堤等の設置を前提とした上で、更なる安全裕度の向上を目的とした

ものや、防潮堤等の設置によっても阻止し得ない軽微な浸水等に対する局所

的・部分的な措置として講じられたものにすぎず、主たる津波対策として採

用されたことを示すものではないから、一審原告らの主張には理由がない。 

⑶ そうすると、一審被告東電又は規制機関において、津波対策として、防潮

堤等の設置に先立ち、主要建屋等が存在する敷地内に津波がそのまま浸入す

る事態を容認した上で、水密化措置のみによって津波を防護することを検討

した蓋然性があるとはいえず、仮に、経済産業大臣が電業法に基づく規制権

限を行使したとしても、本件原発の敷地への浸水を防ぐことができるように

設計された防潮堤等を設置するという措置が採られた蓋然性が高いといえる

から、一審被告国の規制権限不行使の違法をいう一審原告らの主張は理由が

ない。 

第２ 損害論についての補充主張 

１ 中間指針第五次追補について 

⑴ 一審被告東電の主張 

 原賠紛争審査会は、令和４年１２月２０日、中間指針第五次追補を公表し

た。第五次追補の策定は、本件事故に係る７件の集団訴訟に関する控訴審判

決が確定したことを契機として、中間指針等の見直しの要否の検討を経てな

されたものであり、第五次追補の策定に当たり、原賠紛争審査会は、法律の

学識経験者から専門委員を任命し、同専門委員が上記７件の確定判決の詳細

な調査・分析を行った最終報告を踏まえて策定されたものである。 
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かかる策定経緯に鑑みると、第五次追補は、上記７件の確定済み高裁判決

の分析結果を反映させたものであって、本件事故による被害の実態に即し、

本件事故から一般的に生じた被害として類型的に把握される要素を網羅的に

評価した結果として示されたものであるから、第五次追補による改定後の指

針が示す損害額の目安は、類型的に把握することのできない個別の被害事実

が明らかになっているような場合を除き、本件事故による損害の評価として

十分な水準にあるものというべきである。 

⑵ 一審原告らの主張 

 一審被告東電の主張は、否認ないし争う。 

 第五次追補を含む中間指針等においては、繰り返し賠償対象や賠償額を限

定する趣旨でないことが明記されており、原賠法の改正の際に文部科学省が

作成した報告書においても、指針はあくまで当事者間の交渉において自主的

に参照されるべきものと位置付けている。このように、中間指針等は、自主

的に参照される基準にすぎず、当事者及び裁判所に対する法的な拘束力を有

しない。 

 一審被告東電は、第五次追補は、確定した７件の高裁判決の内容を踏まえ

た合理的なものである旨主張するが、自主的避難等対象区域からの避難者に

ついて第五次追補の定める慰謝料額は、上記７件の高裁判決が認めた慰謝料

の水準を下回る極めて低額なものである。すなわち、第五次追補では、自主

的避難等対象区域からの避難者（子供・妊婦以外の者）に対し、精神的損害、

生活費の増加費用等を合算した金額として１人当たり２０万円を賠償すると

しているが、これは、上記７件の確定高裁判決の水準にも達しない極めて不

十分なものにすぎず、かかる金額は、本件事故の被害者の損害全体を 補す

るに足る水準にあるとは到底いえない。 

⑶ 一審被告国の主張 

 一審被告東電の上記⑴の主張を援用する。 
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２ 弁済の抗弁について 

⑴ 一審被告東電の主張 

ア 弁済額の一部変更 

一審被告東電が、一審原告らに対してこれまでに支払った本件事故によ

る賠償金の額は、別紙５のとおりである。なお、一部の一審原告らについ

て、原審で主張した弁済額を次のとおり変更する。 

 一審原告２－１：１０８万円から１１０万８８００円に変更 

 一審原告８：８０万円から１３０万円に変更 

 一審原告１６－１：７４万８０００円から８５万４１３６円に変更 

イ 費目間、世帯構成員間での弁済充当 

 同一の加害行為による財産的損害と精神的損害に係る不法行為によ

る損害賠償請求権は、実体上の請求権としては１個であり、訴訟物とし

ても１個であるから、本件においても、まずは財産的損害・精神的損害

を問わず、各一審原告が被った全損害を認定した上で、そこから一審被

告東電がこれまでに支払った既払金全額を控除すべきである。それにも

かかわらず、原判決は、費目間での充当を認めておらず不当である。 

また、一審被告東電は、一審原告らに支払った既払金全額について、

一審原告らの損害への充当を主張しているところ、原判決の判断は、上

記充当方法にも反するものである。 

 本件事故により発生した損害賠償請求権は１個の請求権であること、

一審被告東電は原子力損害の賠償を各世帯単位で行っていることに鑑み

ると、一審原告らが所属する世帯に対してなされた賠償額については、

当該賠償金を受領した世帯構成員の受けた損害の認容額が既払賠償額を

下回る場合には、当該差額は他の世帯構成員の未受領の損害賠償請求権

に充当されるべきであり、このように世帯構成員間での弁済の充当が認

められるべきである。 
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⑵ 一審原告らの主張 

ア 弁済額の一部変更について 

 一審原告２－１に対する弁済について 

一審被告東電が、一審原告２－１に対し、自主的避難等対象区域から

の避難者に対する直接賠償の１２万円に加えて、ＡＤＲ手続で解決した

就労不能損害９６万円及び同手続の弁護士費用２万８８００円の合計１

１０万８８００円を支払ったことは認めるが、弁済としての効力は争う。

ＡＤＲ手続において支払われた就労不能損害９６万円及び弁護士費用２

万８８００円は、あくまで平成２３年４月から平成２４年３月分までの

就労不能損害に関する合意であり、ＡＤＲの和解契約書においても、当

該期間の損害項目について清算条項を定めて合意したものであるから、

本件において一審原告２－１が請求するその他の損害について上記の９

８万８８００円を弁済として充当することはできず、一審被告東電の主

張は失当である。 

 一審原告８に対する弁済について 

 一審被告東電が、一審原告８に対し、１３０万円を支払ったことは認

めるが、弁済としての効力は争う。 

 一審原告１６－１に対する弁済について 

一審被告東電が、一審原告１６－１に対し、自主的避難等対象区域か

らの避難者に対する直接賠償の６４万円に加えて、ＡＤＲ手続での和解

金額２１万４１３６円（①検査交通費９０８０円、②ガイガーカウンタ

ー購入費用２万６３３４円、③平成２７年３月末までの避難雑費１０万

８０００円、④ＡＤＲ手続の弁護士費用７万０７２２円）の合計８５万

４１３６円を支払ったことは認めるが、弁済としての効力は争う。ＡＤ

Ｒに基づき支払われた上記①②については、本件訴訟の請求には含まれ

ていないので、そもそも控除することはできないし、上記④の弁護士費
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用についても、ＡＤＲの和解契約における清算条項の効力により弁済の

抗弁を主張することはできないから、一審原告らの主張は失当である。 

イ 費目間、世帯構成員間での弁済充当について 

 費目間での弁済充当に関する一審被告東電の主張は争う。 

 一審被告東電は、政府の策定した中間指針を踏まえ、様々な項目にわ

たる具体的な賠償基準を策定・公表し、これに基づいて被害者からの直

接請求又はＡＤＲにおいて和解契約を締結して賠償金の支払を行ってき

たものであり（特定支払）、一審原告らを含む本件事故の被害者も一審被

告東電も、賠償基準に基づいて特定支払の行われた範囲では、当該特定

支払の対象たる賠償項目については、後に蒸し返しがされないことを信

頼していたものである。したがって、一審被告東電と一審原告らとの間

において、費目ごとの充当合意があったものと解するのが当事者の合理

的意思に合致する。 

 世帯構成員間での弁済充当に関する一審被告東電の主張は争う。 

 落ち度のない被害者が、個人として受領した賠償金を世帯構成員であ

るとの理由だけで相互に充当を認めるのは、個別賠償という近代市民法

の大原則に反する。世帯の代表者が世帯内の他の構成員から委任を受け

代理して請求することはあるが、あくまで代理しているにすぎず、その

効果は当該世帯構成員個人に帰属するし、世帯構成員で被侵害利益が共

通することもないから、世帯構成員間での弁済充当を求める一審被告東

電の主張は失当である。 

⑶ 一審被告国の主張 

 一審被告東電の上記⑴の主張（弁済の抗弁）を援用する。 

第３章 当裁判所の判断 

当裁判所は、一審原告１６－４、一審原告１７－４及び一審原告１７－５（以

下、この３名を併せて「一審原告１６－４ら３名」という。）の一審被告らに対す
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る請求は、原審と同様にいずれも理由がないと判断するが、その余の一審原告ら

の請求については、原審と異なり、次のとおりとするのが相当であると判断する。

すなわち、①一審原告１６－４ら３名以外の一審原告らの一審被告東電に対する

請求は、主文の限度で理由があるから、一審原告１６－２・３及び一審被告東電

の各控訴に基づき、原判決中一審原告１６－４ら３名以外の一審原告らの一審被

告東電に対する請求部分を主文のとおり変更すべきである。②一審原告１６－４

ら３名以外の一審原告らの一審被告国に対する請求は理由がないから、一審被告

国の控訴に基づき、原判決中一審被告国の敗訴部分を取り消し、同取消部分に係

る上記一審原告らの請求をいずれも棄却すべきである。③一審原告１６－２、一

審原告１６－３以外の一審原告らの控訴は、理由がないから、これをいずれも棄

却すべきであり、一審原告１６－２、一審原告１６－３及び一審被告東電のその

余の控訴は理由がないから、これをいずれも棄却すべきである。その理由は、次

のとおりである。 

第１節 一審被告国の責任について 

第１ 認定事実 

 前記前提事実、後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。 

１ 本件原発の概要（前記前提事実） 

⑴  本件原発は、一審被告東電が設置し運営する原子力発電所であり、福島県

双葉郡 a 町及びｂ町にまたがって所在している。 

⑵ 本件原発には、昭和４６年から昭和５４年にかけて順次運転が開始された

１号機から６号機までの６基の原子炉が設置されており、いずれの原子炉も

沸騰水型原子炉（ＢＷＲ）である。本件原発の原子炉施設は、原子炉格納容

器を収容する原子炉建屋、蒸気タービンのほか多くの電源設備を収容するタ

ービン建屋、中央制御室の存するコントロール建屋等から構成されている。 

⑶ 本件原発の１号機から４号機までの各原子炉（以下、併せて「本件各原子

炉」という。）に係る原子炉建屋、タービン建屋等の主要な建屋（以下「主要
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建屋」という。）は、いずれもＯ．Ｐ．＋１０ｍ（小名浜港工事基準面を基準

とした海抜）の平らな土地上にあり、本件各原子炉は、北から南に向かって

１号機から４号機の順に一列に設置されている（以下、主要建屋の敷地を「本

件敷地」という。）。本件敷地の東側及び南東側は、海水をくみ上げるポンプ

等の設備が設置されたＯ．Ｐ．＋４ｍの区画等を挟んで海に面している。 

⑷ 本件各原子炉に係る原子炉施設（以下「本件各原子炉施設」という。）では、

原子炉の運転により発電した電力や外部の変電所から供給される電力が利用

されていたが、これらの電力をいずれも利用することができない場合に備え

て、非常用ディーゼル発電機及びこれにより発電した電力を他の設備に供給

するための電気設備（以下、併せて「本件非常用電源設備」という。）が主要

建屋の中に設置されていた。また、本件原発においては、１・２号機、３・

４号機、５・６号機と隣接するプラント間で互いに電源を融通し合えるよう

に設計されていた。 

２ 原子力発電所の設計津波水位の評価方法に関する報告書の作成 

 電力会社各社の事業者団体である電気事業連合会（電事連）では、津波評価

のばらつきや安全裕度の技術的検討を行うこととされていたところ、様々な波

源の調査やそれに基づく数値計算を行う高度化研究と、高度化研究の成果を踏

まえ学問的見地から審議する体系化研究が行われることとなった。そして、電

事連は、上記の体系化研究を土木学会に委託し、平成１１年、土木学会原子力

土木委員会に津波評価部会（土木学会津波評価部会）が設置された。同部会は、

平成１４年当時、地震学、津波学の研究者等の専門家、電力会社及び一般財団

法人電力中央研究所の研究従事者等から構成されていた。 

土木学会津波評価部会は、平成１４年２月、原子力発電所の設計津波水位の

評価方法を示したものとして、「原子力発電所の津波評価技術」と題する報告書

（津波評価技術）を作成、公表した。津波評価技術は、プレート境界型地震に

伴う津波について、評価地点に最も大きな影響を及ぼしたと考えられる既往津
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波を選定し、その既往津波の沿岸における痕跡高を最もよく説明できる断層モ

デルを基に基準断層モデルを設定した上で、想定津波の不確定性を設計津波水

位に反映させるため、基準断層モデルの諸条件を合理的と考えられる範囲内で

変化させた数値計算を多数実施し（パラメータスタディ）、評価地点に最も影響

を与える津波に基づいて設計津波水位を求めるなどとしていた。 

津波評価技術は、従前培ってきた津波の波源や数値計算に関する知見を集大

成して、原子力発電所の設計津波水位の標準的な設定方法を提案したものであ

り、同報告書作成時点で確立しており実用として使用するのに疑点のないもの

が取りまとめられたものである。なお、米国原子力規制委員会は、２００９（平

成２１）年に作成した報告書において、津波評価技術を「世界で最も進歩して

いるアプローチに数えられる」と評価し、ＩＡＥＡは、本件事故後の平成２３

年１１月に公表した報告書において、津波評価技術の手法を「津波ハザードの

評価：いくつかの国における現在の実務」として紹介している。 

（甲イ２の１、甲ロ５の１～３、１２４、乙ロ７、３０、丙ロ７の１～３、丙

ロ９、１０、丙ハ１３８） 

３ 本件長期評価の公表等 

地震調査研究推進本部（推進本部）地震調査委員会は、平成７年の阪神・淡

路大震災を踏まえて制定された地震防災対策特別措置法に基づいて文部科学省

に設置された機関であり、関係行政機関の職員及び学識経験者のうちから文部

科学大臣が任命する委員によって構成されている。 

推進本部地震調査委員会は、平成１４年７月、三陸沖から房総沖にかけての

日本海溝沿いの領域を対象とした長期的な観点での地震発生の可能性、震源域

の形態等についての評価を取りまとめたものとして、「三陸沖から房総沖にかけ

ての地震活動の長期評価について」と題する文書（本件長期評価）を公表した。

本件長期評価は、上記の日本海溝沿いの領域のうち、三陸沖北部から房総沖に

かけての日本海溝寄りの南北に細長い領域に関し、①明治２９年に発生した明
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治三陸地震と同様の地震が上記領域内のどこでも発生する可能性があること、

②上記領域内全体におけるマグニチュード８クラスのプレート間大地震（津波

地震）については、今後３０年以内の発生確率が２０％程度、今後５０年以内

の発生確率が３０％程度と推定され、上記領域中の特定の海域では、今後３０

年以内の発生確率が６％程度、今後５０年以内の発生確率が９％程度と推定さ

れること、③その地震の規模は、津波マグニチュード（Ｍｔ）８．２前後と推

定されること等を内容とするものであった。 

（甲ロ４の１・２、６８） 

４ 発電用原子炉施設に関する新耐震設計審査指針の策定 

⑴ 原子力安全委員会は、平成１８年９月、発電用軽水型原子炉の設置許可申

請及び変更許可申請に係る安全審査のうち、耐震安全性の確保の観点から耐

震設計方針の妥当性について判断する際の基礎を示すことを目的として、「発

電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」（新耐震設計審査指針）を策定し

た。上記指針は、発電用軽水型原子炉施設について、その供用期間中に極め

てまれではあるが発生する可能性があると想定することが適切な津波によっ

ても、上記原子炉施設の安全機能が重大な影響を受けるおそれがないことを

十分考慮した上で設計されなければならないものとしていた。（甲イ１の１、

甲ハ２０、丙ハ１９の２、弁論の全趣旨） 

⑵ 保安院は、平成１８年９月、一審被告東電を含む発電用原子炉施設の設置

者等に対し、既設の発電用原子炉施設等について、上記指針に照らした耐震

安全性の評価（耐震バックチェック）を実施するよう指示した。原子力安全

委員会は、平成１９年７月、上記指示を踏まえ、耐震バックチェックの実施

計画を示し、そこでは、本件原発についての上記安全性評価の期限が平成２

１年６月までとされていた。（甲イ２の１、乙ロ５、丙ハ４０） 

５ 本件長期評価に基づく津波の試算 

⑴ 一審被告東電は、上記４⑵の指示を受けて、本件長期評価に基づいて本件
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原発に到来する可能性のある津波を評価すること等を関連会社に委託し、平

成２０年４月、その結果の報告を受けた。その内容は、本件長期評価に基づ

いて福島県沖から房総沖の日本海溝寄りの領域に明治三陸地震の断層モデル

を設定した上で、津波評価技術が示す設計津波水位の評価方法に従って、上

記断層モデルの諸条件を合理的と考えられる範囲内で変化させた数値計算を

多数実施して津波の試算を行ったところ、本件敷地の海に面した東側及び南

東側の前面における波の高さが最も高くなる津波は、①本件敷地の南東側前

面において、最大で浸水高Ｏ．Ｐ．＋１５．７０７ｍになるが、②本件敷地

の東側前面では本件敷地の高さを超えず（浸水高Ｏ．Ｐ．＋８．４～９．３

ｍ程度）、③主要建屋付近の浸水深は、４号機の原子炉建屋付近で約２．６ｍ

（浸水高Ｏ．Ｐ．＋１２．６ｍ）、４号機のタービン建屋付近で約２．０ｍ（浸

水高Ｏ．Ｐ．＋１２．０ｍ）となるなどというものであった（以下、この試

算を「本件試算」といい、この試算された津波を「本件試算津波」という。）。

（甲ロ５２、弁論の全趣旨） 

⑵ 一審被告東電は、その後、本件試算津波と同じ規模の津波に対する対策等

について、津波の専門家の意見を聴取したり、社内での検討を行ったりした

結果、①本件長期評価における震源想定の取扱いについては、評価方法が確

定しておらず、直ちに設計に反映させるレベルのものではないと考えられる

ため、直ちに対策を講ずるのではなく、土木学会に本件長期評価についての

研究を委託し、当該知見について結論を出してもらう、②その結果対策が必

要となれば、その対策工事等を行う、③耐震バックチェックは、当面、津波

評価技術に基づいて行う、④以上の方針について、土木学会の委員を務める

有識者に理解を求めることなどの方針が決定され、当面の検討を終えた。 

  その後、上記①の土木学会における検討結果次第では、津波対策として必

要となり得る対策工事の内容を検討することを目的として、平成２２年８月、

一審被告東電社内に「福島地点津波対策ワーキング」が立ち上げられ、津波
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対策としての各種の対策工事等の提案や検討が行われていた。 

（甲イ２の１、乙ロ４の１） 

６ 本件地震及びこれに伴う本件事故の発生 

⑴ 平成２３年３月１１日午後２時４６分頃、牡鹿半島の東南東約１３０㎞、

深さ約２４㎞の地点を震源として、本件地震が発生した。本件地震は、複数

の震源域がそれぞれ連動して発生したものであり、その震源域は、南北の長

さ約４５０㎞、東西の幅約２００㎞に及び、その最大すべり量は５０ｍ以上

であった。本件地震の規模は、我が国の観測史上最大となるマグニチュード

９．０、津波マグニチュード９．１であった。本件地震発生当時、本件原発

では、１号機から３号機までが運転中であり、４号機は定期検査のため運転

停止中であり、全燃料が圧力容器から使用済み燃料プールに取り出されてい

た。５・６号機も定期検査のため運転停止中であり、いずれも圧力容器内に

燃料が装荷された状態であった。（前記前提事実、甲イ２の１、乙ロ４の１） 

⑵ 本件地震により、本件各原子炉のうち定期検査のため運転停止中であった

４号機を除く各原子炉がいずれも自動的に停止し、外部の変電所から供給さ

れる電力についても、本件地震による設備故障等によりその供給が途絶えた。 

  その後、同日午後３時３５分頃、本件地震に伴う津波（本件津波）が本件

原発に到来し、本件敷地の海に面した東側及び南東側の全方面から大量の海

水が本件敷地に浸入して、本件原発の海側エリア及び本件敷地のほぼ全域が

浸水した。その浸水深は、主要建屋付近で最大約５．５ｍ（Ｏ．Ｐ．＋１５．

５ｍ）に及び（本件敷地の南西部では、局所的に約６～７ｍ（Ｏ．Ｐ．＋１

６～１７ｍ）の浸水深が確認された箇所もあった。）、主要建屋の中に海水が

浸入する事態となった。その結果、全ての本件非常用電源設備が浸水してそ

の機能を失い、交流電源が喪失した。 

  本件各原子炉施設には蓄電池が付属する直流の電源設備が備えられていた

が、３号機を除く各原子炉に係る原子炉施設については、上記電源設備も浸
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水してその機能を失い、直流を含む全ての電源が喪失した。３号機の原子炉

施設については、しばらくの間、上記蓄電池を電源とする直流の電力が非常

用炉心冷却設備に供給されていたが、上記非常用炉心冷却設備が停止し、上

記蓄電池の残量不足等により再起動させることができなくなった。 

  以上のとおり、本件各原子炉施設が電源喪失の事態に陥った結果、本件地

震の発生当時運転中であった１号機から３号機までの各原子炉について、運

転停止後も発熱が続く炉心を冷却することができなくなり、高温に達した燃

料が著しく損傷し（炉心損傷）、これにより発生した水素ガスの爆発によって

原子炉建屋等が損傷するなどして、本件各原子炉施設から放射性物質が大量

に放出される事故（本件事故）が発生するに至った。 

 （前記前提事実、甲イ２の１、４、乙ロ４の１・２、２３） 

７ 本件事故以前の我が国における原子炉施設の津波対策の在り方 

本件事故以前の我が国における原子炉施設の津波対策は、安全設備等が設置

される原子炉施設の敷地を想定される津波の水位より高い場所とすること等に

よって上記敷地が浸水することを防ぐという考え方（いわゆる「ドライサイト

コンセプト」）を基本とするものであり、津波により上記敷地が浸水することが

想定される場合には、防潮堤、防波堤等の構造物（以下「防潮堤等」という。）

を設置することにより上記敷地への海水の浸入を防止することが対策の基本と

されていた。（丙ロ５９、６１、６６、６７、６８、丙ハ９６、１２２、１２３、

１７５、１７６、１７７、１８１、１８２） 

第２ 経済産業大臣の規制権限不行使の違法の主張について 

１ 国又は公共団体の公務員による規制権限の不行使は、その権限を定めた法令

の趣旨・目的や、その権限の性質等に照らし、具体的事情の下において、その

不行使が許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるときは、

その不行使により被害を受けた者との関係において、国家賠償法１条１項の適

用上違法となるものと解するのが相当である（最高裁平成１３年（受）第１７
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６０号同１６年４月２７日第三小法廷判決・民集５８巻４号１０３２頁、最高

裁平成３０年（受）第１４４７号、第１４４８号、第１４４９号、第１４５１

号、第１４５２号令和３年５月１７日第一小法廷判決・民集７５巻５号１３５

９頁等参照）。そして、国又は公共団体が、上記公務員が規制権限を行使しなか

ったことを理由として同項に基づく損害賠償責任を負うというためには、上記

公務員が規制権限を行使していれば上記の者が被害を受けることはなかったで

あろうという関係が認められなければならない。そこで、この点について以下

検討する。 

２⑴ 前記第１の認定事実（以下、本節においては単に「認定事実」という。）に

よれば、本件事故以前の我が国における原子炉施設の津波対策は、津波によ

り安全設備等が設置された原子炉施設の敷地が浸水することが想定される場

合、防潮堤等を設置することにより上記敷地への海水の浸入を防止すること

（ドライサイトコンセプト）を基本とするものであった（認定事実７）。した

がって、経済産業大臣が、本件長期評価を前提に、電業法４０条に基づく規

制権限を行使して、津波による本件原発の事故を防ぐための適切な措置を講

ずることを一審被告東電に義務付けていた場合には、本件長期評価に基づい

て想定される最大の津波が本件原発に到来しても本件敷地への海水の浸入を

防ぐことができるように設計された防潮堤等を設置するという措置が講じら

れた蓋然性が高いということができる。そして、本件試算は、本件長期評価

が今後同様の地震が発生する可能性があるとする明治三陸地震の断層モデル

を福島県沖等の日本海溝寄りの領域に設定した上、津波評価技術が示す設計

津波水位の評価方法に従って、上記断層モデルの諸条件を合理的と考えられ

る範囲内で変化させた数値計算を多数実施し、本件敷地の海に面した東側及

び南東側の前面における波の高さが最も高くなる津波を試算したものであり、

安全性に十分配慮して余裕を持たせ、当時考えられる最悪の事態に対応した

ものとして、合理性を有する試算であったと認められる。 
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   そうすると、経済産業大臣が電業法４０条に基づく規制権限を行使してい

た場合には、一審被告東電において、本件試算津波と同じ規模の津波による

本件敷地の浸水を防ぐことができるように設計された防潮堤等を設置すると

いう措置が講じられた蓋然性が高いということができる。 

   他方、本件全証拠によっても、本件事故以前において、津波により安全設

備等が設置された原子炉施設の敷地が浸水することが想定される場合に、想

定される津波による上記敷地の浸水を防ぐことができるように設計された防

潮堤等を設置するという措置を講ずるだけでは対策として不十分であるとの

考え方が有力であったことはうかがわれず、その他、本件事故以前の知見の

下において、防潮堤等を設置するという上記措置が原子炉施設の津波対策と

して不十分なものであったと解すべき事情はうかがわれない。したがって、

本件事故以前に経済産業大臣が上記の規制権限を行使していた場合に、本件

試算津波と同じ規模の津波による本件敷地の浸水を防ぐことができるように

設計された防潮堤等を設置するという措置に加えて他の対策が講じられた蓋

然性があるとか、そのような対策が講じられなければならなかったというこ

とはできない。 

⑵ ところが、本件長期評価が今後発生する可能性があるとした地震の規模は、

津波マグニチュード８．２前後であったのに対し、本件地震の規模は津波マ

グニチュード９．１であり、本件地震は、本件長期評価に基づいて想定され

る地震よりもはるかに規模が大きいものであった（認定事実３、６⑴）。また、

本件試算津波による主要建屋付近の浸水深は、約２．６ｍ又はそれ以下とさ

れたのに対し、本件津波による主要建屋付近の浸水深は、最大で約５．５ｍ

に及んでいる。そして、本件試算津波の高さは、本件敷地の南東側前面にお

いて本件敷地の高さを超えていたものの、東側前面においては本件敷地の高

さを超えることはなく、本件試算津波と同じ規模の津波が本件原発に到来し

ても、本件敷地の東側から海水が本件敷地に浸入することは想定されていな
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かったが、現実には、本件津波の到来に伴い、本件敷地の南東側のみならず

東側からも大量の海水が本件敷地に浸入している（認定事実５⑴、６⑵）。 

  これらの事情に照らすと、本件試算津波と同じ規模の津波による本件敷地

の浸水を防ぐことができるものとして設計される防潮堤等は、本件敷地の南

東側からの海水の浸入を防ぐことに主眼を置いたものとなる可能性が高く、

一定の裕度を有するように設計されるであろうことを考慮しても、本件津波

の到来に伴って大量の海水が本件敷地に浸入することを防ぐことができるも

のにはならなかった可能性が高いといわざるを得ない。 

⑶ 以上によれば、仮に、経済産業大臣が、本件長期評価を前提に、電業法４

０条に基づく規制権限を行使して、津波による本件原発の事故を防ぐための

適切な措置を講ずることを一審被告東電に義務付け、一審被告東電がその義

務を履行していたとしても、本件津波の到来に伴って大量の海水が本件敷地

に浸入することは避けられなかった可能性が高く、その大量の海水が主要建

屋の中に浸入し、本件非常用電源設備が浸水によりその機能を失うなどして

本件各原子炉施設が電源喪失の事態に陥り、本件事故と同様の事故が発生す

るに至っていた可能性が相当にあるといわざるを得ない。 

  そうすると、本件の事実関係の下においては、経済産業大臣が上記の規制

権限を行使していれば本件事故又はこれと同様の事故が発生しなかったであ

ろうという関係を認めることはできないことになる（令和４年最判参照）。 

  したがって、一審被告国が、経済産業大臣が上記規制権限を行使しなかっ

たことを理由として、一審原告らに対し、国賠法１条１項に基づく損害賠償

責任を負うということはできない。 

３ 一審原告らの主張について 

⑴ これに対し、一審原告らは、保安院及び原子力安全基盤機構は、平成１５

年以降安全情報検討会を設置し、平成１８年には一審被告東電を含む事業者

も参加する溢水勉強会を設置して、国内外の原子力発電所における内部溢水・
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外部溢水事故の情報の収集・整理や、我が国における原子炉の安全の確保の

ための規制や対策の在り方等が検討されていたものであり、これらの検討等

を踏まえ、遅くとも平成１８年までに、本件原発の敷地高を超える津波が襲

来したときには非常用電源設備が被水して機能喪失に陥ることは確実であり、

かかる事態を防ぐためには防潮堤等の設置以外の防水対策を講じる必要があ

るとの知見が確立していたのであるから、一審被告東電又は保安院その他の

規制機関において、防潮堤等の設置と併せて、これによっては防ぎきれない

本件敷地の浸水に対する対策を講ずることを検討した蓋然性があるとし、こ

のことを前提に、経済産業大臣が上記の規制権限を行使していれば本件事故

と同様の事故は発生しなかった旨主張する。 

  確かに、本件各証拠（甲ハ２５～２８、８２、乙ロ１８～２０、丙ロ２１

～２９、丙ハ１６１等〔いずれも枝番を含む。〕）によれば、本件事故以前に、

安全情報検討会や溢水勉強会等の場において、国内外の原子力発電所におけ

る内部溢水・外部溢水事故の事例が収集され、安全対策の在り方等について

の検討がされていたことは認められる。しかし、前記説示のとおり、想定さ

れる津波による原子炉施設の敷地の浸水を防ぐことができるように設計され

た防潮堤等を設置するという措置は、本件事故以前に我が国における原子炉

施設の津波対策の基本とされていたものであり、本件事故当時の知見の下に

おいては、津波による原子炉施設の事故を防ぐための措置として合理的で確

実なものであったということができる。他方、本件全証拠によっても、本件

事故以前に、我が国における原子炉施設の主たる津波対策として、津波によ

って上記敷地が浸水することを前提とする防護の措置が採用された実績があ

ったことはうかがわれず、当該防護の措置の在り方について、これを定めた

法令等はもちろん、その指針となるような知見が存在していたこともうかが

われないし、海外において当該防護の措置が一般的に採用されていたことも

うかがわれない。そうすると、規制機関や一審被告東電が関与する上記検討
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会や勉強会等の場において、国内外の内部溢水・外部溢水事故の事例が収集

され、安全確保の対策等について検討が行われていたという事情を踏まえて

も、一審被告東電又は保安院その他の規制機関が、防潮堤等によっては上記

津波による本件敷地の浸水を防ぎきれないという前提で、そのような防潮堤

等の設置と併せて他の対策を講ずることを検討した蓋然性があるということ

はできず、一審原告らの主張は採用することができない。 

⑵ 一審原告らは、本件事故当時、国内外において、原子炉施設の敷地への浸

水を前提とする溢水対策がされていたから、仮に経済産業大臣による規制権

限が行使された場合には、本件原発において防潮堤等の設置以外の津波対策

が採られる蓋然性があった旨主張し、具体例として、①本件原発において、

平成１４年に公表された津波技術評価を踏まえた、敷地４ｍ盤の浸水を前提

とするポンプ用モーターのかさ上げや熱交換器建屋等の水密化の実施、②東

海第二原発及び浜岡原発における水密化措置、③フランス・ルブレイエ原子

力発電所（以下「仏ルブレイエ原発」という。）、インド・マドラス原子力発

電所（以下「印マドラス原発」という。）における外部溢水対策等を挙げる。 

  しかし、上記①については、証拠（甲イ２の１、甲ロ３１）によれば、一

審被告東電は、平成１４年３月、津波評価技術を踏まえ本件原発についての

津波評価を行った結果、本件原発の護岸前面における設計津波水位の最大値

がＯ．Ｐ．＋５．４～５．７ｍとなったこと、この値が本件原発６号機の非

常用ディーゼル発電機冷却系海水ポンプの電動機据付けレベル（Ｏ．Ｐ．＋

５．５８ｍ）を上回るものであったため、同ポンプ用電動機据付け位置のか

さ上げ（Ｏ．Ｐ．＋５．８ｍ）を行ったことが認められるが、これは本件事

故以前から存在した知見（ドライサイトコンセプト）を前提としたものであ

る。また、福島第二原子力発電所（第二原発）では、Ｏ．Ｐ．＋４ｍの敷地

に所在する熱交換器建屋のドアやシャッター等、一部水密化の措置を講じて

いたことがうかがわれるが（丙ハ２３６、弁論の全趣旨）、これらはあくまで
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Ｏ．Ｐ．＋４ｍの敷地にある熱交換器建屋に限った部分的な水密化措置にす

ぎず、津波対策として主要建屋全体の水密化を図ったものではないから、こ

れをもって、本件事故当時に津波から原子炉施設を防護するための水密化の

措置が一般的に行われていたということはできない。 

  上記②については、 東海第二原発では、本件事故以前に、津波対策とし

て、非常用ディーゼル発電機の冷却用海水ポンプを設置している区画に防護

壁が設置され（本件事故時点では防水工事が一部未了）、施設建屋の扉の防水

扉への交換や、建屋開口部前に高さ１㎝～１５㎝程度のＲＣ造の防水堰を増

設するといった対策が実施されたこと（甲イ２１の１・２、丙ロ６７、丙ハ

２２０）、 浜岡原発では、本件事故以前に、原子炉建屋及び海水熱交換器の

出入口に腰部防水構造の防護扉等が設置されたこと（丙ハ１９９）がそれぞ

れ認められる。しかし、これらはいずれも施設の一部分の防水措置にすぎず、

主要建屋の敷地内に本格的に津波が流入した場合の防水が可能となるような

水密化措置ではないことに加え、他の発電所で上記の措置が一般的に実施さ

れていたこともうかがわれないから、これをもって、本件事故当時に津波か

ら原子炉施設を防護するための水密化の措置が一般的に行われていたという

ことはできない。 

  上記③については、まず仏ルブレイエ原発では、平成１１年１２月に河川

の増水（洪水）により３プラントの建屋が浸水し、電源喪失の事故が発生し、

これを受けて、施設の一部の防水化、防潮堤や防水壁の設置等の対策が採ら

れたことが認められるが（甲ロ９、１３１、丙ロ５９、弁論の全趣旨）、同原

発において採られた水密化措置の具体的内容が証拠上明らかでない上、上記

溢水事故は悪天候による河川の増水という地理的要因による浸水の事案であ

り、津波とは機序が異なることからすれば、本件原発における津波対策の知

見としてそのまま妥当するものとはいえない。また、印マドラス原発では、

平成１６年１２月のスマトラ沖地震に伴う津波により、非常用海水ポンプが
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水没するという外部溢水事故が発生したが電源喪失には至らなかったこと、

これを踏まえ、同原発では追加ディーゼル発電機を高所に設置する等の措置

が採られたことが認められるが（甲ロ９、甲ハ８２、丙ロ２１、２８の１、

弁論の全趣旨）、本件事故当時、津波対策として、防潮堤等の設置による防護

に加え、非常用発電設備を高所に設置するという措置が海外において一般的

であったことをうかがわせる証拠は見当たらない。その他、本件全証拠によ

っても、本件事故当時、海外において、原子力発電所の津波対策として、防

潮堤等による防護を図ることに加え、原子炉施設の水密化措置や電源設備の

高所設置等の防護措置が一般的に採用されていたことを認めるに足りる証拠

はない。 

したがって、一審原告らの上記主張はいずれも採用することができない。 

⑵  一審原告らは、本件事故前において、原子炉施設の津波対策としては、安

全設備等が設置される敷地を想定される津波の水位よりも十分高くするこ

とが基本であったため、敷地に浸水するような津波に対する対策が公に議論

されたことはほとんどなく、そのため防潮堤等の設置で敷地高を超える津波

対策として十分であるとの考え方が有力であった事実はない旨主張し、その

根拠として、Ａ東北大学名誉教授が、想定を超える津波もあり得るという前

提で、非常時に炉心を冷却するための設備が確実に機能するようにしかるべ

き防水性能を確保すべき旨を繰り返し指摘していたこと（丙ロ６８等）を挙

げる。 

  確かに、丙ロ第６８号証（Ａ氏の意見書）によれば、Ａ氏は、本件事故前

から、想定を超える津波が来ることがあり得ることを想定して、防潮堤等の

ハード面の対策だけでなく、避難計画等のソフト面の対策の必要性を提唱し、

また、原子炉施設の水密化（防水対策）等、想定を超える津波への対策の必

要性に度々言及していたことが認められる。もっとも、Ａ氏は、同時に上記

意見書において、想定を上回る津波が到来する場合に備えた施設の水密化を
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検討するに当たっては、津波が施設の敷地をどこまで超えてくるかの波高を

設定する必要があり、また動水圧や漂流物の影響等も踏まえた設計が必要に

なるところ、本件事故当時、我が国でも世界においても、これらを可能とす

るための設計手法も解析手法も確立されていなかった旨、本件事故当時は上

記の各手法や津波発生リスクに係る確率論的アプローチの研究の途上であり、

研究にあと５年、施工にあと５年の合計１０年あれば、想定を超える危険性

のある津波を示した上で、これに基づく対策を採ることができたかもしれな

いが、本件事故当時はかかる対策を採るための知見がなかった旨も指摘して

いる。そうすると、Ａ氏の意見によっても、本件事故当時において、防潮堤

等による対策以外に、原子炉施設等の適切な防水対策をするための知見が一

般的であったとは認められず、その他本件全証拠によっても、本件事故当時、

国内外において、ドライサイトを前提としつつ、津波に対する防護として、

防潮堤等に加え、水密化や非常用電源設備の高所設置といった措置を採るこ

とが一般的に行われていたことはうかがわれないから、一審原告らの主張は

採用することができない。 

⑶  一審原告らは、失敗学会の取りまとめた最終報告書（甲ハ４１の２）や同

報告書の取りまとめを担当したＢ氏の意見書（甲ハ４１の１）及び原審にお

けるＢ証人の証言を踏まえ、上記報告書等に記載された結果回避措置を採る

ことによって本件事故を回避することができた旨主張する。 

しかし、上記報告書等は、本件事故を後から振り返って、いかなる措置を

採れば本件事故を回避することができた可能性があるかを検証したものにす

ぎない。そして、前記説示のとおり、本件事故以前の我が国における原子炉

施設の津波対策は、津波により安全設備等が設置された原子炉施設の敷地が

浸水することが想定される場合、防潮堤を設置することにより上記敷地への

海水の浸入を防止することを基本とするものであって、本件全証拠によって

も、本件事故以前の科学的・専門技術的知見の下において、想定津波による
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敷地の浸水を防ぐことができるように設計された防潮堤等を設置するという

措置に加えて、他の対策（水密化、非常用電源設備の高所設置等）を採るこ

とが一般的であったことはうかがわれないこと、仮に本件試算を前提に本件

原発で防潮堤等を設置する津波対策を採ったとしても本件事故を避けられな

かった可能性が高いことからすれば、結果回避可能性があることを前提に各

種の結果回避措置を採るべきであったとする上記報告書等の見解及びこれに

沿う一審原告らの主張は、前提を誤るものとして採用することができない。 

⑸ その他、一審原告らは、経済産業大臣の規制権限不行使に係る違法につい

て種々の主張をするが、いずれも上記２の判断を左右するものではない。 

４ よって、一審原告らの一審被告国に対する、経済産業大臣が上記の規制権限

を行使しなかったことを理由とする国賠法１条１項に基づく損害賠償請求は、

理由がない。 

第３ 一審原告らの主張するその他の国賠法上の違法について 

１ 電源喪失対策の懈怠、省令６２号改正権限不行使の違法について 

 一審原告らは、①電業法３９条の委任の範囲には、シビアアクシデント（Ｓ

Ａ）対策を実施し、原子力発電所の安全性を確保する権限も含まれていると解

されるところ、経済産業大臣は、津波により全電源が喪失すれば原子炉が冷却

できず本件事故が発生することを予見できたにもかかわらず、上記規制権限を

行使し、電源喪失に対する対策（シビアアクシデント対策）を実施することを

懈怠した違法がある、②想定津波が敷地高を超えることが予見されたのである

から、経済産業大臣は、電業法３９条に基づき、津波による電源喪失に対する

防護措置を確保する内容に省令６２号を改正することにより本件事故を回避す

ることができたにもかかわらず、同省令の改正権限の行使を懈怠した違法があ

る旨主張する。 

 しかし、上記①については、そもそも電業法３９条は、「事業用電気工作物を

設置する者」（本件原発でいえば一審被告東電）に対し、事業用電気工作物を経
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済産業省令（本件事故当時の省令６２号）で定める技術基準に適合するように

維持することを義務付ける内容の規定であり、同条の委任の範囲に、経済産業

大臣がシビアアクシデント対策を実施し、原子力発電所の安全性を確保する権

限も含まれていると解する根拠が不明である（仮に、一審原告らの主張が、経

済産業大臣は、同法３９条に基づき省令６２条を改正し、電源喪失やシビアア

クシデント対策を実施する権限を有するとの趣旨であるとすれば、上記②と同

趣旨の主張ということになる。）。また、前記第１及び第２で説示したとおり、

想定津波による原子炉施設の敷地の浸水を防ぐことができるように設計された

防潮堤等を設置するという措置は、本件事故以前の我が国における津波対策の

基本とされていたものであり、本件事故以前の知見の下においては、津波によ

る事故を防止するために合理的で確実なものであったと認められ、本件事故以

前に、国内外における原子炉施設の主たる津波対策として、防潮堤等を設置す

ることに加えて他の防護の措置が講じられることが一般的であったとは認めら

れず、当該防護の措置の指針となるような知見が存在していたこともうかがわ

れないことからすれば、本件事故以前において、経済産業大臣が上記①や②の

権限を行使しなかったことが、法令の趣旨・目的や権限の性質等に照らし、許

容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くということはできないから、この

点の違法をいう一審原告らの主張は採用することができない。 

２ 技術基準に適合しない原子炉施設を使用停止させなかった違法について 

 一審原告らは、本件事故当時、想定津波が本件敷地の高さを超えること、そ

れによって本件原発の全電源喪失に至ることが予見できたのであるから、経済

産業大臣は、電業法４０条に基づく技術基準適合命令を発して、本件原発の原

子炉施設の使用を停止させることにより、本件事故を回避することができたに

もかかわらず、同規制権限の行使を懈怠した違法がある旨主張する。 

 しかし、前記第２で説示したとおり、本件事故以前の知見の下において、津

波防護の対策として、防潮堤等を設置する措置に加えてその他の措置を採るこ
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とが一般的であったとは認められず、また、本件全証拠によっても、本件事故

当時一審被告国において、本件原発の原子炉施設の使用を停止するほどに本件

事故の危険が切迫していることを認識できたとは認められないから、原子炉施

設を使用停止させなかった不作為に係る違法をいう一審原告らの主張は理由が

ない（なお、一審原告らは、内閣総理大臣についても、原子炉施設を使用停止

させなかった違法を主張するものとも解されるが、上記の理由に加え、内閣総

理大臣が本件事故以前において、原子炉施設の使用を停止させる権限を有して

いたことを認めるに足りる具体的な主張立証がなく、同主張は採用できない。）。 

３ 本件設置等許可処分自体の違法、本件設置等許可処分を撤回しなかった違法

について 

一審原告らは、昭和４１年から昭和４７年にかけてなされた本件原発１号機

から４号機までの各設置許可処分等（本件設置等許可処分）について、当時の

安全審査指針類が「単一故障」の仮定にあって不合理であり、そのことが当時

認識されていたこと、公衆損害に関する試算及び原賠法の施行により内閣総理

大臣が原子力発電所の事故の可能性を認識していたことから違法である旨を主

張する。しかし、本件において、一審原告らの主張するような当時の安全審査

指針類における不合理な点が当時認識されていたことや認識可能であったこと

を裏付けるに足る事情や知見を認めるに足りる証拠はない。また、一審原告ら

の主張する公衆損害に関する試算及び原賠法の施行が、本件設置等許可処分の

違法性を基礎付けるに足りるものであるともいえない。したがって、本件設置

等許可処分自体の違法をいう一審原告らの主張は採用できない。 

また、一審原告らは、行政処分を行った行政庁が、当該行政処分が違法不当

であることを認識したときには、当該行政処分を自ら取り消すこと（自庁取消

し）ができると解されるところ、国（経済産業大臣）は、本件敷地の高さを超

える津波の到来を予見でき、それによる本件原発の原子炉の全電源喪失の危険

性を認識できたのであるから、本件原発という危険源を作出した者として、そ
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の設置許可を取り消し、その危険を除去すべき義務を負っていたにもかかわら

ず、これを怠り本件事故を発生させた旨主張する。しかし、そもそも一審被告

国が本件設置等許可処分を取り消す（自庁取消し）ことができる法的根拠が不

明である上、仮に当該取消しが可能との見解に立つとしても、その取消しの基

礎となる事情として一審原告らが主張するところは、上記１及び２における主

張と同内容であって、これらが経済産業大臣の違法を基礎付ける事情とは認め

られないことは、上記説示のとおりである（そもそも、仮に本件原発の原子炉

施設の安全性に重大な問題がある場合には、電業法４０条に基づく技術基準適

合命令を行使して、事業者に適切な措置を講じさせたり、原子炉施設を一時停

止させることが可能なのであるから、これを超えて本件設置等許可処分の取消

しをすべき必要性や法的根拠を見出すことは困難といわざるを得ない。）。した

がって、この点に関する一審原告らの主張も採用できない。 

４ その他、一審原告らが主張する一審被告国の違法についての主張は、違法を

基礎付ける具体的事情についての立証がないか、前記第１及び第２並びに上記

１ないし３で説示したところと同様の理由により、いずれも採用することがで

きない。 

第４ まとめ 

 以上によれば、一審原告らの一審被告国に対する国賠法に基づく請求は、いず

れも理由がない。 

第２節 一審被告東電の責任について 

第１ 原賠法上の責任と民法上の責任との関係について 

 一審被告東電は、本件原発の運転等を行う原賠法２条３項所定の原子力事業者

であり、本件原発の運転等の際に本件事故が生じたものであるから、一審被告東

電は、原賠法３条１項に基づき、本件事故と相当因果関係のある一審原告らの損

害について賠償責任（無過失責任）を負う。 

 この点、一審原告らは、一審被告東電は、原賠法３条１項に基づく責任のほか、
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民法７０９条又は７１７条１項に基づく不法行為責任も負うと主張する。 

 しかし、原賠法は、原子炉の運転等により原子力損害が生じた場合における損

害賠償に関する基本的制度を定めることで、被害者保護及び原子力事業の健全な

発達に資することを目的とする法律であり（同法１条）、原子力損害について原子

力事業者の無過失責任（３条）、原子力事業者への賠償責任の集中（４条）、第三

者に対する原子力事業者の求償権の制限（５条）、政府の援助措置（１６条）等を

定めている。これらの原賠法の目的及び規定からすれば、同法３条１項は、民法

上の不法行為に関する規定の特別法であり、同項が適用される範囲においては民

法上の不法行為の規定はその適用が排除されるものと解するのが相当である。 

本件において一審原告らは、原賠法３条１項に基づき一審被告東電が損害賠償

責任を負う本件事故と相当因果関係のある損害について、それと同じ損害を民法

７０９条又は７１７条１項に基づき求めるものである。したがって、かかる一審

原告らの民法上の不法行為に基づく請求は、その余の点を判断するまでもなく、

理由がない。 

第２ 一審被告東電の過失（注意義務違反）の程度について 

 上記第１のとおり、一審被告東電は、原賠法３条１項に基づき、本件事故と相

当因果関係のある損害について過失の有無を問わず賠償責任を負うから、一審被

告東電の責任原因の判断において、同社の過失（注意義務違反）の有無を検討す

る必要はないこととなる。 

 これに対し、一審原告らは、一審被告東電には、本件事故の発生について故意

に匹敵する重大な過失があったから、このことは一審原告らの慰謝料の増額要素

となる旨主張する。しかし、前記第１節の認定事実のとおり、本件長期評価に対

する一審被告東電の対応を見ても、本件全証拠を踏まえても、本件事故発生につ

いて一審被告東電に故意に匹敵する重大な過失があったとまでは認められない。

したがって、一審原告らの上記主張は採用することができない。 
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第３節 相当因果関係及び一審原告らの損害（総論） 

第１ 認定事実 

前記前提事実、後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認めら

れる。なお、本節においては、平成２３年中の出来事について、原則として「平

成２３年」の記載を省略する。 

１ 本件事故による放射性物質の飛散・沈着状況、空間線量の状況等 

⑴ 放射性物質の飛散及び沈着状況 

本件事故による放射性物質の大気中への放出は、主に、水素爆発等のあっ

た３月１２日から同月１５日にかけて発生し、大気中に放出された放射性物

質は、風に乗って南西や北西の方角へと広まった。本件事故により本件原発

から大気中に放出された放射性物質総量の推計値は、平成２４年５月２４日

発表の一審被告東電推計値によると、ヨウ素１３１が約５０万テラベクレル、

セシウム１３７が約１万テラベクレル、ヨウ素換算値約９０万テラベクレル

とされている。 

１１月５日時点の航空機モニタリング調査によると、セシウム１３４、１

３７については、本件原発から北西に帯状に沈着量が高い地域が広がってい

る。これを福島市、郡山市、田村市及びいわき市についてみると、福島市に

おいては一部６０万Ｂｑ／㎡超、南東部においては３０万Ｂｑ／㎡超、中央

部においては１０万Ｂｑ／㎡超であり、郡山市では一部３０万Ｂｑ／㎡超、

中央部の多くで１０万Ｂｑ／㎡超であり、田村市では北東部で３０万Ｂｑ／

㎡超、当該地域を除く中央～北東部で１０万Ｂｑ／㎡超であり、いわき市で

は本件原発から３０㎞圏内の北部の一部で６０万Ｂｑ／㎡超、断片的に１０

万Ｂｑ／㎡超となっている。 

また、一審被告国が実施した土壌調査によると、６月１４日時点のヨウ素

１３１の沈着量は、上記放射性セシウムの沈着量の高い地域が本件原発から

北西に帯状に広がっているのに比べ、沈着量の高い地域が本件原発から南方
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向に広がっている。これを福島市、郡山市、田村市、いわき市についてみる

と、福島市においては一部２０００～５０００Ｂｑ／㎡の地域があるほか、

１０００～２０００Ｂｑ／㎡の地域が多数あり、郡山市及び田村市では５０

０～１０００Ｂｑ／㎡の地域が一部あり、いわき市では本件原発から３０㎞

圏内の北部の一部で２０００～５０００Ｂｑ／㎡の地域があるほか、１００

０～２０００Ｂｑ／㎡又は５００～１０００Ｂｑ／㎡の地域が広がっている。

（甲イ１の１、２の２、甲ニ共１６８、丙ニ共２、３０） 

⑵ 空間線量の状況等 

本件事故により大気中に放出された放射性物質は、風に乗って本件原発の

周辺に広まった（上記⑴のとおり、放射性物質の沈着量の高い地域は、本件

原発の北西方向及び南方向に帯状に広がっている。）。例えば、本件原発から

約６０㎞離れた福島市では、本件事故直後は高い空間線量率が観測されたと

ころ（３月１５日時点では約２５μＳｖ／ｈ）、その数値は時間の経過ととも

に漸減している（３月１９日時点では１０μＳｖ／ｈ程度、同月３１日時点

では５μＳｖ／ｈを下回る程度に減少）。（丙ニ共２、３０） 

福島県が公表しているいわき市、郡山市、田村市及び福島市の各測定地点

の平成２３年４月から平成２４年１２月までに測定された空間線量率の測定

結果によると、①いわき市においては平成２４年４月１日までは数値が掲載

されていない地点が多いが、掲載されている地点では、平成２３年４月１日

時点で１μＳｖ／ｈを超えている地点があるほか、その後においては高いと

ころで約０．３～０．４μＳｖ／ｈであり、そのほかは０．１～０．３μＳ

ｖ／ｈとなっている。平成２４年４月１日以降は、掲載されている全ての計

測日及び地点で０．３μＳｖ／ｈを下回り、ほとんどが０．２μＳｖ／ｈを

下回っている。②郡山市においては平成２４年４月１日までは掲載されてい

ない地点が多く、掲載されている地点ではほとんどの計測日及び地点で０．

５μＳｖ／ｈを上回り、一部は１μＳｖ／ｈを上回っていた。同日以降は、
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多くの計測日及び地点で０．３μＳｖ／ｈを下回っているが、一部０．５μ

Ｓｖ／ｈを上回っており、１か所では常に１μＳｖ／ｈを上回っていた。③

田村市では、平成２４年４月１日まで一切の掲載がなく、同日以降は、多く

の計測日及び地点で０．３μＳｖ／ｈを下回っている一方、１か所では常に

０．５μＳｖ／ｈを上回っていた。④福島市では、平成２４年４月１日まで

は掲載されていない地点が多く、掲載されている地点では、多くの計測日及

び地点で０．５μＳｖ／ｈを上回っていた。同日以降は、地点によってばら

つきがあり、３分の１程度の地点で０．５μＳｖ／ｈを上回っており、その

余は０．３μＳｖ／ｈを下回る地点が多かった。（乙ニ共１６７） 

⑷  福島県内の被ばく状況に関する調査等 

外部被ばくについては、福島県が実施している県民健康調査の先行調査地

域（ｃ町、ｄ町、ｅ村）の住民のうち、１５８９人（放射線業務従事者を除

く。）の本件事故後４か月間の累積外部被ばく線量が実際の行動記録に基づき

推計されているところ、１ｍＳｖ未満が９９８人（６２．８％）、５ｍＳｖ未

満が累計で１５４７人（９７．４％）、１０ｍＳｖ未満が累計で１５８５人（９

９．７％）、１０ｍＳｖ超は４人で、最大は１４．５ｍＳｖ（１人）である。

また、同調査の全県調査では全県民のうち４６万０４０８人（放射線業務従

事者を除く。）の推計結果は、１ｍＳｖ未満となったのは、県北地区で３１．

６％、県中地区で５９．０％、県南地区では約９１％、会津・南会津地区で

は９９％以上、相双地区は約７８％、いわき地区でも９９％以上であったが、

県北・県中地区でも９０％以上が２ｍＳｖ未満であった。（乙ニ共１４、２４） 

内部被ばくについては、福島県が行っているホールボディカウンターによ

る測定（１０月末現在）では、６６０８人のうちセシウム１３４及び１３７

による預託実効線量が１ｍＳｖ以下の者が９９．７％を占め、最大でも３．

５ｍＳｖ未満となっている。福島県が６月２７日から平成２５年１２月３１

日までに行ったホールボディカウンターによる内部被ばく検査では、１ｍＳ
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ｖ未満の者が９９．９％を占めていた。（乙ニ共１４、２５） 

⑷ 本件事故後の事故の状況、放射能汚染等についての報道・広報等 

本件事故発生後、福島県内を中心に発行している地元紙を始め、全国紙や

ニュース等において、本件事故の状況、本件原発からの放射性物質の拡散状

況、各地の放射線量の状況等が連日報道され、その中には、本件原発の原子

炉で炉心溶融が生じた可能性があること、本件原発敷地内において極めて高

い放射線量が観測されたこと、本件原発周辺では他の地域に比べて高い放射

線量が観測されていること、１００人超が被ばくをした可能性があること、

余震が収まっていないこと、本件事故の復旧作業には長時間を要することな

どの報道が含まれていた。例えば、空間放射線量については、３月１５日、

福島県が行っている放射能の常時測定調査で、福島市で通常の約４７８倍に

当たる２３．８８μＳｖ／ｈが、いわき市で２３．７２μＳｖ／ｈが、郡山

市で８．２６μＳｖ／ｈが測定され、翌１６日に、いずれも健康に影響を与

える範囲内ではないとのコメント付きで、「放射能 福島、通常の４７８倍」、

「県『健康に影響はない』」との見出しとともに新聞報道された。また、都道

府県が同月２０日に摂取した水道水の検査結果によると、関東地方の各都県

で、放射性ヨウ素やセシウムが検出され、同月２２日、その旨が新聞報道さ

れた。 

他方で、本件事故による被ばくの人体への影響の有無については、福島県

内で測定されている放射線量程度では人体への影響はないこと、発がんリス

クは一度に高い放射線被ばくを受けない限りは高まらないと考えられている

こと、胎児に対する悪影響を懸念する必要はないことなどが報道され、原災

本部は、本件事故に基づく被ばくに対しては冷静に対応し、過度に心配すべ

きではない旨を呼びかけた。 

（甲ニ共１の１、２の１） 

２ 本件事故後の避難指示等 
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 ⑴ 本件事故当初の避難指示等 

政府（内閣総理大臣）は、本件原発における全交流電源喪失等の事態を受

け、３月１１日午後７時３分、原災法に基づき、原子力緊急事態宣言を発令

し、原子力災害対策本部（原災本部）を設置し、同日午後９時２３分、関連

する地方公共団体の長に対し、本件原発から半径３㎞圏内の住民について避

難を指示し、半径３㎞から１０㎞圏内の住民について屋内退避を指示した。 

福島県は、本件原発における原子力緊急事態宣言を受け、同日午後８時５

０分、本件原発から半径２㎞圏内の居住者等の避難を指示した。 

同日本件原発が全交流電源を喪失したこと等を受け、政府は、翌１２日午

前５時４４分、本件原発から半径１０㎞圏内の住民について避難を指示し、

同日午後６時２５分には、避難指示の対象となる区域が本件原発から半径２

０㎞圏内に変更された。当時の内閣官房長官は、同日午後８時５０分、１号

機の原子炉建屋の爆発の事実を告げた上で、格納容器が爆発したものではな

く、放射性物質が大量に漏れ出すものではない旨の説明及び避難範囲を拡大

したことに関する説明を、国民に対して行った。 

その後、同月１４日の３号機水素爆発、翌１５日午前６時頃の４号機水素

爆発等の事態を受け、政府は、同日午前１１時、屋内退避指示の対象となる

区域を、本件原発から半径２０㎞以上３０㎞圏内に変更した。 

同月２５日、内閣官房長官は、屋内退避区域において物流が止まるなどし、

社会生活の維持継続が困難となりつつあり、また、今後の事態の推移によっ

ては放射線量が増大し、避難指示を出す可能性も否定できないとして、屋内

退避区域内の住民に対して自主避難を呼びかけた。 

また、第二原発については、同月１２日午前７時４５分に、第二原発から

半径３㎞圏内の住民に対して避難のための立退きを行うこと及び第二原発か

ら半径３㎞から１０㎞圏内の住民に対して屋内退避を行うことが指示され、

同日午後５時３９分には、避難指示の範囲は、第二原発から半径１０㎞圏内
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に拡大された。 

（前記前提事実、甲イ２の１・２、乙ニ共３７～４１、１１７） 

⑵ 平成２３年４月以降の状況等 

ア 原災本部は、原子力安全委員会による放射線に関するモニタリング情報

の評価結果などから本件原発から半径２０㎞以遠においても放射線量の高

い地域（本件原発から北西方向及び南方向）が確認されたことから、３月

３１日以降、新たな避難区域の検討を開始し、本件事故発生以降将来を含

めた今後１年間の積算線量を推計し、国際放射線防護委員会（ＩＣＲＰ）

が定めた緊急時被ばく状況における放射線量の基準値である年間２０ない

し１００ｍＳｖのうち、最下限の２０ｍＳｖを指標とし、これを超える区

域については計画的に住民の避難を実施し、これを下回る区域については

緊急時に避難のための立退き又は屋内への退避が可能な準備を行う方針を

決定した。 

  政府は、４月２２日、本件原発から半径２０㎞圏内を警戒区域に設定し、

原則として当該区域への立入りを禁止した。また、政府は、同日、①本件

原発から半径２０㎞以遠の地域において本件事故発生から１年間の積算線

量が２０ｍＳｖに達するおそれのある区域（ｆ村、ｄ町、ｅ村、ｃ町の一

部及び南相馬市の一部）について計画的避難区域と指定し、②本件原発か

ら半径２０㎞以上３０㎞圏内のそれ以外の地域について緊急時避難準備区

域と指定し、同時に、上記⑴の本件原発から半径２０㎞以上３０㎞圏内の

屋内退避指示を解除した。①計画的避難区域においては、概ね１か月程度

の間に順次当該区域外への避難のための立退きを行うことが指示された。

②緊急時避難準備区域においては、常に緊急時に避難のための立退き又は

屋内への退避が可能な準備を行うこと、同区域内においては引き続き自主

的避難をし、特に子供、妊婦、要介護者、入院患者等は当該区域内に入ら

ないようにすること等が指示された。 
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（甲イ２の１、乙ニ共４２、４３） 

イ 原災本部は、文部科学省が６月３日に行った積算線量推計の結果、計画

的避難区域外である伊達市等において本件事故発生後１年間の積算線量推

計値が２０ｍＳｖを超えると推定される地点が局所的に存在することが判

明したことから、同月１６日、このような地点を「特定避難勧奨地点」と

し、同地点については政府として一律に避難を指示したり、産業活動を規

制したりするような状況ではないものの、放射線の影響を受けやすい妊婦

や子供のいる家庭に対して注意喚起、避難の支援や促進を行うこととする

方針を発表した。これに基づき、同月３０日から同年１１月２５日にかけ

て、伊達市の一部、南相馬市の一部、及びｇ町の一部が、それぞれ特定避

難勧奨地点に設定された。 

 （甲イ２の１、乙ニ共４５、４６の１～６、１１７～１１９） 

ウ 原災本部及び一審被告東電は、７月１９日、後記３のとおり、原発事故

の収束に向けたステップ１（放射線量が着実に減少傾向となっている）を

概ね達成したことを確認した。これを受けて、原災本部は、８月９日、「避

難区域等の見直しに関する考え方」を公表するとともに、警戒区域のうち

例外的な一時立入りの対象から除外されていた本件原発から半径３㎞圏内

の一時立入りを認める旨を発表した。 

  保安院は、同日、本件原発に対する様々な対策によって、本件原発で水

素爆発が生じ、原子炉等の冷却ができなくなる可能性が低くなっており、

仮に原子炉の冷却が中断した場合でも、緊急時避難準備区域において受け

る放射線の影響は原子力施設等防災指針の指標に比べ十分に小さいと評価

した。また、文部科学省は、同日、７月２５日以降に南相馬市、田村市、

ｈ村、i 町及びｊ町において空間線量のモニタリングを実施したところ、こ

れら全ての市町村においてほとんどの測定地点で１．９μＳｖ／ｈ未満と

いう結果が得られたことを公表した。 
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  以上を踏まえ、原災本部は、９月３０日、緊急時避難準備区域の指定を

解除した。 

 （甲イ２の１、乙ニ共４２～４６の６、５０、１１７～１１９） 

エ 平成２４年４月の再編等 

  原災本部は、１２月１６日、本件原発の原子炉は安定状態を達成し（後

記３⑶のステップ２）、本件事故そのものは収束に至ったと判断し、同月２

６日、避難指示区域等の見直しについての対応方針を示した。同方針の内

容は、①年間積算線量が２０ｍＳｖ以下となることが確実であると確認さ

れた地域を避難指示解除準備区域に、②年間積算線量が２０ｍＳｖを超え

るおそれがあり、住民の被ばく線量を低減する観点から引き続き避難を継

続することを求める地域を居住制限区域に、③居住制限区域のうち、放射

性物質による汚染レベルが極めて高く、避難指示を解除するまでに長期間

を要する区域として、５年間を経過してもなお年間積算線量が２０ｍＳｖ

を下回らないおそれがある地域（当該時点で年間積算線量が５０ｍＳｖ超

の地域）を帰還困難区域と設定するというものであった。 

上記見直しの方針に基づき、平成２４年４月、南相馬市、田村市、ｈ村

の各避難指示区域について、上記三つのいずれかへの再編が行われた。 

 （甲イ２の２、乙ニ共５０、１３０、１９８） 

３ 一審被告東電による本件事故収束に向けた道筋の策定等 

⑴ 本件事故収束に向けた道筋の策定 

 一審被告東電は、４月１７日、「福島第一原子力発電所・事故の収束に向け

た道筋」をとりまとめ、公表した。ここでは二つのステップを設定した上で、

それぞれの目標を、ステップ１「放射線量が着実に減少傾向となっている」、

ステップ２「放射性物質の放出が管理され、放射線量が大幅に抑えられてい

る」と設定し、それぞれの達成時期を、様々な不確定要素やリスクがあると

しながら、目安として、ステップ１が３か月程度、ステップ２がステップ１
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終了後３～６か月程度と設定した。その上で、上記目標を達成するため、当

面の取組をⅠ冷却、Ⅱ抑制、Ⅲモニタリング・除染の三つの分野に分けた上、

Ⅰ冷却の課題を⑴原子炉の冷却、⑵使用済み燃料プールの冷却、Ⅱ抑制の課

題を⑶放射性物質で汚染された水（滞留水）の閉じ込め、保管・処理・再利

用、⑷大気・土壌での放射性物質の抑制、Ⅲモニタリング・除染の課題を⑸

避難指示／計画的避難／緊急時避難準備区域の放射線量の測定・低減・公表

と設定した。その上で、ステップ１の達成に向けて克服すべき特に重要な点

として、①１ないし３号機において格納容器内の水素爆発を起こさないこと、

②２号機において放射線レベルの高い汚染水を敷地外に放出しないこと、が

挙げられていた。 

 この公表を受け、翌１８日の福島県の地元新聞は、「原子炉安定 ６～９カ

月」「住民の帰宅来年か 東電 事故収束へ工程表」という見出しで上記内容

を報道しており、そこでは「実現可能性や実効性、スケジュール通りに進む

かは不透明だ。」との記載もあった。 

（甲ニ共１の２、乙ニ共４７） 

⑵ ステップ１の完了等 

一審被告東電は、７月１９日、本件原発敷地境界における被ばく線量評価

が最大でも年間約１．７ｍＳｖであり、本件事故当初と比較して十分に減少

していることが確認されたとして、ステップ１の目標「放射線量が着実に減

少傾向となっている」が達成されたことを確認した。ここでは、ステップ１

において特に重要な対策とされた水素爆発の回避について、「格納容器に窒

素充填を行い、水素爆発が回避されている」とされた。 

一審被告東電は、９月２３日、１号機格納容器につながる配管内から１％

を超える濃度の水素を検出したと発表し、併せて「窒素注入を続けており、

酸素濃度は低いとみられるため、爆発の可能性は低い」と説明した。この旨

は、翌２４日の福島県の地元新聞で報道された。さらに一審被告東電は、同
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日、上記配管内がほぼ水素で満たされているとの調査結果を発表し、保安院

は、調査を徹底するよう一審被告東電に指示した。 

一審被告東電は、１１月２日、２号機の格納容器内の気体から核分裂反応

を示すキセノンを検出し、小規模な臨界が起きた可能性が否定できないとし

て、核分裂を抑制するホウ酸水を原子炉に注入したと発表した。この旨は、

翌３日の上記新聞で報道された。一審被告東電は、同日、当該問題について、

核分裂の連鎖反応が拡大する臨界ではなく、燃料内で自然に起きる自発核分

裂であったとの結論を発表し、この旨は上記新聞で翌４日に報道された。保

安院も、同月７日、上記問題は臨界ではなく自発核分裂であったとの評価を

発表した。 

（甲ニ共１の７～９、乙ニ共４８） 

⑶ ステップ２の完了と事故収束宣言等 

 一審被告東電は、１２月１６日、原子炉が「冷温停止状態」に達し、不測

の事態が発生した場合も、敷地境界における被ばく線量が十分低い状態を維

持することができるようになったとして、安定状態を達成し、本件原発の事

故そのものは収束に至ったと判断し、ステップ２の目標である「放射性物質

の放出が管理され、放射線量が大幅に抑えられている」の達成と完了を確認

した。この段階で、①本件原発においては、圧力容器底部と格納容器内の温

度が概ね１００度以下になっており、②注水をコントロールすることにより

格納容器内の蒸気の発生が抑えられ、格納容器からの放射性物質の放出が抑

制されている状態で、格納容器からの放射性物質の放出による敷地境界にお

ける被ばく線量は年間０．１ｍＳｖとなっており、③注水設備がすべて使用

不能となっても３時間程度で消防車による注水再開が可能で、また本件原発

１ないし３号機において同時に１２時間の注水停止が発生したとしても、敷

地境界における被ばく線量は年間１ｍＳｖを下回るという状態であった。原

災本部も、同日、原子炉は安定状態を達成し、本件事故そのものは収束に至
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ったことを確認し、ステップ２の目標達成と完了を確認した。 

 内閣総理大臣は、同日、本件事故に関し「原子炉は冷温停止状態に達し、

事故そのものが収束に至ったと確認された」と述べ、ステップ２の完了を宣

言した。この旨は、翌１７日の福島県の地元新聞で報道された。 

（甲ニ共１の１０、乙ニ共４９、５０） 

４ 放射線に関する一般的知見等 

⑴ 放射線等の概念、被ばくの種類、線量等の概念については、前記前提事実

（引用に係る補正後の原判決第二章第二の五）記載のとおりである。 

⑵ 放射線の人体への影響 

ア 放射線を受けた人体への影響の内容としては、身体的影響と遺伝的影響

の２種類がある。 

身体的影響は、放射線の影響を受けてから数週間以内に症状が現れる急

性影響と、数か月ないし数年後に症状が現れる晩発影響とに分けられる。

急性影響による症状は、紅斑や脱毛、吐き気、全身倦怠感などであり、晩

発影響による症状は、白内障やがんなどである。これらの影響は、受けた

放射線の種類、放射線量、受けた体の部位及び範囲等によって異なり、一

般に、発がんの相対リスクは若年ほど高くなる傾向があることや、男性よ

りも女性が放射線への感受性が高いこと、胎児期は放射線感受性が高く、

妊娠のごく初期（着床前期）に被ばくすると、流産が起こることがある。 

また、内部被ばくの場合、放射性物質が蓄積しやすい臓器ないし組織で

は被ばく線量が高くなり、蓄積しやすい臓器ないし組織の放射線感受性が

高い場合、放射線による影響が出る可能性が高くなる。具体的には、放射

性ヨウ素は甲状腺に蓄積しやすいという特徴がある。そして、いったん放

射性物質が体内に入ると、排泄物と一緒に体外に排泄され、又は時間の経

過とともに放射線が弱まるまで、人体は放射線の作用を受けることとなる。 

遺伝的影響は、精子や卵子の遺伝子が放射線の作用により壊変し、障害
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を有する子が誕生するリスクを指している。 

（甲ニ共３６、６６～６８、乙ニ共１１、１７、３４、１０４、丙ニ共１、

１６、２４、２５、２９） 

イ 確定的影響と確率的影響 

放射線の人体に対する影響については、確定的影響と確率的影響の二つ

の分類が存在する。 

確定的影響とは、ある一定量（しきい線量、しきい値）以上の放射線の

作用により、細胞が損傷を受けたことが原因で生じるものであり、放射線

量が多ければ多いほど症状が重篤になることが知られている。確定的影響

は、現在における疫学的調査の結果を基にすれば、１００ｍＳｖを超える

放射線量を短時間に被ばくした場合にその影響が生じることが知られてい

る。 

確率的影響とは、一定量以上の放射線を受けると必ず影響が生じるとい

うものではなく、受ける放射線量が多ければ多いほど影響が生じる可能性

が高まるものをいう。これは、放射線量が多いから症状が重篤になる性質

のものではなく、放射線量の増加に応じて影響の生じる確率が増加するも

のである。 

    （甲ニ共３６、乙ニ共１１、１７、丙ニ共２９） 

⑶ 放射線被ばくについて 

放射線の一種であるガンマ線の空間中の量を測定した数値を空間線量率と

いい、１時間当たりのマイクロシーベルト（μＳｖ／ｈ）で示される。 

個人の外部被ばくによる線量を計測するには、サーベイメータで計測され

た空間線量率に当該測定場所に滞在した時間を乗じて求めるか、個人線量計

を装着して計測することになる。上記サーベイメータで計測された空間線量

率からの計算方法としては、例えば前記前提事実（引用に係る補正後の原判

決第二章第二の六第３）で示した０．２３μＳｖ／ｈが年間外部被ばく線量
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１ｍＳｖに該当するとの考え方が挙げられる。 

内部被ばくについては、放射性物質の摂取量（単位はＢｑ）に預託実効線

量係数を乗じて預託実効線量と呼ばれる実効線量を求めることとなり、この

単位もＳｖである。預託実効線量係数は、数理モデル計算から特定の放射性

物質によって各臓器や組織がどれだけの吸収線量を受けるかを求め、ここに

さらに特定の放射線の種類に応じた人体への影響の大きさや臓器による感受

性の違い、年齢による違いなどが考慮されて定められており、預託実効線量

は、特定の放射性物質を取り込んだことにより将来にわたって受ける実効線

量の積算値を表すこととなる。 

（甲ニ共３２、３６、３７、乙ニ共１０～１３、１７、３４、１７８、丙ニ

共１、２９、７０） 

⑷ 放射線被ばくに関する国際的な知見等 

ア ＩＣＲＰの勧告 

国際放射線防護委員会（ＩＣＲＰ）は、放射線防護の基本的な枠組みと

防護基準を勧告することを目的として、国際Ｘ線ラジウム防護委員会が昭

和２５年に改組された機関である。ＩＣＲＰは、放射線防護に関する基本

的な枠組み及び防護基準について勧告を行っている。 

ＩＣＲＰ１９９０年勧告は、職業被ばくの線量限度として、いかなる１

年間にも実効線量は５０ｍＳｖを超えるものではないとの付加条件付きで、 

５年間の平均値が年当たり２０ｍＳｖ（５年間で１００ｍＳｖ）、生涯実効

線量が１Ｓｖを超えないこととしている。ＩＣＲＰ１９９９年勧告は、現

在ある被ばくの原因に影響を与えて総被ばくを減らす活動である介入につ

いて、ほとんど常に介入を正当化できる一般参考レベルを現存年線量で１

００ｍＳｖ以下、正当化されそうにない介入に対する一般参考レベルを現

存年線量で１０ｍＳｖ以下としている。 

また、ＩＣＲＰは、放射線防護について、被ばくの可能性、被ばく者の
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数、被ばく者の個人線量の大きさは、経済的及び社会的要因を考慮し合理

的に達成できる限りにおいて低く保たれるべきであるとの原則（防護の最

適化の原則）を採用しており、ＩＣＲＰ２００７年勧告は、この原則に基

づき、本件事故のような緊急事態における被ばく及び緊急事態後の長期被

ばくの状況における、公衆被ばく（職業被ばくでも医療被ばくでもない状

況下における被ばく）の状況において、防護計画を策定する際、年間の被

ばく量として許容される放射線量（参考レベル）については、①参考レベ

ルの最大値を、確定的影響とがんの有意なリスクの可能性が高くなる値で

ある年間１００ｍＳｖとすること、②放射線量の値域を、ⅰ）緊急時被ば

く状況（ある行為を実施中に発生し、至急の対策を要する不測の状況）と

して年間２０ｍＳｖないし１００ｍＳｖ、ⅱ）現存被ばく状況（自然バッ

クグラウンド放射線やＩＣＲＰ勧告の範囲外で実施されていた過去の行為

の残留物などを含む、管理に関する決定をしなければならない時点で既に

存在する状況をいう。）として年間１ｍＳｖないし２０ｍＳｖ、ⅲ）計画被

ばく状況（廃止措置、放射性廃棄物の処分、及び以前の占有地の復旧を含

む、線源の計画的操業を伴う日常的状況）として年間１ｍＳｖ以下の３段

階に分類して計画を立てることを提案している。なお、原子力事故の後の

汚染された土地における生活は、現存被ばく状況の典型的なものとされ、

関係する個人は、被ばく状況に関する一般情報と、その線量の低減手段を

受けるべきであるとされており、ＩＣＲＰは、「原子力事故または放射線緊

急事態後の長期汚染地域に居住する人々の防護に対する委員会勧告の適用」

において、自助努力による防護対策として、住民が直接関わる環境からの

放射線被ばくの特性（居住場所の周辺線量率および食品の汚染）のモニタ

リング、自分の外部被ばくと内部被ばくのモニタリング、自分が責任を負

う人々（例えば小児や高齢者）の被ばくのモニタリング及び被ばくを低減

するために自分自身の生活様式を状況に応じて適応させることを主たるも
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のとして掲げている。 

（甲ニ９１～９４、乙ニ共１７、丙ニ共１、１６、２４、２５、２９、４５） 

 イ ＬＮＴ（直線しきい値なし）モデル 

ＩＣＲＰの１９７７年勧告においては、個人が受けた線量と放射線被ば

くにより誘発される特定の生物効果との関係性は複雑であり、今後多くの

研究を要すると前置きをした上で、委員会勧告の基礎として、「（放射線被

ばくによる）確率的影響に関しては、放射線作業で通常起こる被ばく条件

の範囲内では、線量とある影響の確率との間にしきい値のない直線関係が

存在する」ことを基本的な仮定の一つとした。 

上記の考え方は、その後のＩＣＲＰ勧告においても維持され、１９９０

年勧告においては、「生体防御機構は、低線量においてさえ完全には効果的

でないようなので、線量反応関係にしきい値を生ずることはありそうにな

い。」と記載され、２００７年勧告においても、年間で「約１００ｍＳｖを

下回る低線量域では、がん又は遺伝性影響の発生率が関係する臓器及び組

織の等価線量の増加に正比例して増加するであろうと仮定するのが科学的

にもっともらしい、という見解を支持する」、「委員会が勧告する実用的な

放射線防護体系は、約１００ｍＳｖを下回る線量においては、ある一定の

線量の増加はそれに正比例して放射線起因の発がん又は遺伝性影響の確率

の増加を生じるであろうという仮定に引き続き根拠を置くこととする。こ

の線量反応のモデルは一般に“直線しきい値なし”仮説またはＬＮＴモデ

ルとして知られている。」と記載されている。 

もっとも、ＩＣＲＰは、ＬＮＴモデルについて、「委員会は、ＬＮＴモデ

ルが実用的なその放射線防護体系において引き続き科学的にも説得力があ

る要素である一方、このモデルの根拠となっている仮説を明確に実証する

生物学的／疫学的知見がすぐには得られそうにないということを強調して

おく。」、「低線量における健康影響が不確実であることから、委員会は、公
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衆の健康を計画する目的には、非常に長期間にわたり多数の人々が受けた

ごく小さい線量に関連するかもしれないがん又は遺伝性疾患について仮想

的な症例数を計算することは適切ではない。」としており、このモデルが科

学的に実証されたものではない旨をも指摘している。 

ＬＮＴモデルを前提とすれば、低線量下の被ばくにおいて、過剰のがん

死リスクは、実効線量年間１００ｍＳｖ当たり０．５５％（１００万人に

５５００人）とされており、年間１０ｍＳｖでは０．０５５％（１００万

人に５５０人）ということになる。 

    （甲ニ共３６、４４～４７、１１２、乙ニ共１７、丙ニ共２９） 

ウ 低線量被ばくのリスク管理に関するワーキンググループ（本件事故後に

政府の放射性物質汚染対策顧問会議の下に設置されたＷＧ）が平成２３年

１２月２２日付けで公表した報告書では、①国際的な合意では、放射線に

よる発がんのリスクは、年間１００ｍＳｖ以下の被ばく線量では、他の要

因による発がんの影響によって隠れてしまうほど小さいため、放射線によ

る発がんリスクの明らかな増加を証明することは難しいとされていること、

疫学調査以外の科学的手法でも、同様に発がんリスクの解明が試みられて

いるが、現時点では人のリスクを明らかにするには至っていないことが紹

介され、また、②ＬＮＴモデルの考え方に従ってリスクを比較した場合、

年間２０ｍＳｖ被ばくすると仮定した場合の健康リスクは、例えば他の発

がん要因（喫煙、肥満、野菜不足等）によるリスクと比べても低いことが

指摘されている。（乙ニ共１４） 

第２ 判断 

１ 本件事故による一審原告らの被侵害利益 

何人も、自己の選択した居住地及びその立地する周辺環境において、放射線

被ばくの恐怖や不安を感じることなく平穏な日常生活を送り、地域や職場のコ

ミュニティの中で周囲の人々との交流等を通じて、自己の人格を形成、発展さ
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せるという人格的利益（以下、このような利益を包括して「平穏生活権」とい

う。）を有すると解される。しかし、本件事故が発生したことにより、政府等に

より避難指示や自主避難勧告等が発せられるなどして、避難を余儀なくされた

者は、平穏な日常生活を脅かされ、住み慣れた生活の本拠からの移転を余儀な

くされ、将来の見通しの立たないことによる不安を感じながら慣れない土地で

の不便な避難生活を強いられることになる。そして、政府等による避難指示等

によらないで生活の本拠から避難した者についても、通常人の感覚に照らし、

その避難に合理性が認められ、避難と本件事故との間に相当因果関係が認めら

れる場合には、同様に平穏生活権の侵害が認められるというべきである。この

ような人格的利益（平穏生活権）は、憲法１３条、２２条１項等に照らし、法

律上保護されるべき利益というべきである。 

２ 本件事故と一審原告らの避難との間の相当因果関係 

⑴ 緊急時避難準備区域からの避難について（一審原告８） 

緊急時避難準備区域に居住していた一審原告８の避難と本件事故との間の

相当因果関係については、後記第４節第１４において個別に説示する。 

⑵ 自主的避難等対象区域からの避難について（一審原告８以外の一審原告ら） 

ア 自主的避難等対象区域は、年間積算線量が２０ｍＳｖを超えないため、

一審被告国の避難指示・屋内退避指示等の対象とされなかった地域である

から、同区域内の住民は、本件事故時住所地からの避難を強制されたもの

とまではいえない。 

しかし、前記認定のとおり、３月１１日、本件津波により本件各原子炉

が全電源を喪失し、本件原発１号機から３号機までの各原子炉について冷

却機能が失われた結果、各原子炉の炉心が損傷し、放射性物質が大量に放

出されるという未曽有の原発事故（本件事故）が発生したものであり、本

件事故直後には、原子炉の炉心溶融の可能性を含む本件事故の具体的状況

や事故の復旧作業に長時間を要すること、本件原発からの放射性物質の拡
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散状況、各地の放射線量の状況等が連日のように報道された。また、一審

原告８以外の一審原告らの本件事故時住所地は、いずれも福島市、いわき

市又は郡山市内に所在し、本件原発から約３０㎞から約７０㎞の範囲に位

置するところ（前記前提事実）、本件事故直後に福島県が行った放射能（空

間放射線量）の常時測定調査で、福島市で通常の約４７８倍に当たる２３．

８８μＳｖ／ｈが測定され、いわき市や郡山市においてもこれと同水準な

いしは通常よりも相当に高い放射線量が測定され、その結果が報道された

こと、関東地方の各県において水道水から放射性ヨウ素やセシウムが検出

されたとの報道がされたことが認められる。 

このように、本件事故直後には、本件事故による放射能汚染の影響やそ

の範囲に関する十分な情報が得られない中で、本件事故が収束せず進展す

ることによって放射線被ばくを受けることの恐怖や不安を抱くことはや

むを得ないものといえ、かかる状況の下において、放射線被ばくによる健

康への危険を回避するために居住地から避難をすることは、通常人の行動

として合理的であるといえる。中間指針等が、本件原発からの距離、避難

指示等対象区域との近接性、放射線量、自主的避難の状況等から、一定の

範囲の地域を自主的避難等対象区域と定め、同区域からの避難者に対して

避難生活による慰謝料を支払うこととしていること（前記第１章第２節第

３の前提事実）は、上記の合理性を裏付けるものである。したがって、本

件事故と自主的避難等対象区域からの避難開始との間には、相当因果関係

が認められるというべきである。 

  そして、前記認定のとおり、一審被告東電及び原災本部は、平成２３年

１２月１６日、本件原発の原子炉が冷温停止状態に達したと判断し、ステ

ップ２の目標（放射性物質の放出が管理され、放射線量が大幅に抑えられ

ている）の達成と完了を確認し、これを受けて同日内閣総理大臣が本件事

故そのものは収束した旨を宣言し、これにより、通常人の感覚に照らし、
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本件事故が以後進展することへの不安等は概ね解消されたということがで

きることからすれば、自主的避難等対象区域からの避難の合理性が認めら

れる終期は、特段の事情のない限り、同年１２月末までと認めるのが相当

である。 

  ただし、前記認定のとおり、子供及び妊婦については、一般に放射性物

質に対する感受性が高いとされていることから、通常人において、放射線

被ばくについて一層不安や恐怖を抱くことは合理的であると認められ、こ

のことを踏まえると、１８歳未満の子供及び妊婦については、本件事故発

生から約１年半後である平成２４年８月末までを避難の合理性が認められ

る終期とすることが相当である。 

  なお、子供の同伴家族（両親等）については、当該同伴者自身には、放

射線被ばくに対する感受性が高いことにより一層不安や恐怖を抱くという

事情が認められないものの、子供の年齢等に照らし両親等による恒常的な

監護が不可欠であるような場合には、当該同伴家族も、監護を要する子供

に付き添って避難を継続せざるを得ないと解されることから、避難の合理

性が認められる終期は、子供と同様に平成２４年８月末までとすることが

相当である。 

イ これに対し、一審原告らは、低線量被ばくによる健康被害のおそれ、す

なわち、低線量被ばくであっても長期的にみるとがんや非がん疾患の増加

等の人体に及ぼす影響が重大であることに照らすと、一審原告らが低線量

被ばくを回避するために、平成２４年１月以降も避難を継続したことには

合理性が認められる旨主張する。 

  そこで検討するに、一審原告らは、低線量被ばくのリスクの根拠として、

ＩＣＲＰ２００７年勧告において、ＬＮＴモデル（直線しきい値なしモデ

ル）を採用していることを挙げる。しかし、ＩＣＲＰ自身が、ＬＮＴモデ

ルについて、「このモデルの根拠となっている仮説を明確に実証する生物学
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的／疫学的知見がすぐには得られそうにないということを強調しておく」

と指摘しているとおり（認定事実４⑷イ）、ＬＮＴモデルは科学的に実証さ

れたものではなく、公衆衛生上の安全側に立った判断としてＩＣＲＰで採

用されているものである。また、仮にＬＮＴモデルを採用するとしても、

国際的に合意された科学的知見によれば、年間２０ｍＳｖの被ばくについ

てのリスクは、他の発がん要因（喫煙、肥満、野菜不足等）によるリスク

と比べても十分低い水準にあることが明らかにされている（認定事実４⑷

ウ）。 

そして、上記のような低線量被ばくの危険性があることを前提としても、

程度によっては回避行動が常に法的な相当性を有すると解することはで

きず、客観的な危険性の内容や程度を勘案して、当該回避行動が損害賠償

の対象となるほどの相当性を有するものかを判断すべきである。この点、

前記第１認定事実１⑵及び証拠（乙ニ共１６７）によれば、本件事故後の

一審原告８を除く一審原告らの本件事故時住所地における空間線量率は、

平成２３年４月から同年１２月までにおいて、いわき市では０．１０～１．

０５μＳｖ／ｈ、郡山市では０．１０～２．１２μＳｖ／ｈ、福島市では

０．３３～２．３１μＳｖ／ｈであって、外部被ばく・内部被ばく双方を

含めて年間１ｍＳｖを算出する方法で年間換算すると、１ｍＳｖを下回る

数値から１０ｍＳｖ前後に相当する値であったこと、特に同年１２月の時

点においては、上記各地点の空間線量率は０．１０～１．２μＳｖ（年間

１ｍＳｖ未満～約５ｍＳｖ）であって、その後も漸減し、平成２４年１２

月においては、多くの地点で０．２３μＳｖ／ｈ以下（年間１ｍＳｖ以下）

であったことが認められる。また、ＬＮＴモデルを前提にしたときの年間

５ｍＳｖのがん死リスクは、０．０２７５％（１００万人に２７５人）、年

間１ｍＳｖのがん死リスクは０．００５５％（１００万人に５５人）にす

ぎず、他疾病のリスクは数値化することができない（前記認定事実４⑷イ
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参照）。 

以上のことからすれば、一審被告東電に対する損害賠償請求の観点から

は、一審原告らの指摘する点を踏まえても、低線量被ばくのリスクが、上

記で認定した本件事故と相当因果関係の認められる平成２３年１２月末

（子供及び妊婦については平成２４年８月末）を超えて避難を継続するこ

との合理性を基礎付けるほどに具体的な危険性があるとはいえず、他に一

審原告らにおいて、平成２４年１月以降（子供及び妊婦については同年９

月以降）に避難元住所で生活することによって、低線量被ばくの具体的な

危険性があることを認めるに足りる証拠はない。したがって、一審原告ら

の主張を採用することはできない。 

ウ 一審原告らは、①内部被ばくの危険性、②土壌汚染の状況、③平成２３

年１２月末日時点で本件事故が収束していなかったこと等に照らすと、一

審原告らが平成２４年１月以降も避難を継続したことには合理性が認めら

れる旨主張する。 

  しかし、上記①については、一審原告らの主張は、抽象的な危険性につ

いていうものにすぎず、平成２４年１月以降の具体的な放射線量、食品や

土壌中の具体的な放射性物質の含有量に基づき具体的な健康被害の危険性

があることを認めるに足りる立証はない（かえって、認定事実１⑶のとお

り、福島県が平成２３年１０月に実施したホールボディカウンターによる

内部被ばく検査では、セシウム１３４及び１３７による預託実効線量が１

ｍＳｖ以下の者が９９．７％を占め、最大でも３．５ｍＳｖ未満であった

こと、同年６月から平成２５年１２月末までに行った検査では、１ｍＳｖ

未満の者が９９．９％を占めていたことが認められる。）。したがって、一

審原告らの主張は採用することができない。 

  上記②について、一審原告らは、平成２７年１１月から平成２９年６月

にかけて、一審原告らの避難元自宅の敷地内又は隣接した屋外において、
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実際に土壌を採取して行った放射性セシウムによる汚染度合いを調査した

ところ、いずれの世帯においても、法令上放射線防護のための厳重な管理

が施される「管理区域」の指定基準である４万Ｂｑ／㎡を超える面密度（表

面汚染濃度）の土壌汚染が判明した旨主張し、調査結果を裏付ける証拠（甲

ニ共８２等）を提出する。この点、世帯番号１の一審原告らの自宅の調査

についてみると、証拠（甲ニ共８２）及び弁論の全趣旨によれば、一審原

告１－１は、外観上放射性物質が多く存在しそうな場所（雨水升脇の凹地、

雨だれの落下地点等）を任意に選択して地表から深さ５㎝程度の土塊を採

取し、土壌中の放射性セシウム１３４及び同１３７の濃度を測定した上で、

一審原告１－１が採用する方法でそれを１㎡当たりの面密度に換算したと

ころ、その値が４万１０００～２４万Ｂｑ／㎡となったことが認められる

が、甲ニ共１３１によっても、その換算方法が一般的で、合理性を有して

いることを裏付けるには足りない。この点を措くとしても、上記のとおり、

一審原告１－１らが採用した調査方法は、土地の外観上放射性物質が多く

存在しそうな場所を選択して、当該表土の面密度を計測していることから、

通常の土壌よりも高濃度の数値が検出されることは当然であり、これをも

って一審原告らの自宅やその周辺地全体の面密度が上記数値と同水準であ

ると推認することはできない。また、一審原告らの主張が前提としている

４万Ｂｑ／㎡の管理区域の設定基準は、放射性同位元素を使用する施設等

において、平常時の放射線業務従事者の受ける放射線被ばくや作業を管理

する目的で設定されたものであり（電離放射線障害防止規則等参照）、かか

る管理区域の設定基準を上回る面密度が検出されたからといって、健康影

響が生じるような放射線被ばくを受けるということはできない。これに加

え、一審原告らの避難元住所地の空間線量率が、子供及び妊婦以外の一審

原告らの平成２４年１月以降の避難継続の合理性を基礎付けるものではな

いことは、上記アで説示したとおりである（以上の判断は、世帯番号１の
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一審原告ら以外の一審原告らについても同様に当てはまる。）。したがって、

一審原告らの主張は採用することができない。 

  また、上記③については、前記説示のとおり、平成２３年１２月１６日

の時点において、一審被告東電は、本件原発の原子炉が冷温停止状態に達

し、不測の事態が発生した場合でも敷地境界における被ばく線量が十分低

い状態を維持することができるようになったことを確認し、ステップ２の

目標達成と完了を確認し、原災本部も、原子炉が安定状態を達成し、本件

事故そのものは収束に至ったとして、ステップ２の完了を確認しているの

であって、これを左右するに足りる証拠はないから、一審原告らの主張は

採用することができない（なお、一審原告らの指摘するその後の汚染水問

題の継続や一部冷却機能のトラブル等の点は、いずれも、本件事故の収束、

すなわち原子炉が冷温停止状態に達し、放射性物質の放出が管理され、放

射線量が大幅に抑えられているとの上記評価を左右するものではない。）。 

  以上によれば、子供、その監護のための同伴家族（両親等）及び妊婦を

除く本件区域外原告らについては平成２４年１月以降の、子供及び妊婦に

ついては同年９月以降の避難継続について合理性を認めることはできない。 

３ 一審原告らの損害（総論）について 

 個々の一審原告らの損害については、後記第４節で、一審原告ごとの個別の

事情を踏まえて認定するが、ここでは、損害論のうち一審原告らに共通する総

論的な争点について、判断を示すこととする。 

⑴ 中間指針等の位置付けについて 

 本件事故においては、その影響が極めて広範囲に及び、多数の住民等が突

然の避難を余儀なくされ、損害の種類によっては個別の損害についての立証

が極めて困難であることが想定されるなどの特殊な事情が存在する。また、

損害を受けた者が極めて多数に上り、これらの者に対して適切かつ迅速に賠

償を行う必要がある。 
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 このような事情を踏まえ、原賠紛争審査会は、原賠法１８条１項に基づき、

中間指針等を順次公表してきたところ、中間指針等は、多くの者に共通する

損害について、その賠償の基準ないし考え方を示したものである。そして、

中間指針等に示された考え方は、その内容や策定経緯等に照らし、基本的に

不法行為による損害賠償請求において一般的に採用されている考え方に立脚

するものであって、相応の合理性を有するということができる。 

 もっとも、中間指針等は、あくまで当事者による自主的な解決のための一

般的な指針にすぎず（原賠法１８条１項）、中間指針等に基づいて現に多数の

被害者に対する賠償が実施されているとしても、法規範に準ずるものとして

裁判規範となるものではないから、裁判所は、中間指針等の内容に拘束され

ることなく、本件に現れた一切の事情を考慮してその合理的な裁量によって

一審原告らの慰謝料額やその他の損害を判断することができるというべきで

ある。以上の判断と異なる点を述べる一審原告ら及び一審被告らの主張は、

いずれも採用することができない。 

⑵ 抽象的損害計算の主張について 

一審原告らは、各一審原告の避難時における移動費、宿泊費、生活費増加

分、家族等の面会及び一時帰宅のための移動費等を、原則として一審被告東

電が公表する基準又は統計に基づき算定した額を請求しているところ、これ

らに基づいた算定が、個々の一審原告らの増加支出額に合致するとも、全て

の一審原告らにおける増加支出額を超えない最低限のものであるとも認める

に足りる証拠はないから、一審原告らの上記主張は採用できない。 

もっとも、前記説示のとおり、個々の一審原告らの避難の相当性が認めら

れた場合、避難に要した移動費、家族別離の際の家族等の面会や一時帰宅の

ための費用のうち、相当なものについては、本件事故による損害と認められ

るから、その額について個々の一審原告ごとに証拠等に基づき認定できると

きは、その額の限度で損害と認めることができる。 
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また、個々の一審原告らの避難の相当性が認められた場合、新たな環境で

生活するのであるから、通常の生活費等の負担が一定程度増加せざるを得な

いことは容易に推認できるところであり、そのような増加額は本件事故と相

当因果関係があるというべきであるものの、現実には負担が増えるものもあ

れば減るものもあるから、増額した分をそのまま生活費増加分と考えること

は困難であること、現実に生活費が増加した場合においても、当該生活費の

増加分から得た新たなサービスや物品については、個々の一審原告らの新た

な利益となるものもあることも併せ考えると、特定額を損害と認定すること

は困難といわざるを得ない。そこで、次項で述べる家具家財購入費を除く本

件事故による避難によって一定の生活費増加分の負担を余儀なくされたこと

を、主として家計を負担する者の慰謝料の増額事由とする限度で斟酌するこ

とが相当である。 

なお、一審被告東電は、一審原告らに支払った賠償金には一定の生活費増

加分が含まれている旨主張する。確かに、一審被告東電が自主的避難等対象

者に支払った定額賠償金は、精神的損害、生活費増加分、移動費用の合算額

とされている（前記前提事実）。しかし、合算額の内訳（生活費増加分が幾ら

か）は特に決まっていないこと、仮に既払賠償金の一部が生活費増加分の趣

旨だとしても、避難生活中の生活費増加分がそれを上回ることは十分想定で

きることからすれば、一審被告東電が主張する点は生活費増加分を慰謝料の

増額事由として考慮すること自体を左右するものではなく、その点も含め、

慰謝料を算定する一切の事情として考慮すれば足りるというべきである。 

⑶ 一審原告らが個別に主張する家具家財購入費について 

一審原告らのうち７世帯（世帯番号１、世帯番号２、世帯番号４・５、世

帯番号６、世帯番号１０・１１、世帯番号１２、世帯番号１３の各一審原告

ら）は、本件事故による避難に伴い必要となった家具家財の購入費用を請求

するので、以下検討する。 
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上記７世帯の一審原告らが家具家財購入費の形で主張するものには、避難

当初において必要な臨時的なもののほか、日々の生活における生活費的なも

のに分けられるところ、後者については、上記⑵記載の生活費増加分におい

て考慮されるべきものである。 

他方、前者（避難当初に必要な臨時的支出）については、個々の一審原告

らの避難の相当性が認められた場合、その避難が急であったこと、避難前の

住所地から後に配送などするにも費用がかさむこと、家族別離がある場合に

は家財道具が複数必要な場合があること等から、避難当初の生活に必要不可

欠と認められる一定の家具家財購入費は、本件事故と相当因果関係があると

解される。もっとも、上記各一審原告らの世帯構成（世帯人数、年齢等）は

世帯ごとに異なり、生活スタイルは世帯ごとに様々であると考えられる。ま

た、各一審原告らの支出した家具家財購入費が一般的にみて生活上必要不可

欠なものであるとは限らないこと、各世帯の支出費目は多岐にわたり、かつ

同種の物品であっても価格帯は様々であること、各世帯の避難の態様によっ

て、避難当初の生活に必要な家具家財の必要性も異なると解されること等の

事情を踏まえると、本件全証拠によっても、上記各一審原告らが請求する家

具家財購入費に係る損害については、本件事故による一定の損害が生じたこ

と自体は認められるものの、損害の性質上その額を立証することが極めて困

難な場合（民事訴訟法２４８条）に当たるというべきである。そこで、当裁

判所は、弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき相当な損害額を算定する

こととする。 

この点、証拠（甲ニ１の１、２の１～２の１２、４の１、６の１・２、１

０の１・２、１２の１、１３の１、１３の９の５）及び弁論の全趣旨によれ

ば、上記７世帯の一審原告らが請求する家具家財購入費のうち本件事故によ

る避難と相当因果関係が認め得ると考えられる費目は、概ね、①家電製品の

一部（扇風機、掃除機等）、②家具（テーブル、いす等）、③台所用品（調理
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器具、食器類等）、④寝具類、⑤衣類関係（衣装ケース、靴等を含む。）、⑥そ

の他の生活雑貨（洗濯・洗面用品、掃除用具等）に分類できる。これらの各

支出費目のうち当面の避難生活に必要不可欠と解される物品の一般的な購入

価格、上記７世帯の一審原告らの世帯構成（世帯人数は、世帯番号１０の一

審原告らのみ２名（平成２３年３月中に帰還した夫を除く。）、他の６世帯は、

先に帰還した家族（夫等）を除きいずれも３名である。）、上記７世帯に係る

一審原告らの相当と認められる避難期間（前記２（本件事故と一審原告らの

避難との間の相当因果関係）、後記第４節参照）等本件に現れた一切の事情を

踏まえると、本件事故と相当因果関係のある家具家財購入費に係る損害は、

１世帯当たり１５万円をもって相当と認める。 

⑷ 慰謝料について 

一審原告らは、本件事故による精神的苦痛に対する慰謝料額は一人当たり

３０００万円を下らないと主張するが、慰謝料額は各一審原告らに生じた具

体的な事情を考慮して定めるべきものであり、このような具体的事情を検討

することなく、慰謝料額を一人当たり３０００万円を下らないと評価するこ

とはできない。 

他方、一審被告東電は、中間指針等を踏まえた一審被告東電の賠償基準に

基づく自主的避難等対象者に対する精神的損害等の賠償額は合理的かつ相当

であるから、一審被告東電の賠償基準を超える一審原告らの慰謝料請求には

理由がないと主張する。しかし、この点についても、上記⑴で説示したとお

り、中間指針等及びこれを踏まえた一審被告東電の賠償基準は、裁判規範で

はなく裁判所はこれに拘束されない上、各一審原告らの具体的な事情を考慮

することなく、その慰謝料額が上記賠償基準を超えないと評価することもで

きないから、一審被告東電の主張は採用することができない。 

そして、慰謝料額の算定に当たっては、各一審原告らの本件事故時住所地

の区分（緊急時避難準備区域か、自主的避難等対象区域か）、各一審原告らの
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属性（子供又は妊婦か、それ以外の大人か）、各一審原告らが避難を開始した

経緯、避難を余儀なくされた期間、上記⑵において慰謝料の増額事由と解す

べきものと指摘した点のほか、本件に現れた一切の事情を斟酌することが相

当である。 

なお、一審原告らの中には、いったん避難元住居（本件事故時住所地）か

らの避難を開始した後に、避難元住居に帰還した者がいるところ（一審原告

１－１、一審原告５等）、これらの者については、避難そのものを継続してい

るとは評価できない。しかし、いったん避難を開始した者であっても、仕事

や家庭の都合等により避難元住居に帰還せざるを得ない場合があり、避難元

住居に帰還した場合には、放射線被ばくの恐怖や不安を一層感じながら日々

の生活を送ることを余儀なくされるのであって、家族別離等の事情が生じて

いる場合には、平穏生活権を侵害される点では避難を継続する場合と異なる

ところはない。したがって、一審原告らのうち避難を開始した後に避難元住

居に帰還した者についても、上記２で説示した相当因果関係の認められる避

難期間中に受けた精神的苦痛について、慰謝料が認められるというべきであ

る。 

⑸ 一審被告東電の弁済の抗弁について 

一審被告東電は、一審被告東電が支払った既払賠償金は、同一世帯内にお

いては、いずれの費目で支払ったものかを問わず、また世帯構成員のいずれ

に支払ったものかを問わず、既払金の全額を他の損害費目や、他の世帯構成

員の損害への弁済に充当すべきである旨主張する。 

そこで、まず費目間での弁済充当の点についてみると、前記前提事実、証

拠（乙ニ共２４０、２５９）及び弁論の全趣旨によれば、一審被告東電は、

中間指針等を踏まえた自主的な賠償基準を策定・公表し、中間指針等と同様

に精神的損害に対する賠償金と避難に伴い生じた実費等の追加費用分（生活

費の増加分、避難費用等）の賠償金とを区分して賠償を実施していることが
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認められ、一審原告らは、一審被告東電から、上記の一審被告東電の自主賠

償基準を踏まえて算定された賠償金の支払を受けていることからすれば、一

審原告らと一審被告東電との間では、一審被告東電の支払った賠償金は、精

神的損害に対する賠償と、避難に伴い生じた実費分の損害に対する賠償とい

う費目ごとに支払われたものであり、賠償金の弁済の時点において、これら

の費目ごとに充当するとの弁済充当の黙示の合意が成立していたと認めるの

が相当である。したがって、この点の一審被告東電の主張は採用できない。 

次に、世帯構成員間での弁済充当の点については、損害賠償請求権は、個々

の法主体ごとに成立・帰属するものであるから、同一世帯内のある者に支払

われた賠償金のうち、同人の損害額（本件訴訟において裁判所が認定した額）

を超える余剰が存在する場合に、当該余剰額を他の世帯構成員の損害に対す

る弁済として充当することは、原則として認められないというべきである（こ

のことは、各人の一身専属的な権利である慰謝料について考えれば明らかで

ある。）。もっとも、例えば、同一世帯の家族が一緒に避難した際に要した交

通費や、避難先で家族の宿泊のために要した費用等、本来であれば当該避難

や宿泊をした各人が負担すべき費用を世帯の代表者が負担したような場合は、

当該世帯の代表者が他の構成員が本来負担すべき費用を代わりに支払ったも

のと評価できるから、費用負担者が誰であるかにかかわらず、当該避難や宿

泊をした世帯構成員全員に支払われた実費分（追加費用）の賠償金を弁済と

して充当することができると解するのが相当である（具体的な弁済充当の可

否については、後記第４節において、世帯ごとに説示する。）。 

なお、一審被告東電は、世帯構成員間での弁済充当が原則として認められ

ないとすると、余剰金を受領した避難者に対して、別途余剰金の不当利得返

還請求をして清算する必要が生じる旨主張するが、一審被告東電は、中間指

針等を踏まえた自主賠償基準に基づき、実際の損害の多寡にかかわらず、避

難区分ごとに定額の賠償金を支払っていること、本件訴訟において一審原告
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らが避難に伴い生じた全ての損害の賠償を請求しているとは限らないことか

らすれば、一審原告らが受領した賠償金について仮に本件訴訟で認容される

損害額を超える余剰が生じたとしても、これが法律上の原因のない利得に当

たるかは疑問であり、いずれにしても、一審被告東電の指摘する点は上記判

断を左右しない。 

第４節 一審原告らの個別の損害について 

 本節において、「平成２３年」及び「平成２３年３月」についてはその表記を原

則として省略することとし、単に月日のみを記載した場合は、平成２３年のこと

を、単に日付のみを記載した場合は、平成２３年３月のことを表す。 

 また、東京都２３区については「東京都」の表記を省略し、福島県内の地名に

ついては、「福島県」の表記を省略する。 

第１ 世帯番号１の一審原告ら（一審原告１－１～４）について 

１ 認定事実 

証拠（甲ニ共８２、甲ニ１の１～１の４５、一審原告１－１、一審原告１－

２）及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。なお、この項にお

いて特に証拠を摘示しない場合は、甲ニ１の１・２、一審原告１－１・２及び

弁論の全趣旨から認定した。 

 ⑴ 世帯構成及び本件事故前の生活状況等 

ア 一審原告１－１（本件事故時４２歳）及び一審原告１－２（本件事故時

４０歳）は、平成８年１１月に結婚し、一審原告１－１の仕事の関係で平

成１０年にいわき市に移り住み、間もなく世帯番号１の一審原告ら主張の

本件事故時住所に自宅を購入し、平成１４年に長男である一審原告１－３

（本件事故時８歳）を、平成１９年に二男である一審原告１－４（本件事

故時３歳）をもうけた。 

イ 世帯番号１の一審原告らは、本件事故前、近隣の住民や知人からお裾分

けされる食材、一審原告１－１が水耕栽培で収穫した野菜、休日に家族で
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採取したきのこ類、山菜、貝類等を用いて食事をすることが多々あった。 

ウ 一審原告１－１は大学時代、植物等の突然変異の研究を行っていたとこ

ろ、実験の際に放射線を発するリン由来の物質を使用することがあり、そ

の際は、放射線取扱主任者の監督の下で行われ、実験後にボディチェック

を受け、体に放射性物質が付着していることを知らせる警報が鳴るとその

まま汚染された部分を洗い流すことが義務付けられるなど厳格な管理を受

けることを経験していた。このような経験は、一審原告１－１と同じ研究

室で学んだ一審原告１－２も経験していた。 

  一審原告１－１は、いわき市に移住した後、Ｃ学校で働き、本件事故当

時は自らの専門性を活かして物質工学の准教授として教鞭を執っていた。

ここで、一審原告１－１は、学生とともに水耕栽培の研究を行っており、

特に建物屋上で土を用いずに野菜を栽培する手法の研究を進め、将来的に

は東京の公共施設等の屋上や都市部の農地に設置した施設で水耕栽培を行

うことで、いわき市の農業の振興、東京の緑化といった効果を狙うプラン

を思い描いており、このプランが「いわきビジネスアイディア・プランコ

ンテスト」で最優秀賞を受賞したこともあった。 

⑵ 避難開始の経緯 

 本件震災発生直後から、一審原告１－１は、本件原発及び第二原発の状況

を心配していたところ、ラジオにより本件原発から３㎞圏内の住民に対して

避難指示が出されたとのニュースを聞いた。一審原告１－１・２は、当該避

難指示の直接の対象ではなかったものの、避難指示が拡大されれば渋滞の深

刻化が予想されることや本件原発でベントがされ放射性ヨウ素などが放出さ

れた場合の子ら（一審原告１－３・４）の健康被害への危惧などから、避難

することを決め、世帯番号１の一審原告ら及びたまたま来訪していた一審原

告１－２の父は１２日午前５時過ぎに、１台の車に持ち出せる食料と１日分

の着替えを積んで避難を開始し、その後車で１９時間かけて、横浜市にある



66 

一審原告１－２の実家まで避難した。 

⑶ 避難後の経緯 

 ア 世帯番号１の一審原告らの避難経路の概略 

世帯番号１の一審原告らの避難経路の概略は、同一審原告ら主張（引用

に係る原判決別冊の別紙３に記載された主張を指す。後記第２から第１４

までにおいて同じ。）のとおりである。 

イ 避難生活の状況等 

 世帯番号１の一審原告らは、１３日に横浜市の一審原告１－２の実家

に避難した後、即時に新住居を探し、１５日に東京都小金井市の賃貸ア

パートに移り住んだ。この際に、世帯番号１の一審原告らは生活用品一

式を一審原告１－１の費用で買い揃えた。また、一審原告１－１は、避

難開始後、自宅での食品の放射性物質含有量を調べられるように１０５

万円のベクレルモニターを、同人の費用負担で購入した。 

 避難開始後から一審原告１－１・２は、いわき市の知人と連絡をとる、

避難者向けの情報を入手する、離ればなれになった家族間で会話をする

ために携帯電話を頻繁に利用するようになり、通信料が増加した。また、

前記のとおり本件事故前はお裾分けや一審原告１－１の水耕栽培、家族

での山菜採り等で入手した食材を多く利用していたが、避難に伴い、そ

れを購入せざるを得なくなり、また後記する一審原告１－１と一審原告

１－２～４の家族別離に伴い、食費や光熱費等が二世帯分発生する等し

て世帯全体にかかる生活費が増加した。 

 一審原告１－１は、Ｃ学校での仕事のため、４月からいわき市の自宅

で生活することが多くなり、同月はいわき市と東京の往復をしていたが、

５月からはいわき市での生活が中心となった。その後も、金曜の深夜に

東京へ出発し、月曜の早朝にいわき市に戻るという生活スタイルとなっ

た。後記する平成２４年１０月の退職による家族別離の解消まで、一審
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原告１－１はほぼ毎週東京といわき市を車で往復していた。 

  Ｃ学校の職場においては、４月初めから放射線の危険性に関する意見

の対立等の理由から学校再開の時期や再開後の対応について意見の対立

が生じていたが、５月頃に学校が再開することになった。一審原告１－

１は、学校再開後もＣ学校のグラウンドの空間線量だけをもってしても

高いと認識しており、職場において被ばく量を低減する方策を提案し続

けたが、同僚から一審原告１－１の見解が誤りであるとの指摘を受け、

職場において放射能について話し合うこと自体が許されない風潮がある

と感じていた。一審原告１－１は、家族に会いたいとの思い等の家族別

離の苦しみ、本来は避難すべきほどいわき市が汚染されているとの認識

を持ちながら自らがそこで生活し、かつ学生に教育を施しているとの矛

盾等に苦しんでいたが、経済的な理由及び卒業研究を指導しているとい

う立場上の責任感から家族のいる東京に避難することはできなかった。

本件事故前から一審原告１－１は水耕栽培の研究を行っていたが、放射

能汚染に対する認識から、当該研究を断念した。 

  一審原告１－１は、平成２４年１０月、家族別離の苦しみ等への肉体

的・精神的限界及び同年３月に同人が卒業研究の指導をしていた学生が

卒業した等の理由から、Ｃ学校を退職した。なお、Ｃ学校では、平成２

３年４月１日時点で定員を超える２３５人の入学者がおり、平成２４年

の入学志願者数は平成２３年度より増加した（乙ニ１－１・２）。 

 一審原告１－１は、上記退職後、Ｄ住宅で一審原告１－２～４と暮ら

すようになり、家族別離は解消された。 

  一審原告１－１の収入（Ｃ学校からの給与のほか、その他の収入等を

含む。）は、平成２０年で７２４万４２４６円、平成２２年で７１４万３

５２４円であった（甲ニ１の１６～２１）。Ｃ学校を退職した後、一審原

告１－１は、平成２４年１０月からＥ大学の非常勤講師をしており、平
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成２８年９月からはＦ大学の非常勤講師を務めている（甲ニ共８２）。そ

のほか、一審原告１－１の亡父から相続した賃貸用不動産の管理によっ

ても生計を立てている。 

 一審原告１－３・４は、避難開始後の４月か５月頃に原因不明の嘔吐

や鼻血が生じた。また７月１９日にＤ住宅に移るまで両者の体重は増え

ず、またこの期間に、一審原告１－２は体重が大きく減少した。本件事

故前は、横浜市に居住している一審原告１－２の父がしばしばいわき市

の自宅に滞在していたが、特に４月２８日から７月２０日までのホテル

における避難時は、その交流が減少した。 

  一審原告１－２は、ホテルでの滞在期間中、衣類の数が少ないことか

ら、２日に１度程度はコインランドリーを利用していた。 

 一審原告１－３・４は、一審原告１－１との家族別離の結果、父と生

活できないことを寂しく思い、週末が終わり、父がいわきに帰宅する際

には、姿が見えなくなった途端に布団の中で泣くことがあった。また一

審原告１－３は、避難した直後に通っていた小学校において「放射能が

来た」等と言われるいじめを受けたことがあり、このため転校をした。 

一審原告１－３は、平成２４年１２月以降、１０回以上カウンセリン

グを受けた（甲ニ１の３・１１・１２）。なお一審原告１－３は、本件事

故前から              とうかがわれる言動が存在した。 

  平成２５年６月１４日、一審原告１－３・４は、甲状腺機能検査を受

け、一審原告１－２がその費用合計１万２４８０円を負担した。その結

果はいずれも「機能正常」であった。（甲ニ１の１３～１５。なお、一審

原告１－３の領収書はないものの、甲ニ１の１５によれば、一審原告１

－４の上記費用として６２４０円がかかったことが認められるから、一

審原告１－３においても同額の費用を要したものと推認される。） 

ウ 本件事故時住所地の状況等 
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世帯番号１の一審原告らのいわき市の自宅は、一審原告１－１が平成２

４年１０月に東京へ引っ越した後、誰も居住していない状況となっている。 

２ 相当因果関係及び損害 

以上の認定事実を基に、世帯番号１の請求について検討する。 

⑴ 避難と本件事故との相当因果関係 

 上記１のとおり、世帯番号１の一審原告らがいわき市の自宅から避難を開

始した理由は、放射性物質による汚染によって、自ら及び子らの健康に対す

る被害の危険があり、本件事故が進展することによっても同様の危険がある

と判断したことによるものである。また、一審原告１－２～４が避難を継続

した理由は、それらの危険が存続していると判断したことによる。そうする

と、前記第３節第２の２のとおり、世帯番号１の一審原告らの避難開始及び

一審原告１－２～４の平成２４年８月までの避難継続（子供及び同伴家族）

は本件事故と相当因果関係があると認められ、それ以降の避難継続には相当

因果関係は認められない。 

⑵ 積極損害の主張について 

ア 抽象的損害計算分について 

  生活費増加分について 

 前記第３節第２の３⑵で説示したとおり、避難生活中の主たる家計負

担者と推認される一審原告１－２の慰謝料の増額事由として斟酌するこ

とが相当である。 

  避難交通費について 

上記１のとおり、世帯番号１の一審原告らは、本件事故によって、次

のとおり避難をし、その費用を一審原告１－１が負担したと推認できる

から、それに要した費用は、同人の本件事故による損害と認められる。 

① １２日 いわき市から横浜市（一審原告１－２の実家） 自家用車 

② １５日 横浜市から東京都小金井市（賃貸住宅） 自家用車 
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③ ４月２８日 東京都小金井市から千代田区（Ｇホテル）（一審原告１

－２～４） 自家用車 

④ ６月３０日 千代田区から港区（Ｈホテル）（同一審原告ら） 自転

車 

⑤ ７月１９日 港区から千代田区（Ｄ住宅）（同一審原告ら）自転車 

そこで、これらに現実に要した費用であるが、一審原告１－１におい

て具体的な主張、立証をしないので、提出された証拠等やそれによって

認められる事実から、控えめに認定せざるを得ない。まず、④、⑤につ

いては、交通費が発生したことを認めるに足りる証拠はない。次に、①

ないし③は自家用車によるもので、高速道路を利用したこと及び高速料

金を支払ったことの直接的な立証がないものの、一般的には、その距離

の長さから、利用可能であれば、高速道路を通行したと推認できるもの

の、この頃、本件地震の影響もあり、福島県から首都圏に向かう高速道

路の利用が可能であったか（甲ニ４、１４、１７の各１によると、一審

原告４－１、一審原告１４－１及び一審原告１７－１は少なくとも一部

利用をできなかった区間があったと認められる。）について疑義があるの

で、①ないし③について、ガソリン代のみで算定することとする。そし

て、乙ニ１の４によると①の距離は２４０．３㎞程度と認められ、②、

③は公知の事実である横浜市、小金井市及び千代田区の位置からすると、

控えめにみてそれぞれ３０㎞程度、２０㎞程度と推認できるから、乙ニ

共１８２によって１㎞当たりのガソリン代を１５円で換算すると、次の

とおり、４３５４円となる。 

１５×（２４０．３＋３０＋２０）＝４３５４（小数点以下切捨て） 

 一時帰宅費用（面会費用）について 

上記１のとおり、世帯番号１の一審原告らが本件事故によって家族別離

を余儀なくされ、平成２３年４月から本件事故と相当因果関係のある避難
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期間である平成２４年８月までの１７か月間、いわき市に居住する一審原

告１－１が千代田区に居住する一審原告１－２～４宅をほぼ週１回自家

用車で往復したと認められるところ、上記１認定の一審原告１－３・４の

避難後の状況に鑑みると、その程度の一時帰宅は本件事故と相当因果関係

があると解されるものの、往復した日や回数を特定するに足りる証拠がな

いから、損害を算定するに際しては、回数について控えめに見積もらざる

を得ず、月３回として算定することとする。 

そこで、１回に要する費用であるが、一審原告１－１において具体的な

主張、立証をしないので控えめに認定せざるを得ず、この距離であれば、

通行が可能な時期であれば、高速道路を用いたと推認できるところ、甲ニ

９の１、１３の１によると、平成２４年３月まではこの区間の高速道路料

金が無料であったとうかがえるから、ガソリン代だけで算出することとし、

同年４月から８月までは、ガソリン代のほか高速道路料金を要したと認め

られるので、それを加算することとする。そして、距離は乙ニ１５の３に

よると片道２１２．４㎞程度、平成２９年８月時点の高速道路料金が片道

５６００円と認められ、当時も同程度と推認できることから、面会に要し

た費用は、次のとおり４９万２９７２円となる。 

１５×２１２．４×２×３×１２（平成２４年３月まで）＋（１５×２

１２．４＋５６００）×２×３×５（平成２４年４月から８月まで） 

＝４９万２９７２ 

イ 個別立証分について 

 避難直後の家具家財購入費及び通信料について（一審原告１－１） 

前記第３節第２の３⑶で説示したとおり、家具家財購入費については、

民事訴訟法２４８条に基づき、同費用の負担者である一審原告１－１に

１５万円の損害が生じたものと認めるのが相当である。 

また、通信料金を含む日常的な費用の増額を余儀なくされた点につい
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ては、生活費の増額分として一審原告１－２の慰謝料の増額事由として

斟酌することが相当である。 

 ベクレルモニターの購入費について（一審原告１－１） 

 前記認定のとおり、一審原告１－１は、避難開始後に、自宅での食品

の放射性物質含有量を調べられるように１０５万円のベクレルモニター

を購入したことが認められるが、本件全証拠によっても、当該購入の必

要性や購入と本件事故との相当因果関係を認めるに足りる具体的事実の

立証はないから、この点の一審原告１－１の主張は理由がない。 

  コインランドリー費用について（一審原告１－２） 

前記認定のとおり、一審原告１－２は、ホテルでの避難期間中にコイ

ンランドリーを利用したことが認められるところ、コインランドリー費

用については、生活費増加分として慰謝料の増額事由において斟酌すべ

きである。 

  カウンセリング費用について（一審原告１－２） 

上記１のとおり、一審原告１－３は、平成２４年１２月以降１０回以

上カウンセリングを受けたことが認められるものの、同人がカウンセリ

ングを受けるに至った経緯及びその内容等を具体的に認めるに足りる証

拠はなく、その原因について医学的な判断を示す証拠も提出されておら

ず、本件証拠上、当該カウンセリングと本件事故との相当因果関係を認

めることまではできない。したがって、この点の一審原告１－２の主張

は理由がない。 

  甲状腺検査費用について（一審原告１－２） 

前記のとおり、一審原告１－３・４は、平成２５年６月１４日甲状腺

機能検査を受け、一審原告１－２がその費用１万２４８０円を負担した

ことが認められ、一審原告１－１・２が本件事故による一審原告１－３・

４の甲状腺に対する影響を不安視することも十分理解できるところであ
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る。しかし、証拠（甲ニ共５３、１５６～１５８、乙ニ共１８８、丙ニ

共２、１５、３０）によれば、福島県では、県民健康調査として本件震

災時に福島県に居住していた概ね１８歳以下の者全員を対象に甲状腺検

査を行っており、一審原告１－３・４もこの対象となっていること、同

検査は対象者が２０歳を超えるまでは２年ごとに実施される予定となっ

ていることが認められる一方、一審原告１－３・４が同検査を受けたか、

その結果がどのようなものであったかを認めるに足りる証拠はないこと

を考慮すると、上記甲状腺機能検査費用と本件事故との相当因果関係を

認めることまではできない。 

したがって、この点の一審原告１－２の主張は理由がない。 

⑶ 一審原告１－１の逸失利益について 

前記のとおり、一審原告１－１は、避難の合理性が認められる期間より後

の平成２４年１０月にＣ学校を退職したことが認められるが、上記退職後に

大学の非常勤講師の職に就いていることも認められ、その収入額の立証はな

く、現実の減収額を認めるに足りる証拠はない。また、退職後の再就職等の

ための活動についても具体的な主張立証はない。そうすると、一審原告１－

１の逸失利益に関する主張は理由がない。 

⑷ 慰謝料について 

上記１の認定事実によれば、一審原告１－２～４は、本件事故と相当因果

関係のある避難開始及び平成２４年８月までの避難継続並びにこれに伴う一

審原告１－１との家族別離により相当の精神的苦痛を被ったものと認められ、

一審原告１－１についても避難開始及び一審原告１－２～４の避難継続に伴

う家族別離により、相当の精神的苦痛を被ったものと認められる。加えて、

特に一審原告１－３は、避難した直後にいじめを受け、転校しており、いじ

めについてこれをした者に主たる責任があるとはいえるが、同人は本件事故

によって特に強い精神的苦痛を受けたものといえる。 
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以上の点を中心に、本件に現れた一切の事情を考慮し、また前記のとおり、

一審原告１－２について生活費増加分の負担を余儀なくされたことを慰謝料

の増額事由として斟酌すると、本件事故による世帯番号１の一審原告らに係

る精神的苦痛に対する慰謝料として、以下の金額を認めるのが相当である。 

 一審原告１－１：４０万円 

一審原告１－２：６０万円 

一審原告１－３：８０万円 

一審原告１－４：７０万円 

⑸ 小計 

以上のとおりであるから、本件において、本件事故により賠償されるべき

世帯番号１の一審原告らに係る損害額は以下のとおりである。 

 一審原告１－１：１０４万７３２６円（＝４０万円＋４３５４円＋４９万

２９７２円＋１５万円） 

 一審原告１－２：６０万円 

一審原告１－３：８０万円 

一審原告１－４：７０万円 

３ 既払額、弁護士費用及び結論 

⑴ 既払額 

一審被告東電が、本件事故による賠償金として、一審原告１－２に８万円、

一審原告１－３・４に各６０万円を支払った事実は当事者間に争いがない。

そして、この支払は、一審被告東電の賠償基準に従って支払われたものと認

められ、証拠（乙ニ共２４０、２４１）及び弁論の全趣旨によれば、一審原

告１－２に対する既払金８万円は精神的損害に対する賠償金として支払われ、

一審原告１－３・４に対する既払金各６０万円のうち４０万円は精神的損害

に対する賠償金、うち２０万円は避難に伴い生じた実費に対する賠償金とし

て支払われたものと認められる。また、前記のとおり、避難交通費及び家具
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家財購入費は、避難に伴い世帯全員に生じた費用であり、避難をした世帯構

成員全員が本来負担すべき費用を一審原告１－１が代表して負担したものと

認められるから、各人に支払われた実費分の賠償金は、世帯構成員のいずれ

に支払われたかを問わず、発生した上記費用に充当すべきである。他方、一

時帰宅費用（面会費用）は、一審原告１－１が家族に会うために上京した際

の費用であるから、同人以外の世帯構成員の実費賠償金を充当することは相

当でない。そうすると、一審原告１－１が支出した避難交通費４３５４円及

び家具家財購入費１５万円について、一審原告１－３・４に対して支払われ

た実費賠償金各２０万円から等分に（各７万７１７７円）充当することが相

当である。 

したがって、上記２⑸の損害額合計から既払金を控除した残額は、それぞ

れ以下のとおりとなる。 

一審原告１－１：８９万２９７２円（＝１０４万７３２６円－４３５４円

－１５万円） 

一審原告１－２：５２万円（＝６０万円－８万円） 

一審原告１－３：４０万円（＝８０万円－４０万円） 

一審原告１－４：３０万円（＝７０万円－４０万円） 

⑵ 弁護士費用及び結論 

本件事故と相当因果関係のある弁護士費用は、一審原告１－１について９

万円、一審原告１－２について５万円、一審原告１－３について４万円、一

審原告１－４について３万円と認めるのが相当である。したがって、世帯番

号１の一審原告らについて認められるべき賠償額は、以下のとおりとなる。 

 一審原告１－１：９８万２９７２円 

   一審原告１－２：５７万円 

   一審原告１－３：４４万円 

   一審原告１－４：３３万円 
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第２ 世帯番号２の一審原告ら（一審原告２－１～３）について 

１ 認定事実 

証拠（甲ニ２の１～２の１３（孫番があるものはそれも含む。以下同じ。）、

一審原告２－１）及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。なお、

この項において特に証拠を摘示しない場合は、甲ニ２の１、一審原告２－１及

び弁論の全趣旨から認定した。 

⑴ 世帯構成及び本件事故前の生活状況等 

ア 一審原告２－１（本件事故時３５歳）は、福島県いわき市で出生し、高

校卒業後、神奈川県に引っ越し、平成１１年に同じくいわき市出身の夫と

結婚し、平成１６年に長女である一審原告２－２（本件事故時６歳）を、

平成２０年に二女である一審原告２－３（本件事故時２歳）をもうけた。

なお、一審原告２－１の夫は、本件訴訟の一審原告となっていない。 

イ 一審原告２－１の夫は、歯科技工士として働いていたところ、平成２０

年に神奈川県で独立し、自らの歯科技工所を開業した。世帯番号２の家族

は、平成２２年頃から、一審原告２－１の夫の実家のあるいわき市への移

住を具体的に検討するようになり、平成２３年１月、一審原告２－１の夫

がいわき市で開業するのに伴い、いわき市に移住した。世帯番号２の家族

は、ひとまず同所に所在する一審原告２－１の夫の実家に夫の両親、祖母

及び叔母とともに居住していたが、近い将来、付近で家を探す予定であっ

た。世帯番号２の家族は、夫の実家に居住中、家庭菜園から採れた米、野

菜、果物を食べており、野菜などを購入したことはなかった。 

ウ 一審原告２－１は、本件事故当時、いわき市で開業した夫の歯科技工所

で週に５日、１日に２ないし３時間、経理・庶務の仕事をしており、月に

８万円程度の給与を得ていた。なお、一審原告２－１の夫の歯科技工所は、

歯科医師である夫の兄からの発注等の仕事が約されていた。 

⑵ 避難開始の経緯 
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本件地震に伴い、世帯番号２の家族が居住していた一審原告２－１の夫の

実家は、壁の崩落、窓ガラスの破損等の被害を受けた。そこで、１２日に一

審原告２－２・３のみいわき市にある一審原告２－１の実家に避難させ、一

審原告２－１は、居住していた夫の実家の片付けを行っていた。一審原告２

－１は、本件震災直後は、本件原発のことはほとんど頭になかったが、１２

日昼に本件事故を伝えるニュースを見た夫が状況を不安視したことを契機に、

本件原発の状況について不安を感じた。一審原告２－１は、同日は避難する

か否かを迷っていたが、翌１３日、夫が子ら（一審原告２－２・３）のこと

を心配し、遠くに避難しようと言い出したため、いったんは避難することと

し、茨城県日立市付近まで一審原告２－２・３とともに車で向かったが、ガ

ソリンや道路状況の問題等から同日中に夫の実家まで戻った。その後、一審

原告２－１の夫の兄が横浜から食料品やおむつ等の物資を持って訪れ、即時

の避難を勧めた。一審原告２－１は、自らの両親や妹家族に一緒に避難する

ことを説得したが奏効せず、１４日夜、一審原告２－１の夫を含む世帯番号

２の家族４人で、おむつ等の車に乗せられる物資のみを持って、車で避難を

開始した。世帯番号２の家族４人は、一晩運転をして、１５日午後、横浜市

にある夫の兄の家まで避難した。 

⑶ 避難後の経緯 

ア 一審原告２－１の夫を含む世帯番号２の家族の避難経路の概略 

一審原告２－１の夫を含む世帯番号２の家族の避難経路の概略は、世帯

番号２の一審原告ら主張のとおりである（ただし、避難開始時期は１４日

である。）。一審原告２－１の夫は、２６日頃からいわき市の実家に戻った。 

イ 避難生活の状況等 

 一審原告２－１の夫を含む世帯番号２の家族は、１５日に一審原告２

－１の夫の兄の家に避難し、約１０日間滞在したが、同所に同じく避難

してきていた一審原告２－１の夫の両親らがいわき市に帰ることを決め
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たため、両親及び仕事のことを心配した一審原告２－１の夫は、いわき

市に帰る意向を示した。一審原告２－１とその夫は、帰宅をめぐって口

論となったが、結局、２６日頃一審原告２－１の夫はいわき市に帰り、

世帯番号２の一審原告らは避難を継続することとなり、同人らは、同日

避難所とされていたＩへ移動した。世帯番号２の一審原告らは、４月７

日、避難所とされていたＧホテルに移動したところ、同所においては個

室に入ることができたため、生活面での不自由を感じることは余りなか

った。同所は６月に閉鎖されることが決まっていたところ、避難指示区

域外からの避難者である世帯番号２の一審原告らは、当初都営住宅への

転居の応募を出すことができず、同月３０日、避難所とされていたＨホ

テルに移動した。同所の部屋は狭く、世帯番号２の一審原告らの荷物を

置くと、いっぱいになってしまう状況であった。最終的に、世帯番号２

の一審原告らは、都営住宅に入居することができ、７月２１日からはＤ

住宅に居住し、避難を継続している。 

 一審原告２－１は、避難生活中、衣服、携帯ゲーム等のおもちゃ、子

供用を含む書籍、靴、カラーボックス、椅子、除湿器、便座ウォーマー、

パソコン、ホームベーカリーをそれぞれ購入した（甲ニ２の２～１２）。 

 世帯番号２の一審原告らは、本件事故前は野菜等を購入していなかっ

たところ、避難後は食材を購入せざるを得なくなり食費の負担が増え、

また一審原告２－１の夫と家族別離となったことから、水道光熱費及び

家族間の連絡をとるための通信費の負担が増加した。さらに、一審原告

２－１は、本件事故前は車によって移動していたところ、避難後は公共

交通機関を利用しており、交通費の負担が増加した。 

 一審原告２－１の夫は、２６日頃にいわき市の実家に帰った後、当初

は月に１回の頻度で妻子（世帯番号２の一審原告ら）の下へ車で訪れて

いたが、体力的な問題から、徐々に頻度が減り、現在は半年に１回程度
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の頻度で訪れるようになっている。 

 一審原告２－１は、避難生活中、後記のとおり一審原告２－２・３が

同時に不登校・不登園となった時期に、家族別離となっていたため、当

該問題について夫に相談することが難しく、また自らが避難しているこ

との決断が誤りであったのかという悩みからストレスをため、酒量が増

加した。一審原告２－１は、現在パートタイムで週二、三回働いている

ところ、その収入は月３万円程度である。 

 一審原告２－２は、避難直後の４月に、千代田区の小学校に入学した

が、小学校２年生の終わり頃から頭痛や吐き気といった症状を訴えるよ

うになりやせていくとともに、小学校３年生の２学期頃から学校に行き

たがらなくなり、不登校となった。一審原告２－２は、当時（平成２５

年後半から平成２６年初め頃）、同小学校の男子児童から複数回「放射能

バンバンバン」といわれるという嫌がらせを受けており、このことは上

記不登校の一因であり、最終的に転校した（甲ニ２の１３の１・２）。な

お、一審原告２－３も、一審原告２－２が不登校となった同時期に、幼

稚園を不登園となり、転園をすることとなった（一審原告２－３の不登

園の原因を認めるに足りる証拠はない。）。一審原告２－２は、平成２９

年４月、都内の私立中学校に入学した。 

  一審原告２－２・３は、福島県の甲状腺の検査でＡ２判定となり、そ

の後、一審原告２－１が個人的に病院で検査を受けさせた際に、一審原

告２－３が経過観察となった。 

ウ 本件事故時住所地の状況等 

世帯番号２の一審原告らの本件事故時住所地には、現在、一審原告２－

１の夫及びその両親らが居住している。 

一審原告２－１は、同人の夫から、平成２３年６月に本件事故時住所地

敷地内の放射線量計測をした結果を聞いており、同月の計測結果では、最
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も高い垣根で１８．８μＳｖ／ｈが計測されたと聞いている。その後、同

所は複数回除染が実施されているところ、平成２８年７月の除染が実施さ

れる前において、同所における地上から１ｍ地点の空間線量は、０．１５

～０．３５μＳｖ／ｈであり、同除染後の地上から１ｍ地点の空間線量の

最終測定結果は、０．１０～０．２０μＳｖ／ｈであった（甲ニ２の１５）。 

２ 相当因果関係及び損害 

以上の認定事実を基に、世帯番号２の請求について検討する。 

⑴ 避難と本件事故との相当因果関係 

上記１のとおり、世帯番号２の一審原告らを含む家族が、いわき市の自宅

から避難を開始した理由は、放射性物質による汚染によって、自ら及び子ら

の健康に対する被害の危険があり、本件事故が進展することによっても同様

の危険があると判断したことによるものである。また、同一審原告らが避難

を継続した理由は、それらの危険が存続していると判断したことによる。そ

うすると、前記説示のとおり、世帯番号２の一審原告らの避難開始及び平成

２４年８月までの避難継続（子供及び同伴家族）は、本件事故と相当因果関

係があると認められ、それ以降の避難継続には相当因果関係は認められない。 

⑵ 積極損害の主張について 

ア 抽象的損害計算分について 

 生活費増加分について 

 前記説示のとおり、避難生活中の主たる家計負担者と推認される一審

原告２－１の慰謝料の増額事由として斟酌することが相当である。 

 避難交通費について 

上記１のとおり、世帯番号２の一審原告らは、本件事故によって、次

のとおり避難をし、その費用を一審原告２－１が負担したと推認できる

から、それに要した費用は、同人の本件事故による損害と認められる。 

②  １４日 いわき市から横浜市（一審原告２－１の義兄方）自家用車 
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② ２６日 横浜市から江東区（Ｉ） 自家用車 

③  ４月７日 江東区から千代田区（Ｇホテル） 自家用車 

④  ６月３０日 千代田区から港区（Ｈホテル）自家用車 

⑤  ７月２１日 港区から千代田区（Ｄ住宅） 自家用車 

そこで、これらに現実に要した額であるが、①ないし⑤いずれについ

ても、前記第１の２⑵アと同様に、ガソリン代だけで算出することとす

る。乙ニ２の１・２・４～６によると、①が２４１．９㎞程度、②が３

２．７㎞程度、③が１１．５㎞、④が３．７㎞、⑤が５．０㎞と認めら

れ、乙ニ共１８２によって１㎞当たりのガソリン代を１５円で算出する

と、次のとおり４４２２円となる。 

１５×（２４１．９＋３２．７＋１１．５＋３．７＋５）＝４４２２ 

イ 個別立証分（家具家財購入費）について 

前記説示のとおり、家具家財購入費については、民事訴訟法２４８条に

基づき、同費用の負担者である一審原告２－１に１５万円の損害が生じた

ものと認めるのが相当である。 

⑶ 一審原告２－１の就労不能損害の主張について 

上記１⑴のとおり、一審原告２－１は、本件事故当時、夫の歯科技工所で

仕事をし、月に８万円程度の給与を得ていたところ、避難開始に伴い、この

仕事を少なくとも中止せざるを得なかったことは容易に推認できるところで

あって、避難開始により一定の減収が生じたとうかがわれる。しかし、一審

原告２－１は、避難生活中にパートタイムで働き一定の収入を得ていること

も認められ、そのようなパート収入がいつからどの程度生じたかについて、

本訴において具体的な立証はない。そして、一審原告２－１が就労不能損害

として一審被告東電から９６万円の弁済を受けていることは争いがなく、具

体的に避難に伴う減収額が当該既払額を超えて存在するとの立証はない。 

そうすると、仮に減収が認められるとしても、その減収と本件事故との相
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当因果関係を検討するまでもなく、一審原告２－１の就労不能損害に関する

主張は理由がない。 

⑷ 慰謝料について 

上記１の認定事実によれば、世帯番号２の一審原告らは、本件事故と相当

因果関係のある避難開始並びに平成２４年８月までの避難継続及びそれに伴

う家族別離により、相当の精神的苦痛を被ったものと認められる。加えて、

特に一審原告２－２は、避難生活中に複数回「放射能バンバンバン」と言わ

れるという嫌がらせを受けており、このことを一因として不登校となり転校

しており、この点は嫌がらせをした者に主たる責任があるとはいえるが、同

人は本件事故によって特に強い精神的苦痛を受けたものといえる。 

以上の点を中心に、本件に現れた一切の事情を考慮し、また前記のとおり

一審原告２－１について子らとともに避難を継続したこと及び生活費増加分

の負担を余儀なくされたことを慰謝料の増額事由として斟酌すると、本件事

故による世帯番号２の一審原告らに係る精神的苦痛に対する慰謝料として、

以下の金額を認めるのが相当である。なお、世帯番号２の一審原告らが、本

件事故の直前である平成２３年１月にいわき市に移住したとの事情は、慰謝

料額に係る上記判断を左右しない。 

   一審原告２－１：６０万円 

   一審原告２－２：８０万円 

一審原告２－３：７０万円 

⑸ 小計 

一審原告２－１：７５万４４２２円（＝６０万円＋４４２２円＋１５万円） 

一審原告２－２：８０万円 

一審原告２－３：７０万円 

３ 既払額、弁護士費用及び結論 

⑴ 既払額 
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一審原告２－１：１２万円（うち慰謝料分８万円、実費賠償分４万円） 

一審原告２－２・３：各７２万円（うち慰謝料分４８万円、実費賠償分２

４万円） 

 一審被告東電は、本件事故による賠償金として、一審原告２－１に１２万

円、一審原告２－２・３に各７２万円を支払っているところ、前者（１２万

円）のうち４万円、後者（７２万円）のうち２４万円は、いずれも避難によ

って生じた実費の賠償として支払ったものであるところ（乙ニ共２５９）、前

記のとおり、これを慰謝料としての弁済に充当することは相当でないから、

慰謝料に対する弁済として充当できるのは、一審原告２－１につき８万円、

一審原告２－２・３につき各４８万円に限られるというべきである（後記第

３以降においても同様である。）。一方、一審原告２－１が負担した避難交通

費４４２２円及び家具家財購入費１５万円は、避難に伴い世帯全員に生じた

実費と認められるから、同人に支払われた実費賠償金４万円を充当すべきで

あり、残金（１１万４４２２円）について、前記第１の３⑴で述べたとおり、

さらに一審原告２－２・３に支払われた実費賠償金各２４万円から等分（各

５万７２１１円）に充当することが相当である。 

 なお、一審被告東電は、ＡＤＲ手続において一審原告２－１に支払った就

労不能損害に対する９６万円の賠償金は、実損害を超える賠償であるから、

世帯番号２の一審原告らに生じた損害額から同額を控除すべきである旨主張

するが、上記９６万円はＡＤＲ手続で成立した和解により支払われたもので

あり（弁論の全趣旨）、同金額が請求の根拠を欠くと認めるに足りる証拠はな

いから、一審被告東電の主張は採用することができない。 

⑵ 弁護士費用を除く損害 

一審原告２－１：５２万円（＝７５万４４２２円－１５万４４２２円－８

万円） 

一審原告２－２：３２万円（＝８０万円－４８万円） 
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一審原告２－３：２２万円（＝７０万円－４８万円） 

⑶ 弁護士費用 

   一審原告２－１：５万円 

一審原告２－２：３万円 

一審原告２－３：２万円 

⑷ 結論 

 一審原告２－１：５７万円 

 一審原告２－２：３５万円 

 一審原告２－３：２４万円 

第３ 世帯番号３の一審原告（一審原告３）について 

１ 認定事実 

証拠（甲ニ３の１～３・５～９、乙ニ３の１～３の９、一審原告３）及び弁

論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。なお、この項において特に証

拠を摘示しない場合は、甲ニ３の１、一審原告３及び弁論の全趣旨から認定し

た。 

⑴ 世帯構成及び本件事故前の生活状況等 

ア 一審原告３（本件事故時６６歳）は、いわき市で生まれ育ち、結婚後も

いわき市の本件事故時住所地にある夫の実家に居住するなど本件事故まで

いわき市で暮らしてきた。一審原告３には、２人の娘がおり、夫は平成１

７年に他界した。なお一審原告３の２人の娘は、本件訴訟の原告となって

いない。 

イ 一審原告３は、夫の死亡に伴い、上記の夫の実家の建物及び土地（以下

第３において「いわき市の自宅」という。）並びに同じくいわき市内に所在

する８筆の山林、１筆の田、１筆の畑及び１筆の雑種地を取得した。いわ

き市の自宅は、敷地面積約１７００㎡であり、一審原告３が居住していた

母屋の床面積は約２００㎡で、そのほか別棟や蔵などが存在していた。（甲
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ニ３の１・８・９） 

  本件事故当時、一審原告３はいわき市の自宅に、娘２人と居住していた

ただし、長女については東京と上記住所地とを行ったり来たりする状況で

あった。 

ウ 一審原告３は、本件事故前、いわき市の自宅の敷地の広さを利用して、

近所の友人や親類を招いて、夏はバーベキュー、秋は月見などを催し、ま

た正月には多くの親類などの来客を歓待していた。また、一審原告３は、

地域の伝統行事である毎年１回の地域の女性による旅行に参加し、近所の

中学生に自宅の別棟において数学や国語を教えるなどしていた。このよう

に、一審原告３は、本件事故前、地域の近隣住民や親類と密接な付き合い

をしていた。 

  一審原告３は、本件事故前、正月・盆・彼岸などの節目に、所有する山

林に入り、神棚等に捧げる榊の木を採取するなどしており、また、お茶や

庭での草花、樹木の育成を趣味としていた。 

エ 一審原告３は、６０歳の定年退職まで長年いわき市の中学校教員として

勤め、その後も２年間、再任用でいわき市の中学校教員を務めた。さらに、

本件事故まで３つの中学校において、毎年一定期間、  講師として勤め

ていた。一審原告３は、本件震災当時も中学校の講師として勤務していた

が、次年度以降の更新は未定であった。この  講師の契約は１年更新で

あり、勤務期間中の平均給与は月額約２５万円であった。 

⑵ 本件津波による被害と避難開始の経緯 

ア いわき市の自宅は、本件津波により流され、また３箇所のお墓は倒され、

土砂に埋もれてしまった。一審原告３は、１１日はいわき市にある実家に

避難し、１２日はいわき市内の工業高校に避難した。 

  また、一審原告３が本件震災当時勤めていた中学校も、本件津波により

校舎の取壊しが決まるなど大きな被害を受けた（乙ニ３の２）。 
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イ 一審原告３は、本件震災による避難はいわき市で行うことを想定してい

たが、１３日、上記避難場所である工業高校において本件原発１号機が爆

発したとの情報に接し、著しい恐怖を感じ、いわき市にとどまることはで

きないと考えて遠方への避難を決意し、娘２人とともに同日千葉県柏市の

親類宅に避難した。 

⑶ 避難後の経緯 

ア 一審原告３の避難経路の概略 

一審原告３主張のとおり。 

イ 避難生活の状況等 

 一審原告３は、前記のとおり、１３日、娘２人とともに千葉県柏市の

親類宅に避難した後、翌１４日、横浜市の妹宅に避難した。一審原告３

は、同日頃、友人からいわき市の賃貸住宅を一審原告３のために借りた

旨の連絡をもらっていたが、本件事故を理由にこれを断り、４月１日、

新宿区の都営アパートに移動し、現在、長女とともに同所にて避難を継

続している。同所は、６畳の和室、４畳ほどの洋室、風呂、台所及びト

イレで構成されており、少なくともいわき市の自宅と比較すると相当に

狭く、また隣の部屋との間で音が響く状況となっている。 

  一審原告３は、東京の物価の高さから、食料品等のための生活費の負

担が一定程度増加した。 

 一審原告３は、東京における避難生活において、避難者とのコミュニ

ケーションはとっているが、その余の近隣住民とのコミュニケーション

は余りとっていない。 

 一審原告３は、４月１日以降、平成２６年頃までは、少なくとも月１

回、高速バスで、いわき市に戻り、自宅代替地の買取り等の手続や友人

又は親類と会うなどしている。 

ウ 本件事故時住所地等の状況 
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 前述のとおり、一審原告３のいわき市の自宅は、本件津波によって流

された。いわき市は、一審原告３の本件事故時住所地を含む本件津波浸

水区域について建物新築等の自粛を要請しており、平成２５年１０月１

０日にこれを解除したが、一審原告３の本件事故時住所地については引

き続き土地区画整理法に基づき建築行為等が制限されることとなった

（乙ニ３の１）。そのため、一審原告３には高台に代替地が提供されるこ

ととなっていたところ、その引渡しは平成３０年３月頃の予定となって

いた。 

 本件事故当時一審原告３が勤務していた中学校は、本件津波で大きな

被害を受けたため、別の中学校の校舎を間借りして授業を行ってきたが、

多くの生徒が本件津波で家をなくし、地区外に避難したため、転校や入

学辞退となるケースが少なからずあった。平成２４年４月の同中学校の

入学者数は２６人であった。（乙ニ３の４） 

２ 相当因果関係及び損害 

以上の認定事実を基に、一審原告３の請求について検討する。 

⑴ 避難と本件事故との相当因果関係 

上記１のとおり、一審原告３が、１３日にいわき市から関東地方に避難を

開始した理由は、放射性物質による汚染によって、自らの健康に対する被害

の危険があり、本件事故が進展することによっても同様の危険があると判断

したことによるものであり、また、同一審原告が避難を継続した理由は、そ

れらの危険が存続していると判断したことによる。そうすると、前記説示の

とおり、一審原告３の避難開始及び平成２３年１２月までの避難継続は本件

事故と相当因果関係があると認められ、それ以降の避難継続には相当因果関

係は認められない。 

なお、一審原告３が、１１日にいわき市の自宅から実家や工業高校へ避難

したのは、本件津波によっていわき市の自宅が流されたことによるものであ
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り、本件事故によるものとはいえないが、１３日にいわき市から県外に避難

したのは、放射性物質による汚染によって自らの健康に対する被害の危険が

あると判断したことによるものであるから、一審原告３が本件津波によって

自宅を失ったことは、本件事故と同人の県外への避難との間の相当因果関係

を否定する事情となるものではない。 

⑵ 積極損害（抽象的損害計算）の主張について 

ア 生活費増加分について 

前記説示のとおり、慰謝料の増額事由として斟酌することが相当である。 

イ 避難交通費について 

 上記１のとおり、一審原告３は、本件事故によって、１３日から次のと

おり避難をしたと認められるから、それに要した費用は本件事故による損

害と認められる。 

① １３日 いわき市から千葉県柏市（親類宅） 自家用車 

② １４日 千葉県柏市から横浜市（妹宅） 自家用車 

③ ４月１日 横浜市から新宿区（都営住宅） 自家用車 

そこで、これらに現実に要した額であるが、①ないし③いずれについて

も、前記第１の２⑵と同様に、ガソリン代だけで算出することとする。そ

して、乙ニ１の４によると、いわき中央から横浜駅東口の距離が２４０．

３㎞程度であって、控えめに見積もっても①と②を加えた距離は同程度以

上であると推認でき、乙ニ２の１によると東名高速道路の東京から横浜青

葉の距離が１３．３㎞であって、控えめに見積もっても③の距離は同程度

以上と推認できるから、１㎞当たりのガソリン代を１５円として算出する

と、次のとおり３８０４円となる。 

１５×（２４０．３＋１３．３）＝３８０４ 

ウ 一時帰宅費用について 

上記１⑶のとおり、一審原告３は、避難及び避難生活中の一時帰宅に伴
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い、４月１日から１２月末日までの９か月、少なくとも月１回の合計９回、

高速バスで東京都新宿区といわき市を往復しているところ、これらは、本

件事故に基づく東京への避難がなければなされなかったものであるから、

本件事故によるものと認められる。そこで、１回に要する費用であるが、

一審原告３において具体的な主張立証をしないので控えめに認定せざる

を得ず、乙ニ７の２によると、平成２９年８月時点のいわき市と東京駅間

の高速バス料金は片道３３５０円であって、当時のいわき市と新宿区間の

料金も同程度であると推認できるから、次のとおり６万０３００円となる。 

３３５０×２×９＝６万０３００ 

⑶ 休業損害の主張について 

上記１⑴のとおり、一審原告３が本件事故前、１年間更新の  講師の契

約を３年間いわき市内の複数の中学校で締結してきたことが認められるが、

本件事故時点で次年度以降の更新は未定であり、いわき市内の本件事故後の

中学校における講師募集や更新の状況を認めるに足りる証拠はない。これに

加え、当時に契約を締結していた中学校は本件津波で甚大な被害を受け、転

校や入学辞退となるケースが少なからずあったこと、一審原告３の自宅は本

件津波で流され、いわき市内とはいえ避難を余儀なくされていたことからす

れば、本件事故がなかった場合に、一審原告３が本件事故時に勤務していた

中学校やいわき市内のその他の中学校での更新契約を締結していた蓋然性が

あるとまでは認められない。そうすると一審原告３の休業損害の主張は理由

がない。 

⑷ 一審原告３の慰謝料について 

上記１の認定事実によれば、一審原告３は、本件事故と相当因果関係のあ

る関東地方への避難開始及び平成２３年１２月までの避難継続により、相当

の精神的苦痛を被ったものと認められる。他方で、上記のとおりいわき市の

自宅からの避難と本件事故との相当因果関係は認められず、本件事故がなけ
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ればいわき市内で避難を継続していたものと推認できるものであるが、上記

期間においてどのような住宅で避難を継続したかまでは具体的に認定できな

いことも斟酌すべきである。 

以上の点を中心に、本件に現れた一切の事情を考慮し、また前記のとおり

生活費増加分の負担を余儀なくされたことを慰謝料の増額事由として斟酌す

ると、本件事故による一審原告３に係る精神的苦痛に対する慰謝料は、以下

の金額を認めるのが相当である。 

一審原告３：４０万円 

⑸ 小計 

一審原告３：４６万４１０４円（４０万円＋３８０４円＋６万０３００円） 

３ 既払額、弁護士費用及び結論 

⑴ 既払額 

１２万円（うち慰謝料分８万円、実費賠償分４万円） 

避難交通費及び一時帰宅費用（合計６万４１０４円）は、避難に伴い一審

原告３が負担を余儀なくされた実費と認められるから、同人が受領した実費

賠償金４万円をこれに充当すべきである。 

⑵ 弁護士費用を除く損害 

３４万４１０４円（＝４６万４１０４円－４万円－８万円） 

 ⑶ 弁護士費用 

３万円 

⑷ 結論 

   ３７万４１０４円 

第４ 世帯番号４、５の一審原告ら（一審原告４－１～３、一審原告５）について 

１ 認定事実 

証拠（甲ニ４の１～４の５、一審原告４－１）及び弁論の全趣旨によれば、

以下の事実が認められる。なお、この項において特に証拠を摘示しない場合は、
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甲ニ４の１、一審原告４－１及び弁論の全趣旨から認定した。 

⑴ 世帯構成及び本件事故前の生活状況等 

ア 一審原告４－１（本件事故時４１歳）は、いわき市で出生し、高校卒業

後、東京の短期大学通学のため引っ越したものの、卒業後いわき市に戻っ

た。同人は、平成１１年、一審原告５（本件事故時４２歳）と結婚し、平

成１４年に長女である一審原告４－２（本件事故時８歳）を、平成１５年

に長男である一審原告４－３（本件事故時７歳）をもうけた。 

イ 一審原告４－１及び一審原告５は、平成１５年に一審原告４－１の両親

が住む場所からすぐ近くのいわき市に自宅を購入し、以後同所に世帯番号

４、５の一審原告らで居住していた。同所は、敷地が１２０坪と広く、建

物も１階の１部屋が３０畳あるなど広かった。同一審原告らは、一審原告

４－１の両親が近くに住んでいたため、同人らが育て、収穫した農産物等

を食べて生活していた。また、一審原告４－１は、仕事の際に、子らを両

親に預けるなどしていた。 

ウ 一審原告４－１は、本件事故前、遅くとも平成１５年からいわき市の  

     でコーチをしており、また遅くとも平成１９年からいわき市の

保育園で幼児体育の講師をしていた。      のコーチとしての収入

は、毎月３万５０００円であり、保育園講師としての収入は、平成２１年

７月以降３か月ごとに６万円、すなわち毎月２万円であった（甲ニ４の４・

５）。 

⑵ 避難開始の経緯 

一審原告４－１は、本件震災直後は、余震に怯えながらも、自宅に大きな

被害はなく、ひとまず落ち着いていた。他方で、一審原告５は本件震災直後

から、本件原発の動向を心配し、避難することを提案しており、これに対し

て一審原告４－１は、原子力発電所は安全だといわれていたこともあって、

当初は避難するほどではないと考えていた。しかし、１２日午後に１号機水
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素爆発が生じ、１４日昼には３号機水素爆発が生じ、１３日に子ら（一審原

告４－２・３）が鼻血を出したり吐き気を訴えたりするなど体調を崩してい

たことも相まって、同人らの健康被害を危惧するようになった。そして、１

４日の深夜に、一審原告４－１は、一審原告５及びその両親と話し合い、本

件事故が取り返しのつかない深刻な状況になっており、避難するしかないと

考えて、避難を決断した。世帯番号４、５の一審原告ら及び双方の両親の合

計８人は、１４日頃、親類のいる金沢市へ車で避難を開始した。本件震災の

ため福島県内の高速道路が使えない状況で、一般道を用いて移動し、１５日

中に金沢市のホテルへ避難した。 

⑶ 避難後の経緯 

ア 世帯番号４、５の一審原告らの避難経路の概略 

  世帯番号４、５の一審原告らの主張のとおり。 

イ 避難生活の状況 

 世帯番号４、５の一審原告ら及び双方の両親の８人は、１５日から金

沢市のホテルで避難をしていたが、２１日頃に一審原告５が仕事の関係

で呼び出されたため、一審原告４－１は、一審原告５を車でいわき市ま

で送り届け、すぐに引き返して同日中に金沢市に戻った。金沢市に避難

中、一審原告４－１は、金沢市役所に対し、避難者向けの住宅の提供を

再三依頼したが、避難区域外からの避難者であることを理由に断られた。

ホテルでの避難には相当な費用を要したため、一審原告５を除く７人は、

金沢市での避難を断念した。一審原告４－１は、２８日頃、自宅のこと

を心配した両親らをいわき市に送った後、一審原告４－２・３とともに

避難先を捜索し、２９日頃に、神奈川県小田原市の避難所へと移動した。

しかし、同避難所は不便であったため、世帯番号４の一審原告らは、３

１日頃、横浜市の親類宅へ移動した。一審原告４－１は、４月２日頃、

一審原告５の仕事の関係で必要な通帳等を渡すためにいわき市に移動し、
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その際、いわき市の小学校から、同月より学校が再開するとの連絡を受

けた。同人は、放射性物質への危惧もあり、悩んだ末に、いったんは子

らをいわき市の小学校へ通わせることを決め、世帯番号４の一審原告ら

は、同月４日頃、いわき市へ戻った。同月１１日、いわき市で震度６弱

の地震があり、一審原告４－１は、当時放出された放射性物質による健

康被害だけでなく、今後本件事故が更に深刻化する可能性への危惧も覚

え、一審原告５とも話し合ったうえで、世帯番号４の一審原告らは関東

へ避難し、一審原告５は、仕事のためにいわき市に残ることを決断した。

世帯番号４の一審原告らは、同月１４日頃に再度横浜市の親類宅へ避難

した。しかし、その後、一審原告４－２・３が父である一審原告５に会

いたがったため、同月２１日頃、世帯番号４の一審原告らは、いわき市

に戻った。一審原告４－１は、避難先を確保するため、翌２２日頃に、

一人で東京都庁へ行き、Ｇホテルへの入居を申し込んだ後、いわき市へ

戻り、翌２３日頃、一審原告４－２・３とともに、再度横浜市の親類宅

へ避難した。世帯番号４の一審原告らは、同月２６日頃にも、転校の手

続等のためにいわき市へ戻った。その後、同一審原告らは、５月２日頃、

Ｇホテルへ避難した。同一審原告らは、同ホテルが６月３０日に閉鎖さ

れたため、７月１日からはＨホテルへ移動し、同月２１日からＤ住宅に

入居し、その後同所で避難を継続している。 

  一審原告５は、３月２８日頃からいわき市の自宅に戻り、４月５日に

は、いわき市内の自宅を本店所在地として、電気工事業等を目的とする

株式会社を設立したが（乙ニ５の１）、その後仕事の関係で、平成２６年

頃から茨城県で生活を開始した。 

  一審原告４－１は、前記のとおり、避難当初、多数回いわき市と金沢

市又はいわき市と関東を往復しており、そのための交通費を要した。上

記のとおり、世帯番号４、５の一審原告らは、金沢市のホテルで宿泊し
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ており、そのために相当の費用を負担したほか、一審原告４－１は、避

難先である横浜市の親類に謝礼として１５万円を支払った。また、世帯

番号４の一審原告らは、本件事故前は一審原告４－１の両親が収穫した

農作物等を食べて生活していたところ、避難中は食料を購入せざるを得

なくなり、東京では物価も高く、また一審原告５との家族別離に伴い水

道光熱費等がかさむ等して、世帯全体にかかる生活費が増加した。 

  一審原告４－１は、７月にＤ住宅に入居する前後に家財道具等を購入

した。 

 一審原告４－１は、ホテル等での避難生活において、その狭あいな環

境で、特に子育てをすることに不便を感じた。またＤ住宅も、本件事故

前の自宅と比較すると相当に狭く、そのことにもストレスを感じた。さ

らに、本件事故前は自らの両親が近くにおり、特に子育てに関して相談

相手が周囲に多くいたものの、避難後は、一審原告５を含めて頼る相手

も近くにおらず、心身の大きな負担を感じている。 

  世帯番号４、５の一審原告らは、上記の経緯で家族別離の生活を送る

ことになったところ、一審原告５は仕事の関係があり、頻繁に東京に行

くことができず、Ｄ住宅を訪れたのは平成２３、２４年は年に４回程度

であり、その後はさらに回数が減った。世帯番号４の一審原告らもいわ

き市に一時帰宅しており、その頻度は、平成２３、２４年は年に３、４

回程度であったが、一審原告５が東京に来ることのできる頻度が減って

以降は、回数が増えた。一審原告４－２・３は、父である一審原告５と

離れて暮らすことに寂しさを感じており、特に避難当初の同人らが幼い

頃は、一審原告５が帰った後に泣いていたこともあった。一審原告５も、

子らの成長を見ることができなかったことに寂しさを感じている。 

  一審原告４－２・３は、避難当初、東京の小学校に通うのを嫌がり、

５月末から小学校に通うようになった。一審原告４－３は、小学校に通
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うようになった直後から、同級生に「福島から来た子は汚い」、「触るな」

等と言われるいじめを受けた。一審原告４－２も、避難当初に小学校に

通うようになった当初から、「福島から来た子は白血病になってすぐ死ぬ」

とか「赤ちゃんが産めないから結婚できない」と言われたり、階段の上

から突き落とされたりするなど激しいいじめを受けた。そこで、一審原

告４－１は、同人らを平成２４年４月に転校させた。一審原告４－２は、

その後も複数の時期にいじめを経験している。 

  一審原告４－１は、本件事故前、いわき市において同人の姉とともに                         

      のコーチ及び保育園で幼児体育の講師をしていたところ、

避難に伴い、３月にこれらの仕事を辞めた。他方、一審原告４－１の姉

は、本件事故後、上記      においてコーチの仕事を再開した。

一審原告４－１は、平成２７年頃からパートの仕事をしている。一審原

告５も、本件事故前の勤務先が本件原発周辺を主な営業エリアとしてい

たため、本件事故後に勤務先が営業を中止したことに伴い退職した。 

 避難開始から１年ほどが経過した平成２４年春頃から、一審原告４－

２・３は、ヒステリックになる、しゃべらなくなる、隠れて泣く等の様

子が出ていた。心配した一審原告４－１は、同年６月８日、一審原告４

－２・３に医師の診察を受けさせたところ、心的外傷後ストレス障害（Ｐ

ＴＳＤ）と診断され、同医師は、本件事故による緊急避難を余儀なくさ

れたことによる強い精神的ストレスが原因と考える旨及び放射線により

今後健康被害が生ずるのではないかという不安も大きな要因と考える旨

を診断した（甲ニ４の２・３）。その後、一審原告４－２・３は、東京都

内の病院で診察、臨床心理士によるカウンセリングといった治療を続け

ていたところ、一審原告４－１は、医師から転地療養は有効ではないか

との勧めがあり、避難者支援関係の者から、イギリスのそれほど高額で

ない施設の紹介があり、医師の賛同を得て、イギリスでの転地療養を決
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めた。一審原告４－２・３は、同年１１月１５日から４か月にわたり、

イギリスで転地療養を行った。一審原告４－２・３の医師は、臨床心理

士によるカウンセリングとプレイセラピーを行ったところ、東京で精神

的支援を受けながら安定した生活を送る中で徐々に症状は改善し、平成

２７年１２月５日時点では症状が治まっている旨、イギリスでの転地療

養により様々な精神的支援を受けたことも回復に寄与した旨を診断して

いる（甲ニ４の２・３）。 

２ 相当因果関係及び損害 

以上の認定事実を基に、世帯番号４、５の一審原告らの請求について検討す

る。 

 ⑴ 避難と本件事故との相当因果関係 

 上記１のとおり、世帯番号４、５の一審原告らが、いわき市の自宅から避

難を開始した理由は、放射性物質による汚染によって、自ら及び子らの健康

に対する被害の危険があり、本件事故が進展することによっても同様の危険

があると判断したことによるものである。また、世帯番号４の一審原告らが

避難を継続した理由は、それらの危険が存続していると判断したことによる。

そうすると、前記説示のとおり、世帯番号４、５の一審原告らの避難開始及

び世帯番号４の一審原告らの平成２４年８月までの避難継続（子供及び同伴

家族）は、本件事故と相当因果関係があると認められる。さらに、本件にお

いては、一審原告４－２・３が同年６月頃にＰＴＳＤと診断され、治療を受

けていた等の事情からすると、さらに７か月程度が経過し、かつ、本件事故

から２年程度が経過した平成２５年３月末までは、世帯番号４の一審原告ら

の避難継続（子供及び同伴家族）と本件事故との間に相当因果関係があると

認めることが相当である。なお、一審被告東電は、一審原告５が平成２３年

４月にいわき市に戻り、同所で事業を開業している点を指摘するが、かかる

事情は、世帯番号４の一審原告らの避難継続の相当性に係る上記判断を左右
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しない。 

⑵ 積極損害の主張について 

 ア 抽象的損害計算分の主張について 

 生活費増加分について 

前記説示のとおり、避難生活中の主たる家計負担者と推認される一審

原告４－１の慰謝料の増額事由として斟酌することが相当である。 

 避難交通費について 

上記１⑵⑶のとおり、世帯番号４、５の一審原告らにおいて、本件事

故により、次のとおり避難（避難を原因とする必要な移動も含む。）をし、

その費用を一審原告５が負担したと推認できるから、それに要した費用

は、同人の本件事故による損害と認められる。 

① １４日、１５日 いわき市（自宅）から金沢市（ホテル）へ移動 自

家用車 一般道（甲ニ４の１） 

② ２１日頃 金沢市からいわき市（自宅）と往復（往：一審原告４－

１、一審原告５、復：一審原告４－１） 自家用車 

③ ２８日頃 金沢市からいわき市（自宅）（世帯番号４の一審原告ら） 

自家用車 

④ ２９日頃 いわき市から神奈川県小田原市（避難所）（同一審原告ら） 

自家用車 

⑤ ３１日頃 神奈川県小田原市から横浜市（親類宅）（同一審原告ら） 

自家用車 

⑥ ４月２日頃 横浜市といわき市（自宅）と往復（一審原告４－１） 

自家用車 

⑦ ４月４日頃 横浜市からいわき市（自宅）（世帯番号４の一審原告ら） 

自家用車 

⑧ ４月１４日頃 いわき市から横浜市（親類宅）（同一審原告ら） 自
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家用車 

⑨ ４月２１日頃 横浜市からいわき市（自宅）（同一審原告ら）自家用

車 

⑩ ４月２２日頃 いわき市と東京都（都庁）を往復（一審原告４－１） 

公共交通機関（ＪＲ等） 

⑪ ４月２３日頃 いわき市から横浜市（親類宅）（世帯番号４の一審原

告ら） 自家用車 

⑫ ４月２６日頃 横浜市からいわき市（自宅）（同一審原告ら）自家用

車 

⑬ ５月２日頃 いわき市から千代田区（Ｇホテル）（同一審原告ら） 自

家用車 

⑭ ６月３０日 千代田区から港区（Ｈホテル）（同一審原告ら） 

⑮ ７月２１日 港区から千代田区（Ｄ住宅）（同一審原告ら） 

そこで、これらに要した現実の額であるが、 ①については、一般道を

通ったと認められ、②ないし⑮についても、上記第１の２⑵アと同様で

あって、ガソリン代だけで算出することとする。そして、乙ニ４の２に

よると①ないし③は片道５３２．４㎞程度（ただし、②は往復）、乙ニ１

の４によると⑥ないし⑨、⑪、⑫は片道２４０．３㎞程度（ただし、⑥

は往復）、乙ニ１５の３によると⑬は片道２１２．４㎞程度と認められ、

１㎞当たりのガソリン代を１５円で算出する。なお、④、⑤については、

弁論の全趣旨によると、ガソリン代は、④が４２００円、⑤が１０００

円と認められる。⑭、⑮の移動の方法を特定する直接証拠はないが、他

の移動や後記の一時帰宅も自家用車によっているので、自家用車による

と推認することとし、乙ニ２の５、６によると⑭の距離は３．７㎞、⑮

の距離は５．０㎞と認められる。⑩については、乙ニ７の２によると平

成２９年８月時点のいわき駅及び東京駅間の電車賃は片道６１７０円で



99 

あると認められ、当時の料金も同程度であったと推認できる。そうする

と、交通費は、次のとおり７万８０３２円となる。 

１５×（５３２．４×４＋２４０．３×７＋２１２．４＋３．７＋ 

５．０）＋４２００＋１０００＋６１７０×２＝７万８０３２ 

 宿泊費用について 

上記１⑶記載のとおり、世帯番号４、５の一審原告らは、本件事故に

よる避難のため世帯番号４の一審原告らは３月に金沢市のホテルで１３

泊及び一審原告５は６泊し、一審原告５がその費用を負担したものであ

るから、その費用は、本件事故と相当因果関係があると解すべきである。

なお、一審原告４－１及び一審原告５の両親分の宿泊費用については、

一審原告５において扶養をしているなどの事情が認められない以上、一

審原告５において、その宿泊費用の損害を請求することはできないと解

することが相当である。その一人１泊当たりの宿泊費用は、宿泊施設の

所在地や宿泊の経緯を総合すると、一審原告５主張の８０００円を下ら

ないと認める。 

そうすると、本件事故による一審原告５が負担した宿泊費用は、次の

とおり３６万円となる。 

８０００×３×１３＋８０００×１×６＝３６万 

 面会交通費 

上記１⑶のとおり、世帯番号４、５の一審原告らは、本件事故によっ

て家族別離を余儀なくされ、いわき市在住の一審原告５は、未成年者で

ある一審原告４－２・３に面会するため、千代田区所在の世帯番号４の

一審原告ら方に平成２３年に４回、平成２４年に４回訪れたと認められ、

平成２５年中に同年３月までに訪れたと認めるに足りないところ、平成

２４年につき、３か月に１回訪れたと推認すると、同年３月までに１回、

同年４月以降３回訪れたと推認できる。 
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これらの事実を踏まえ、前記第１の２⑵ア と同様の方法で算出する

と、次のとおり、８万４５７６円となる。 

１５×２１２．４×２×５（平成２４年３月まで）＋（１５×２１２．

４＋５６００）×２×３（平成２４年４月から平成２５年３月まで） 

＝８万４５７６ 

 一時帰宅費用 

上記１⑶のとおり、世帯番号４、５の一審原告らは本件事故によって

家族別離を余儀なくされ、千代田区在住の一審原告４－１は、未成年者

である一審原告４－２・３を父である一審原告５に面会させるために一

審原告４－２・３を連れ、自家用車でいわき市の一審原告５が居住する

本件事故時住所地に、平成２３年に少なくとも３回、平成２４年に少な

くとも３回一時帰宅したと認められ、平成２５年はそれより頻度が増え

たとのことであるから、同年３月までに少なくとも１回一時帰宅したと

認められるところ、平成２４年につき、４か月に１回帰宅したと推認す

ると、同年３月までに１回、その後２回訪れたと推認でき、これに要す

る費用は一審原告５が負担したものと認められる。 

これらの事実を踏まえ、上記 と同様の方法で算出すると、次のとお

り７万８２０４円となる。 

１５×２１２．４×２×４（平成２４年３月まで）＋（１５×２１２．

４＋５６００）×２×３（平成２４年４月から平成２５年３月まで） 

＝７万８２０４ 

イ 個別立証分について 

  避難のための謝礼費について（一審原告５） 

上記１⑶のとおり、一審原告４－１が、世帯番号４の一審原告ら３

人で合計１４泊（３１日頃から４月４日頃、同月１４日から２１日頃、

同月２３日頃から２６日頃）、横浜市の親類宅に避難したことへの謝礼
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として１５万円を支払ったこと、一審原告５が同費用を負担したこと

が認められるところ、上記の宿泊人数、宿泊期間からすると、その謝

礼は社会通念上相当と認められるから、これは、本件事故と相当因果

関係のある損害と認めることが相当である。 

  家具家財購入費について（一審原告５） 

前記説示のとおり、家具家財購入費については、民事訴訟法２４８

条に基づき、同費用の負担者である一審原告５に１５万円の損害が生

じたものと認めるのが相当である。 

  一審原告４－２・３の転地療養費について 

上記１⑶のとおり、一審原告４－２・３は、平成２４年６月頃にＰ

ＴＳＤと診断されているところ、医師がその原因として本件事故によ

り緊急避難を余儀なくされたことによる強い精神的ストレスを挙げて

おり、また上記１で認定した避難生活の状況からして一審原告４－２・

３に同月頃までに避難に伴い強い精神的ストレスがかかったと推認で

きることからすれば、一審原告４－２・３が同月頃にＰＴＳＤを発症

したこと及びその主たる原因が本件事故による避難にあることが認め

られる。そこで、同人らのイギリスでの転地療養の必要性・相当性を

検討するに、確かに前記認定のとおり、医師から転地療養が有効との

示唆があったこと、国外での転地療養に賛成意見があったことが認め

られるが、他方で、医師からの国外での転地療養の指示まであったこ

とはうかがわれず、特に国外での転地療養については医師ではない避

難者支援関係者からの勧めであったこと、医師は東京でのカウンセリ

ング等によって徐々に症状が改善したと診断していることを勘案する

と、本件全証拠によっても、一審原告４－２・３のイギリスでの転地

療養の必要性及び相当性が立証されているとは認められず、転地療養

費に関する一審原告４－２・３の主張は理由がない。もっとも、担当
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医によって転地療養が示唆されるほどのＰＴＳＤの状態であったこと

については、同一審原告らの慰謝料の増額事由として考慮することと

する。 

 ⑶ 一審原告４－１の休業損害の主張について 

一審原告４－１は、休業損害の請求として４３７万１６１２円の請求をす

るところ、そのうち３３０万円については、本件事故前の      及び

保育園からの収入がそれぞれ月３万円であり、いずれも本件事故により平成

２３年３月に辞めざるを得なくなったとして、それぞれについて平成２３年

４月から平成２７年１０月までの５５か月分各１６５万円の合計３３０万円

を請求するものである。 

上記１⑴のとおり、一審原告４－１は、本件事故前、遅くとも平成１５年

からいわき市の      でコーチをし、毎月３万５０００円の収入を得

ていたこと、また遅くとも平成１９年からいわき市の保育園で幼児体育の講

師をし、毎月２万円の収入を得ていたことが認められ、避難に伴い、３月に

これらの仕事を辞めたことが認められる。その従前の在職期間の継続性及び

これらの勤務先に本件震災による被害が生じたとはうかがわれないことから

すれば、本件事故がなく、一審原告４－１が避難をしなかった場合には、同

人はこれらの仕事を継続し、従前同様の収入を得ていたものと認めるのが相

当である。また、一審原告４－１の避難開始及び一定期間の避難継続が本件

事故と相当因果関係があるのは前記のとおりであり、そのような避難を伴う

場合、一審原告４－１は、いわき市を勤務先とする上記職を辞めざるを得な

かったと認められるから、退職と本件事故との相当因果関係も認められる。

そして、前記認定のとおり、一審原告４－１は、本件事故前、同人の両親が

近くに居住しており、仕事の際に子らを預けるなどしていたこと、避難に伴

いそのような頼る相手がいなくなり、一審原告５とも家族別離を余儀なくさ

れたこと、一審原告４－２・３が避難継続中に精神的に不安定となり、小学
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校でいじめを受けており、平成２４年６月頃にはＰＴＳＤの診断を受け、そ

の後臨床心理士によるカウンセリング等受けたことが認められる。他方、前

記認定のとおり、一審原告４－１の姉は、同一審原告が本件事故前にコーチ

を務めていたいわき市内の      で、本件事故後もコーチを続けてい

ること、同一審原告の夫である一審原告５は、平成２３年４月にいわき市内

の自宅で新会社を設立し、同市内で仕事を再開していることも併せ考慮する

と、一審原告４－１の平成２３年４月から平成２４年３月まで（１年間）の

休業については、本件事故と相当因果関係があると認めるのが相当であり、

その額は、６６万円（月５万５０００円×１２月）と算定される。 

⑷ 慰謝料について 

上記１の認定事実によれば、世帯番号４の一審原告らは、本件事故と相当

因果関係のある避難開始及び平成２５年３月まで（子供及び同伴家族）の避

難継続並びにこれに伴う一審原告５との家族別離により相当の精神的苦痛を

被ったものと認められ、一審原告５についても避難開始及び世帯番号４の一

審原告らの避難継続に伴う家族別離により、相当の精神的苦痛を被ったもの

と認められる。加えて、特に一審原告４－２・３は、避難した直後に避難先

の小学校でいじめを受けて転校し、平成２４年６月頃にはＰＴＳＤまで発症

しているものであって、いじめについてはこれを行った者に主たる責任があ

るものの、同人らの本件事故による精神的苦痛は極めて大きいものであった

といえる。 

以上の点を中心に、本件に現れた一切の事情を考慮し、また前記のとおり、

一審原告４－１について生活費増加分の負担を余儀なくされたことを慰謝料

の増額事由として斟酌すると、本件事故による世帯番号４、５の一審原告ら

に係る精神的苦痛に対する慰謝料は、以下の金額を認めることが相当である。 

一審原告４－１：６０万円 

一審原告４－２・３：各９０万円 
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一審原告５：４０万円 

⑸ 小計 

   一審原告４－１：１２６万円（６０万円＋６６万円） 

   一審原告４－２・３：各９０万円 

   一審原告５：１３０万０８１２円（＝４０万円＋７万８０３２円＋３６万

円＋８万４５７６円＋７万８２０４円＋１５万円【謝礼費】＋

１５万円【家具家財購入費】） 

３ 既払額、弁護士費用及び結論 

⑴ 既払額 

 一審原告４－１、一審原告５：各１２万円（うち慰謝料分８万円、実費賠

償分４万円） 

一審原告４－２・３：各７２万円（うち慰謝料分４８万円、実費賠償分２

４万円） 

一審原告５の慰謝料以外の損害は、①避難交通費７万８０３２円、②宿泊

費用３６万円、③面会交通費８万４５７６円、④一時帰宅費用７万８２０４

円、⑤避難した親類への謝礼費１５万円、⑥家具家財購入費１５万円（以上

合計９０万０８１２円）であるところ、これらのうち③を除いた費用（①②

④⑤⑥）は、いずれも避難に伴い生じた実費であり、かつ避難をした世帯構

成員全員が本来負担すべき費用を一審原告５が代表して負担したものと認め

られるから、各人に支払われた実費分の賠償金は、世帯構成員のいずれに支

払われたかを問わず、発生した上記費用に充当すべきである。他方、上記③

は一審原告５のみに生じた交通費であるから、一審原告５の実費分の賠償金

のみを充当すべきである。また、避難に伴い一審原告４－１に生じた休業損

害は、避難により負担を余儀なくされた実費とは性質を異にするから、実費

分の賠償金をその支払に充てることは相当でないというべきである。 

したがって、一審原告５に生じた上記損害（９０万０８１２円）のうち、
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③面会交通費（８万４５７６円）については、まず同人の実費賠償金４万円

を全部充当し、その余の①②④⑤⑥の各費用（合計８１万６２３６円）につ

いては、一審原告４－１の実費賠償金４万円をまず充当し、残額７７万６２

３６円について一審原告４－２・３の実費賠償金各２４万円（合計４８万円）

を充当することが相当である。 

⑵ 弁護士費用を除く損害 

一審原告４－１：１１８万円（＝１２６万円－８万円） 

一審原告４－２・３：各４２万円（＝９０万円－４８万円） 

一審原告５：６６万０８１２円（＝１３０万０８１２円－４万円×２－２

４万円×２－８万円【慰謝料分】） 

⑶ 弁護士費用 

   一審原告４－１：１２万円 

一審原告４－２・３：各４万円 

一審原告５：７万円 

⑷ 結論 

   一審原告４－１：１３０万円 

   一審原告４－２・３：各４６万円 

   一審原告５：７３万０８１２円 

第５ 世帯番号６、７の一審原告ら（一審原告６－１～３、７－１・２）について 

１ 認定事実 

 証拠（甲ニ６の１～６の３６（孫番及びひ孫番があるものはそれも含む。以

下同じ。）、甲ニ７の１～７の１３、丙ニ共２、一審原告６－１、一審原告７－

１）及び弁論の全趣旨によると、以下の事実が認められる。なお、この項にお

いて特に証拠を摘示しない場合は、甲ニ６の１、７の１、一審原告６－１、一

審原告７－１及び弁論の全趣旨によって認定した。 

 ⑴ 世帯構成及び本件事故前の生活状況等 
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ア 一審原告７－１（本件事故時６９歳）は、東京都で生まれたが、３歳の

頃親の実家であるいわき市に疎開し、その後一時期東京で暮らした以外は

いわき市で生活した。昭和４６年、一審原告７－２（本件事故時６６歳）

と婚姻し、昭和４７年、長女である一審原告６－１（本件事故時３９歳）

をもうけ、平成２年１２月に世帯番号６、７の一審原告ら主張の本件事故

時住所に自宅を建築した。一審原告７－２は、いわき市で生まれ、福島県

内に転居し、中学校卒業までそこで暮らした後、親の仕事の関係でいわき

市、山梨県、茨城県などに転居をしたが、いわき市内の飲食店に勤務して

いたとき、一審原告７－１と婚姻し、以来、専業主婦である。 

  一審原告６－１は、いわき市で育ち、高等学校卒業後、会社に就職し、

１年東京で勤務した後は、いわき市で４年間勤務した。その後、いわき市

内のレストランを経営している会社に勤務し、そのレストランで６年間歌

手として働いた後、結婚を機に退職し、平成１４年に長女である一審原告

６－２（本件事故時８歳）、平成１５年に二女である一審原告６－３（本件

事故時７歳）をもうけた。 

イ 一審原告７－１は、個人で保険代理店を営んでいる。 

  一審原告６－１は、平成２２年、以前勤務していた会社に復帰し、同社

が経営するピアノバーにおいて歌手として働き、同年６月から平成２３年

２月までの給与は合計５５万３４００円であった（甲ニ６の３・４）。夫と

は本件事故前に離婚した。本件事故前は、世帯番号６、７の一審原告らは、

二世帯住宅で、一審原告６－１と一審原告７－１の収入で暮らしていた（甲

ニ６の５・６）。 

ウ いわき市の自宅のある地区は、山の上にある住宅街で、自然豊かで、近

くに山菜の採れる場所があり、世帯番号６、７の一審原告らは、それらを

採取して食べ、友人等が釣った魚、育てた野菜や果物、親類が育てた米を

食べていた。同一審原告らの住んでいた家の敷地は広く、庭には花や植木
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が植えられ、目の前は桜並木が続いていて、同一審原告ら全員で春になる

のを楽しみにしていた。（甲ニ６の５～７） 

  同一審原告らは、親類、友人及び近隣住民との付き合いも濃密で、七五

三などの子供たちの行事に親類で集い、友人とも自宅で飲み会をするなど

し、近隣住民とも家族ぐるみの付き合いがあった。 

  一審原告６－２・３は、本件事故当時、小学２年生と１年生であったが、

自然の中で遊ぶのが大好きで、田んぼで蛙を捕まえるなど、毎日近くの公

園で思い切り友人と遊んでいた。同一審原告らは、楽しく遊び、夕方５時

に自宅に帰り、新鮮な野菜や魚を食べ、母（一審原告６－１）及び祖父母

（世帯番号７の一審原告ら）に囲まれ、広い家で生活をし、明るく、幸せ

に過ごしていた。同一審原告らは、夜に一審原告７－１に寝るまで抱っこ

してもらったり、絵本を読んでもらったりすることを本当に楽しみにして

いた。一審原告７－１も、孫である一審原告６－２・３とのふれあいの時

間をとりわけ幸せに感じていた。（甲ニ６の７～１１・１９・２０～２２、

甲ニ７の５～７） 

  一審原告６－１も、かけがえのない家族（一審原告６－２・３及び世帯

番号７の一審原告ら）と一緒に生活をし、仕事では好きな歌を客の前で歌

うことができ、趣味のフラダンスのサークルを作り大会に出たり、老人ホ

ームにボランティアに行ったり、ライブを開催したり、毎日が充実してい

ると感じていた。気心の知れた友人が周囲に多数おり、温かな日々を送っ

ていると感じていた。（甲ニ６の１２） 

  一審原告７－２は、愛する娘や孫（世帯番号６の一審原告ら）との生活

を楽しみ、趣味として、庭に野菜、花及び植木を植えて楽しんでいた。 

⑵ 避難開始の経緯  

   一審原告６－１及び一審原告７－１・２は、本件事故後、幼い子ら（一審

原告６－２・３）のことが心配であったが、直ちに危険性はないとの政府の



108 

会見等を見て、避難すべきかを悩んでいた。しかし、１５日に一審原告６－

３が大量の鼻血を出したことや、本件原発の水素爆発等の情報を知り、自身

や子らの健康に強く不安を感じるようになったことから、相談の上、避難を

決意した。 

⑶ 避難後の経緯 

 ア 避難経路の概略 

世帯番号６、７の一審原告ら主張のとおり（ただし、１６日から２１日

の費用負担者は、一審原告７－１である。）。 

 イ 避難生活の状況 

 世帯番号６、７の一審原告らは、１６日から２１日まで中央区（住所

省略）所在のホテルに泊まり、同日から２３日まで品川区所在のホテル

に泊まった。その後、世帯番号７の一審原告らは、同一審原告らの将来

の生活のためには、一審原告７－１が仕事を放棄する訳にはいかないこ

と、いわき市の自宅においては、親類と近所付き合いがあること、長年

の念願だった自宅を放棄する気持ちにはならなかったことから、本件事

故時住所地に戻った。他方、一審原告６－１は、一審原告６－２・３は

幼いので、放射性物質による汚染にさらす訳にはいかないと考え、４月

１日まで、品川区（住所省略）所在の知人宅に世話になり、同日、品川

区（住所省略）所在のウィークリーマンションに移り、そこで東京に再

度向かった世帯番号７の一審原告らと合流したが、金銭的な問題から、

４月８日、Ｇホテルに避難した。世帯番号６、７の一審原告らは、全員

で避難を継続することを望んでいたが、上記で述べた理由から、世帯番

号７の一審原告らは、同日、いわき市の自宅に戻った。一審原告６－２・

３は、ここでようやく小学校に通うことができた。一審原告６－１は、

避難先のホテルで一審被告東電の担当者から賠償に関する書類を受領し、

必要書類に記入をしたものの、後日、一審被告東電から、政府が指定し
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た避難区域外なので賠償金は支払われない旨の手紙による連絡があった。

Ｇホテルは、６月３０日で閉鎖され、世帯番号６の一審原告らは、同日、

Ｈホテルに避難し、７月２１日、Ｄ住宅に避難した。（甲ニ７の２～４） 

 一審原告６－１は、放射性物質によって汚染されたいわき市の自宅に

存在する物を使うことは、世帯番号６の一審原告らの健康のためにはで

きないと考え、避難生活中である平成２３年４月頃から平成２５年３月

までに家具、家電製品、寝具・寝室用品、浴室用品、食器・台所用品、

日常生活のために必要な備品、靴、医療品、おもちゃ、学用品等を購入

した。（甲ニ６の２） 

  一審原告６－１は、一審原告６－２・３につき、避難生活により学校

に通わせることができない時期があったり、避難生活のストレスから学

習に影響が生じ学力が低下するようになったりしたと考え、それらの対

応のため、一審原告６－２・３に公文を習わせた。また、一審原告６－

１は、避難によってつらい思いをしている一審原告６－３の希望を叶え

てやりたいと考え、バイオリンを習わせ始め、そのための費用や月謝を

負担した。 

  一審原告６－１は、平成２４年８月２１日、一審原告６－２・３の甲

状腺検査（先行検査１回目と推認できる（丙ニ共２）。）のため、（住所省

略）から（住所省略）まで東京メトロを用いて、（住所省略）からいわき

市にＪＲの特急を用いて、Ｊセンターに赴いた。 

  一審原告６－１は、国の指定した検査機関では不安であると感じ、同

時期にボランティアで甲状腺検査をしてくれることを知り、横浜市（住

所省略）にあるクリニックまで電車で往復し、一審原告６－２・３に甲

状腺検査を受けさせた。また、一審原告６－１は、平成２６年２月頃、

（住所省略）にあるＫ医科大まで電車で往復し、一審原告６－２・３に

甲状腺検査を受けさせた。 



110 

  世帯番号６の一審原告らは、本件事故前は野菜等を購入していなかっ

たところ、避難後は食材を購入せざるを得なくなり食費の負担が増加し

た。また、世帯番号６、７の一審原告らは、家族別離となったことから、

雑費、水道光熱費及び家族間の連絡をとるための通信費の負担が、それ

ぞれ増加した。さらに、世帯番号６の一審原告らにおいては、本件事故

前は買い物等には自転車や徒歩で移動していたところ、避難後は公共交

通機関を利用しており、交通費の負担が増加した。 

 一審原告６－２・３は、本件事故後、好きな祖父母（世帯番号７の一

審原告ら）がおらず、慣れ親しんだ学校にも行けない暮らしになじむこ

とができず、精神的に不安定となり、避難して３年間は、既に小学生で

あるのにほとんど毎晩のように夜泣きをし、学校に行かなくなることも

あった。特に、一審原告６－２は、ほとんど友人を作れず、自分を卑下

するようになり、自信を失い、コミュニケーションにも問題を抱えてい

た。そこで、母である一審原告６－１は、一審原告６－２の学校に毎日

通い、進学先を相談するなど、それらの対応に追われた。一審原告６－

２・３は、祖父母（世帯番号７の一審原告ら）に会いたい気持ちを手紙、

電話、メールなどで、同人らに伝えることもあった。（甲ニ６の１４～１

７・２５～３６） 

  一審原告６－３は、避難中に何度か鼻血を出し、医者に受診したが、

粘膜が弱っているとの指摘がされたものの、本件事故による旨の説明を

受けたことはなかった。一審原告６－２・３は甲状腺検査での結果は、

当初はＡ１であったが、平成２７年９月頃、福島県及びＬ医科大学が実

施した甲状腺検査を受け、同年１０月６日付けで、Ａ２と判定され、甲

状腺にのう胞が認められたが、同検査結果であれば、二次検査の必要は

ないと判定された。検査結果の意味については、のう胞は一般的に多く

の人に認められるもので、通常、数は問題とされないこと、のう胞や結
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節は、時間の経過とともに、少しずつ大きさや数が変わることがあるの

で、次回の本格検査も受検するようにすべきとの結果説明がされた。（甲

ニ６の２３・２４）。 

  一審原告６－１は、平成２５年頃から、ママさんサークルの声かけで、

震災の体験を話したり、避難生活で感じた思いを歌にして歌ったりし、

歌の仕事を少しずつ再開し、月１０万円程度の収入を得ているが、経済

的に苦しい。（甲ニ６の１３） 

 世帯番号７の一審原告らは、平成２３年９月より前は高速バスで月１

回程度、同月以降は自家用車を運転して平成２４年３月まで７往復、同

年４月以降同年８月までは６往復、それ以降も概ね月１回程度、一審原

告６－２・３の面倒を見るために、片道３時間かけて高速道路を運転し、

世帯番号６の一審原告ら方を訪れている。 

ウ 本件事故時住所地の状況 

いわき市の自宅には、現在世帯番号７の一審原告らのみが居住している。 

いわき市の自宅の裏手の約１㎞の位置にはＭセンターがあり、そこには、

除染した土がフレコンバッグに詰められ、積まれている。 

いわき市の自宅敷地の平成２６年８月６日除染前の高さ１ｍの空間線量

率は０．０８ないし０．１１μＳｖ／ｈであったが、高さ１ｃｍの空間線

量率については１か所０．２８μＳｖ／ｈの場所があったため、除染がさ

れた。一審原告７－２は、平成２７年１月頃、いわき市の自宅の庭木をす

べて切ってもらい、本件事故前によく育てていた花の世話をしなくなった。

一審原告６－１は、いわき市の自宅の前の側溝は除染されていないので、

線量が高いと考えており、そのこともいわき市の自宅に帰宅できない理由

であると考えている。（甲ニ６の１１、７の９～１１・１３） 

２ 相当因果関係及び損害 

以上の認定事実を基に、世帯番号６、７の請求について検討する。 
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⑴ 避難と本件事故との相当因果関係 

 上記１⑵⑶のとおり、世帯番号６、７の一審原告らがいわき市の自宅から

避難を開始した理由は、放射性物質による汚染によって、自ら及び子や孫ら

の健康に対する被害の危険があり、本件事故が進展することによっても同様

の危険があると判断したことによるものである。また、世帯番号６の一審原

告らが避難を継続した理由は、それらの危険が存続していると判断したこと

による。そうすると、前記説示のとおり、世帯番号６、７の一審原告らの避

難開始及び世帯番号６の一審原告らについては平成２４年８月まで（子供及

び同伴家族）、一審原告７－１・２については平成２３年４月８日までの避難

継続は、本件事故と相当因果関係があると認められ、それ以降の避難継続に

は相当因果関係は認められない。 

⑵ 積極損害について 

ア 抽象的損害計算分について 

 生活費増加分について（一審原告６－１） 

前記説示のとおり、避難生活中の主たる家計負担者と推認される一審

原告６－１の慰謝料の増額事由として斟酌することが相当である。 

 避難交通費について（一審原告６－１） 

上記１⑵⑶のとおり、世帯番号６の一審原告らは、本件事故によって、

次のとおり避難をし、その費用を一審原告６－１が負担したと推認でき

るから、それに要した費用は同人の本件事故による損害と認められる。 

① ２１日 中央区（ホテル）から品川区（ホテル） 電車 

② ２３日 品川区から品川区（知人宅） 電車 

③ ４月１日 品川区から品川区（ウィークリーマンション） 電車 

④ ４月８日 品川区から千代田区（Ｇホテル） 電車 

⑥  ６月３０日 千代田区から港区（Ｈホテル） 電車 

⑦  ７月２１日 港区から千代田区（Ｄ住宅） 電車 
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そこで、これらに現実に要した額であるが、上記各地点の位置、距離

及び当該地区における当時の電車料金（公知の事実）からすると、①な

いし⑥を平均すると、大人１人１６０円、子供１人８０円と推認するこ

とができ、その合計額は１９２０円となる。 

（１６０円＋８０円×２）×６＝１９２０円 

 一時帰宅費用について（一審原告６－１） 

 一審原告６－１は、平成２４年から平成２９年までの間、一審原告６

－２・３とともに、年に１、２回いわき市の自宅に一時帰宅したと主張

し、これを裏付ける証拠として一審原告６－１の陳述書（甲ニ６の３７）

を提出する。しかし、同陳述書の記載によっても、一審原告６－１らが

平成２４年中のいつ頃に一時帰宅をしたのかは不明であり、同一審原告

らが、本件事故による合理的な避難期間と認められる同年 8 月末までに

一時帰宅をしたとは認めるに足りない（後記イ のとおり、世帯番号６

の一審原告らは、同年８月２１日、甲状腺検査のためにいわき市を訪問

しており、その際の交通費は損害として認容しているところ、同一審原

告らの主張する平成２４年中の一時帰宅が上記検査と同一の機会にされ

た可能性も否定できないというべきである。）。その他本件全証拠によっ

ても、世帯番号６の一審原告らが、平成２４年１月から同年８月末まで

の間、甲状腺検査とは別の機会に一時帰宅したことを認めるに足りない。

したがって、この点の請求は理由がない。 

    面会交通費（一審原告７－１）について 

 上記１⑶のとおり、世帯番号７の一審原告らは家族別離後８月まで月

１回程度、すなわち、少なくとも５回高速バスで、９月から平成２４年

８月まで１３回（同年３月までに７回、同年４月から同年８月までに６

回）、自家用車で世帯番号６の一審原告らの避難先を訪れ、その費用は一

審原告７－１が負担したと解される。そして、高速バス料金は、平成２
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９年８月において少なくとも片道３３５０円を要したことが認められ

（乙ニ７の２）、当時もそれと同程度であると推認できる。そうすると、

次のとおり、６万７０００円となる。 

 ３３５０×２（世帯番号７の一審原告ら２名分）×２×５＝６万７０

００ 

 自家用車によるときの費用については、前記第１の２⑵と同様の方法

で算出すると、次のとおり、１５万００３６円となる。 

１５×２１２．４×２×７（平成２３年９月～平成２４年３月） 

＋（１５×２１２．４＋５６００）×２×６（平成２４年４月～８月）

＝１５万００３６ 

イ 個別立証分について 

 家具家財購入費について（一審原告６－１） 

前記説示のとおり、家具家財購入費については、民事訴訟法２４８条

に基づき、同費用の負担者である一審原告６－１に１５万円の損害が生

じたものと認めるのが相当である。 

 甲状腺検査費用（一審原告６－１） 

上記１⑶によると、本件事故による避難継続が合理的と認められる時

点である平成２４年８月２１日、世帯番号６の一審原告らは、甲状腺検

査（先行検査）のためＪセンターを訪れ、一審原告６－１がその往復の

ための交通費を負担したと認められる。そして、甲ニ６の１、乙ニ７の

２及び弁論の全趣旨によると、当該交通費は、一審原告６－１の主張の

とおりと認められるから、その額は３万２７２０円となる。 

なお、一審原告６－１は、Ｎクリニック及びＫ医科大での甲状腺検査

のための交通費も本件事故による損害として請求するが、再度の検査を

必要とすべき具体的事情の主張立証がないから、この点については、本

件事故と相当因果関係のある損害であると認めるに足りない。 
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 習い事費用（一審原告６－１） 

前記認定の事情によっても、一審原告６－１が主張する習い事費用が

本件事故と相当因果関係のある損害であると認めるに足りず、他にこの

点を認めるに足りる証拠はない。 

 避難のための交通費について（一審原告７－１） 

上記１⑵⑶のとおり、世帯番号６、７の一審原告らは、１６日、本件

事故によって避難を開始し、タクシーで那須塩原に行き、那須塩原から

東京まで新幹線で移動したことが認められる。 

そして、甲ニ７の２によると、そのタクシー代は３万８１２０円であ

ると認められる。 

また、乙ニ７の１によると、平成２９年８月時点のその新幹線代は、

大人一人当たり６１１０円であると認められ、当時も同程度であったと

推認でき、子供はその半額程度の３０５０円であると推認できる。 

そうすると、交通費の総額は、次のとおり、６万２５５０円となる。 

３万８１２０＋６１１０×３＋３０５０×２＝６万２５５０ 

 宿泊費について（一審原告７－１） 

証拠（甲ニ６の３７、７の１４）によれば、世帯番号６、７の一審原

告らは、大人３人及び子供２人で、１６日から２１日までの５泊、中央

区（住所省略）所在のホテルに泊まり、２１日から２３日までの２泊、

品川区所在のホテルに泊まり、一審原告７－１において宿泊費としてそ

れぞれ１１万円（５５００円×５人×４泊（甲ニ７の１４に基づき４泊

分を相当と認める。））及び８万円（８０００円×５人×２泊）を支払っ

たこと、４月１日から８日までの８日間、品川区（住所省略）駅前所在

のウィークリーマンションに滞在し、一審原告７－１においてその費用

として４万円程度を支払ったこと（金額を裏付ける客観的証拠はないも

のの、１室１日５０００円程度との一審原告６－１の陳述内容（甲ニ１
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６の３７）は、（住所省略）駅前という施設の立地や一般的な相場等に照

らし合理的である。）が認められ、これらの費用は本件事故による避難の

ための宿泊費と認められる。したがって、本件事故と相当因果関係のあ

る宿泊費は、２３万円（＝１１万円＋８万円＋４万円）と算定され、同

額が一審原告７－１の損害となる。 

 食費について（一審原告７－１） 

この点について具体的に認めるに足りる証拠はなく、生活費増加分に

おいて考慮することとする。 

⑶ 一審原告６－１の休業損害について 

 一審原告６－１は、本件事故前にはピアノバーで歌手としてパートタイム

で働いていたところ、本件事故の影響で店舗が休業に追い込まれ、それによ

り職を失ったとして、歌手としての稼働を再開するまでの休業損害（平成２

３年４月から平成２５年１２月までの分）を請求する。しかし、一審原告６

－１が本件事故前に稼働していたピアノバーが休業した原因が、本件震災で

はなく本件事故によるものであることを認めるに足りる証拠はない。また、

一審原告６－１は、原審での本人尋問において、同人の勤務先店舗は本件事

故後に営業を再開したものの、営業形態をピアノバーからイタリアンレスト

ランに変更したため、同店舗での歌手としての職を失ったことを自認してお

り、かかる事実に照らせば、そもそも一審原告６－１が上記店舗での歌手と

しての職を失ったのは、店舗の営業形態の変更によるものであって、本件事

故によるものとは認められない。さらに、証拠（乙ニ６の２）によれば、一

審原告６－１は、平成２３年５月以降、各地でのライブに歌手として出演し、

平成２５年３月までの２年弱の間に少なくとも１５件のライブに出演したこ

とが認められ（なお、上記ライブには震災復興支援コンサートやチャリティ

コンサートが含まれており、一審原告６－１が上記ライブで出演料等の対価

を得ていたかは判然としない。）、かかる事実によれば、一審原告６－１が平
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成２５年１２月まで歌手として稼働できなかった事実も認められない。 

そうすると、一審原告６－１が本件事故によって休業を余儀なくされた事

実を認めることはできないから、休業損害に係る一審原告６－１の請求は理

由がない。 

⑷ 慰謝料について 

上記１の認定事実によれば、世帯番号６の一審原告らは、本件事故と相当

因果関係のある避難開始及び平成２４年８月までの避難継続並びにこれに伴

う世帯番号７の一審原告らとの家族別離により相当の精神的苦痛を被ったも

のと認められ、世帯番号７の一審原告らについても、避難開始及び平成２３

年４月８日までの避難継続並びに世帯番号６の一審原告らの避難継続に伴う

家族別離により、相当の精神的苦痛を被ったものと認められる。加えて、一

審原告６－２・３は、新たな環境になじめず、精神的に不安定となり、小学

生であるのに毎日のように夜泣きをし、学校へ行かなくなるなどしたもので

あって、同人らは本件事故によって特に強い精神的苦痛を受けたものといえ

る。 

以上の点を中心に、本件に現れた一切の事情を考慮し、また前記のとおり

一審原告６－１について生活費増加分の負担を余儀なくされたことを慰謝料

の増額事由として考慮すると、本件事故による世帯番号６、７の一審原告ら

に係る精神的苦痛に対する慰謝料は、以下の金額を認めることが相当である。 

一審原告６－１：６０万円 

一審原告６－２・３：各７０万円 

一審原告７－１・２：各３０万円 

⑸ 小計 

一審原告６－１：７８万４６４０円（６０万円＋１９２０円＋３万２７２

０円＋１５万円） 

一審原告６－２・３：各７０万円 
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一審原告７－１：８０万９５８６円（３０万円＋６万７０００円＋１５万

００３６円＋６万２５５０円＋２３万円） 

一審原告７－２：３０万円 

３ 既払額、弁護士費用及び結論 

⑴ 既払額 

一審原告６－１、一審原告７－１・２：各１２万円（うち慰謝料分８万円、

実費賠償分４万円） 

一審原告６－２・３：各７２万円（うち慰謝料分４８万円、実費賠償分２

４万円） 

上記２で説示したとおり、世帯番号６及び７の一審原告らの損害のうち慰

謝料以外のものは、①避難交通費として１９２０円（一審原告６－１）、６万

２５５０円（一審原告７－１）、②面会交通費２１万７０３６円（一審原告７

－１）、③甲状腺検査費用（交通費）３万２７２０円（一審原告６－１）、④

宿泊費２３万円（一審原告７－１）、⑤家具家財購入費１５万円（一審原告６

－１）であるところ、このうち①④は世帯番号６・７の一審原告らの避難に

伴い世帯に生じた実費と認められ、かつ当該移動や宿泊をした世帯構成員全

員が本来負担すべき費用を一審原告６－１、一審原告７－１が代表して負担

したものと認められるから、各人に支払われた実費分の賠償金は、世帯構成

員のいずれに支払われたかを問わず、発生した上記費用に充当すべきである。

また、③⑤については、避難に伴い世帯番号６の一審原告らに生じた実費と

認められるから、同一審原告らに支払われた実費分の賠償金をその支払に充

当することが相当である。同様に、②については、世帯番号７の一審原告ら

に生じた実費と認められるから、同一審原告らに支払われた実費分の賠償金

をその支払に充当すべきである。 

したがって、一審原告６－１の支出分１８万４６４０円（上記①（１９２

０円）＋③＋⑤）にまず同人に対する実費賠償金４万円を充当し、残額１４



119 

万４６４０円には、一審原告６－２・３に対する実費賠償金（各２４万円）

から等分に充当することが相当である（各７万２３２０円を充当）。また、一

審原告７－１の支出分５０万９５８６円（上記①（６万２５５０円）＋②＋

④）については、まず一審原告７－１・２が負担すべき②（面会交通費）に

は、同人らに対する実費賠償金各４万円（合計８万円）を充当すべきである。

次に、①と④（合計２９万２５５０円）には、一審原告６－２・３に対する

実費賠償金の残額（各１６万７６８０円）から等分に充当することが相当で

ある（各１４万６２７５円を充当）。 

⑵ 弁護士費用を除く損害 

上記⑴を踏まえると、一審被告東電の一部弁済を充当した各人の損害残額

は次のとおりとなる。 

一審原告６－１：５２万円（＝７８万４６４０円－４万円－１４万４６４

０円－８万円） 

一審原告６－２・３：各２２万円（＝７０万円－４８万円） 

一審原告７－１：３５万７０３６円（＝８０万９５８６円－４万円×２－

２９万２５５０円－８万円【慰謝料分】） 

一審原告７－２：２２万円（＝３０万円－８万円） 

⑶ 弁護士費用 

一審原告６－１：５万円 

一審原告６－２・３：各２万円 

一審原告７－１：４万円 

一審原告７－２：２万円 

⑷ 結論 

一審原告６－１：５７万円 

一審原告６－２・３：各２４万円 

一審原告７－１：３９万７０３６円 
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一審原告７－２：２４万円 

第６ 世帯番号９の一審原告ら（一審原告９－１～６）について 

１ 認定事実 

 証拠（甲ニ９の１～９の２０（孫番があるものはそれも含む。以下同じ。）、

一審原告９－１）及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。なお、

この項において特に証拠を摘示しない場合は、甲ニ９の１、一審原告９－１及

び弁論の全趣旨によって認定した。 

⑴ 世帯構成及び本件事故前の生活状況等 

ア 一審原告９－１（本件事故時５２歳）は、東京都で生まれ、一時期埼玉

県やオーストラリアで暮らしたが、２７歳の頃から東京都内で不動産業に

携わり、平成７年頃に独立し、東京都渋谷区で不動産業を営む会社を経営

している。一審原告９－１は、平成元年、フィリピン人である一審原告９

－２（本件事故時４３歳）と結婚し、平成元年に長男、平成６年に二男、

平成９年に長女（一審原告９－３。本件事故時１３歳）、平成１２年に三男

（一審原告９－４。本件事故時１１歳）、平成１４年に二女（一審原告９－

５。本件事故時８歳）、平成１５年に三女（一審原告９－６。本件事故時７

歳）をもうけた。一審原告９－１は都会で生まれ育ったが、自然豊かな地

方に大きな憧れを持っており、自分の子らは、自然の豊かな地方でのびの

びと育てたいと考えていて、また大家族に憧れており、そのような大家族

を育てるには経済的にも地方が良いと考えていたので、平成５年、一審原

告９－２と長男を連れて、東京からのアクセスもよく、土地も安いいわき

市に本拠を移し、一審原告９－１のみ、平日は引き続き東京で単身赴任の

生活をし、週末になるといわき市の自宅に帰るという生活を、本件事故ま

で続けた。一審原告９－１の父及び母（亡一審原告９－７。本件事故時８

７歳）は、埼玉県に住んでいたが、家を売って、一審原告９－１～６とと

もに、いわき市に移住した。一審原告９－１は、平成２１年に、いわき市
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内に一軒家の自宅を購入したが、そこは、７ＬＤＫと広く、オール電化の

システムを備えており、高齢の両親のためにバリアフリーの造りとなって

いた。本件事故当時、一審原告９－１の住民票上の住所は、いわき市内の

自宅であった。（甲ニ９の２～１０、一審原告９－１本人） 

イ 一審原告９－１・２は、６人の子に恵まれ、長男、二男及び一審原告９

－３～６も、川泳ぎ、海泳、山登りなどのアウトドアライフを楽しみ、柔

道、サッカー、ソフトテニス、剣道などのスポーツをしたり、習い事をし

たりして、自然豊かないわき市でのびのび育った。一審原告９－１は、毎

週金曜日の夜高速バスでいわき市に帰り、日曜日の夜か月曜の早朝に東京

に戻るという生活をしていたが、同人は、それをとても楽しみにしていた。 

  一審原告９－２は、いわき市の人たちや子供たちを、自宅に招いたり、

公民館を借りて英会話学校を開いたり、生徒の自宅に出張して英会話の家

庭教師をしたりと、ほぼ毎日のように英会話を教える仕事をしていた。一

審原告９－２は、いわき市では多くの知り合いができ、地域の人々にとて

も大事にされていた。一審原告９－２も、英会話を教えることがとても楽

しみで、生きがいの一つとなっていた。 

  一審原告９－１の父は、平成２２年に死亡した。一審原告９－１の母で

ある亡一審原告９－７は、二世帯住宅であった自宅の２階部分で生活して

いた。 

⑵ 避難開始の経緯  

 本件事故当時、一審原告９－１は、平日は東京で仕事をし、週末、本件事

故時住所地に帰る生活をし、一審原告９－２、長男、二男及び一審原告９－

３～６は本件事故時住所地で生活していた。亡一審原告９－７は、人工股関

節置換術を受けた後病院で入院し、リハビリを受けていて、一週間ほどで退

院できる見込みであった。一審原告９－１は、１２日、本件事故が起こった

ことを知り、放射性物質による汚染や本件原発事故の進展を恐れ、一審原告
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９－２に避難を促した。一審原告９－２も、同じ考えの下、長男、二男及び

一審原告９－３～６を自家用車に乗せて避難を試みたものの、ガソリンを入

手することができず、途中で自宅に戻った。１３日、亡一審原告９－７の入

院先から一審原告９－２に、亡一審原告９－７を引き取りに来てほしいとの

連絡があったので、一審原告９－２はこれに従い、亡一審原告９－７を引き

取った。一審原告９－１は、電話で、一審原告９－２にガソリンの入手先を

教え、速やかに避難するように伝えた。 

⑶ 避難後の経緯 

 ア 避難経路の概略 

 世帯番号９の一審原告ら主張のとおりである（ただし、６．３０～７．

２１に亡一審原告９－７が都内の老健施設に入った点を除く（その点を認

めるに足りる証拠はない。））。 

 イ 避難生活の状況 

 一審原告９－２は、１４日午後１時３０分頃、長男、二男、一審原告

９－３～６及び亡一審原告９－７を乗せて、自家用車を運転し、一般道

を通って東京都渋谷区の一審原告９－１の自宅兼事務所に避難した。そ

の際、一審原告９－２は、当時、高速道路は閉鎖されていたので、一般

道を通って東京まで来たが、ガソリンを保たせるために、神経を使って

運転し、約１２時間かけて、午前０時過ぎに東京の一審原告９－１宅に

到着した。当面は、長男、二男及び世帯番号９の一審原告らは、一審原

告９－１の経営する会社の事務所で過ごすこととなったものの、その広

さは約５坪であり、その後長男の交際相手も合流し、１０人ほどが一緒

に生活することになったため、ストレスからけんかが絶えなくなった。

そこで、二男はいわき市に帰り、世帯番号９の一審原告ら及び長男は、

３１日以降避難所であるＩで生活した。一審原告９－３～６は、江東区

にあるＯに預けられ、中学校及び小学校に通った。一審原告９－２・３
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及び亡一審原告９－７は、５月上旬頃、Ｇホテルに移った。長男は、そ

の直前、いわき市で通っていた専門学校が再開されたため、交際相手と

ともにいわき市に帰った。一審原告９－４～６も、Ｇホテルに合流し、

千代田区の小学校に通った。この頃、一審原告９－４～６は、本件事故

前にしていたスポーツや習い事ができなくなったこともあり、不安やス

トレスを感じ、落ち着きがなくなった。６月３０日にＧホテルが閉鎖さ

れ、一審原告９－２～６及び亡一審原告９－７は、避難所であるＰに移

った。この頃になると、亡一審原告９－７の体調が悪化し、ストレスか

ら、一審原告９－２に当たるなどして、亡一審原告９－７と一審原告９

－２がけんかとなることが多くなった。一審原告９－２～６及び亡一審

原告９－７は、７月２１日、Ｄ住宅に入居し、一審原告９－４～６は千

代田区内の他の小学校に転校した。 

 一審原告９－１・２らは、いわき市で暮らしている二男に会うために、

平成２４年３月頃までは高速道路の利用料金が無料であったので１か月

に２回位帰っていて、その後区域外避難者は高速道路の無料化措置が打

ち切られたため、平成２４年４月以降は、高速道路料金を負担し、２か

月に１回程度一時帰宅をしている。往復のガソリン代は３０００円を下

らず、高速料金は、往復で１万円を下らない（一審原告９－１自身が陳

述及び供述する（甲ニ９の１、一審原告９－１）限度で認定する。）。な

お、同費用は一審原告９－１が負担した。 

  世帯番号９の一審原告らが避難後に暮らしている東京都においては、

いわき市と比べて物価が高く、受験競争が厳しく、塾に通わせることが

一般的であって、教育費がかかるため、生活費が増加している。 

 亡一審原告９－７は、避難後、体調を崩し、精神的にも不安定となり、

Ｉに避難していた頃は脱水症になり、救急車で病院に運ばれたこともあ

った。Ｄ住宅に移転した後、自分の思い通りにならないと家族に暴力を
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振るうようになり、平成２５年２月から、八王子市内の介護施設に入所

した。亡一審原告９－７は、同年１１月、施設内で転倒して背骨を骨折

し、入院を余儀なくされ、ほどなく寝たきりとなり、平成▲年▲月▲日、

肺炎をこじらせ、９１歳で死亡した。なお、亡一審原告９－７の権利義

務は、すべて一審原告９－１が相続した（甲ニ９の２０）。 

  一審原告９－３～６は、避難生活による度重なる転校で、学校になか

なか馴染めず、つらい思いをした。 

  一審原告９－２は、本件事故により、いわき市の人々に英会話を教え

る活動もできなくなり、たくさんいた知人との付き合いも、長引く避難

生活のために途絶えてしまった。 

ウ 本件事故時住所地の状況 

 二男がいわき市に帰った際に、本件事故時住所地所在の自宅に一時居住

をしていたことがあった。その後、一審原告９－１は、経済的に維持する

ことができなかったため、同自宅を売却した。 

２ 相当因果関係及び損害 

⑴ 避難と本件事故との相当因果関係 

上記１のとおり、一審原告９－１を除く世帯番号９の一審原告らがいわき

市の自宅から避難を開始した理由は、放射性物質の汚染によって自ら及び子

らの健康に対する被害の危険があり、本件事故が進展することによっても同

様の危険があると判断したことによるものである。また、世帯番号９の一審

原告らが避難を継続した理由は、それらの危険が存続していると判断したこ

とによる。そうすると、前記説示のとおり、世帯番号９の一審原告らの避難

開始及び一審原告９－２～６につき平成２４年８月までの避難継続（子供及

び同伴家族）は、本件事故と相当因果関係があると認められ、それ以降の避

難継続には相当因果関係は認められない。 

なお、一審被告東電は、一審原告９－１は、家族でいわき市に転居した平
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成５年以降も、東京で不動産会社を経営し、平日は東京で単身赴任の生活を

していたのであり、本件事故発生時にも東京にいたのであるから、一審原告

９－１の生活の本拠は東京都であって、本件事故により避難をした事実は認

められない旨主張する。確かに、一審原告９－１は、東京で会社を経営し、

平日は東京で単身赴任をしていたことは前記認定のとおりである。しかし、

一審原告９－１は、いわき市に自宅を所有し、住民登録も同所にしていたこ

と、同人の家族は全員いわき市の自宅で生活し、一審原告９－１は毎週末い

わき市の自宅に戻り家族と過ごしていたこと（上記１⑴ア）に照らせば、一

審原告９－１についても、本件事故により、いわき市の自宅に戻ることが困

難となり、他の家族と同様に避難の継続を余儀なくされたと同等に評価する

のが相当である。したがって、一審被告東電の上記主張は採用できない。 

⑵ 積極損害（抽象的損害計算分）について 

ア 避難交通費について 

上記１⑵⑶のとおり、世帯番号９の一審原告らは、本件事故によって、

次のとおり避難をし、その費用を一審原告９－２が負担したと推認できる

から、当該費用は、同人の本件事故による損害と認められる。 

 １４日 いわき市から渋谷区（一審原告９－１の自宅兼事務所） 自

家用車（一般道） 

 ３１日 渋谷区から江東区（Ｉ） 自家用車 

 ５月上旬頃 江東区から千代田区（Ｇホテル） 自家用車 

 ６月３０日 千代田区から千代田区（Ｐ） 自家用車 

 ７月２１日 千代田区から千代田区（Ｄ住宅）（一審原告９－２～６） 

自家用車 

そこで、これらに現実に要した費用であるが、 については一般道を走

行したと認められ、 ないし についても、前記第１の２⑵と同様に、ガ

ソリン代だけで算出することとする。そして乙ニ２の３・４、乙ニ９の１
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～３によると、 が２０５．２㎞程度、 が１１．５㎞程度、 が１．４

㎞、 が２．１㎞であると認められ、位置関係（乙ニ２の４参照）からし

て は と同程度の距離と推認できるから、１㎞当たりのガソリン代１５

円で算出すると、次のとおり３４７５円となる。 

１５×（２０５．２＋１１．５×２＋１．４＋２．１）＝３４７５（小

数点以下切捨て） 

イ 一時帰宅費用 

 上記１⑶のとおり、一審原告９－１・２らは、本件事故によって家族別

離となったため、いわき市に住む未成年者である二男と会うために４月か

ら平成２４年３月までに１か月当たり２度の合計２４回いわき市を訪れ、

一審原告９－１において少なくとも１往復当たり３０００円のガソリン

代を負担し、平成２４年４月から本件事故と相当因果関係がある避難期間

である同年８月までに２か月に１度の合計２回いわき市を訪れ、一審原告

９－１において少なくとも１往復当たり１万円の高速料金及び３０００

円のガソリン代の合計１万３０００円を負担したものであるところ（甲ニ

９の１）、これは、本件事故に基づく避難によって発生した費用と認められ、

その額は次のとおり９万８０００円となる。なお、以上の一審原告９－１

が負担した費用とは別に、一審原告９－２が一時帰宅のための費用を負担

したと認めるに足りる証拠はない。 

３０００×２４＋１万３０００×２＝９万８０００ 

⑶ 慰謝料について 

上記１の認定事実によれば、世帯番号９の一審原告ら（亡一審原告９－７

を含む。）は、本件事故と相当因果関係のある避難開始及び一審原告９－２～

６につき平成２４年８月までの避難継続並びにこれに伴う長男及び二男との

家族別離により相当の精神的苦痛を被ったものと認められる。なお、亡一審

原告９－７は、避難生活中に死亡したものであるが、前記認定の経過によっ
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ても、その死亡が本件事故による避難に基づくものであることを認めるに足

りず、他にこれを認めるに足りる証拠はないので、慰謝料の算定においてこ

の点の斟酌はしない。 

以上の点を中心に、本件に現れた一切の事情を考慮し、また前記のとおり

主たる家計負担者と推認される一審原告９－１について、生活費増加分の負

担を余儀なくされたことを慰謝料の増額事由として斟酌すると、本件事故に

よる世帯番号９の一審原告らの精神的苦痛に対する慰謝料は、以下の金額を

認めることが相当である。 

一審原告９－１：４０万円 

一審原告９－２：６０万円 

一審原告９－３～６：各７０万円 

亡一審原告９－７：４０万円 

⑷ 小計 

一審原告９－１：４９万８０００円（４０万円＋９万８０００円） 

一審原告９－２：６０万３４７５円（６０万円＋３４７５円） 

一審原告９－３～６：各７０万円 

亡一審原告９－７：４０万円 

３ 既払額、弁護士費用及び結論 

⑴ 既払額 

一審原告９－１・２、亡一審原告９－７：各１２万円（うち慰謝料分８万

円、実費賠償分４万円） 

一審原告９－３～６：各７２万円（うち慰謝料分４８万円、実費賠償分２

４万円） 

上記２のとおり、一審原告９－１は一時帰宅費用として９万８０００円を、

一審原告９－２は避難交通費として３４７５円をそれぞれ負担しているとこ

ろ、これらは避難に伴い世帯に生じた実費であり、かつ当該移動をした世帯
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構成員全員が本来負担すべき費用を一審原告９－１・２が代表して負担した

ものと認められるから、各人に支払われた実費分の賠償金は、世帯構成員の

いずれに支払われたかを問わず、発生した上記費用に充当すべきである。 

そうすると、一審原告９－２の負担した避難交通費３４７５円については、

同人の実費賠償金（４万円）の一部を充当すべきである。また、一審原告９

－１の負担した一時帰宅費用９万８０００円については、まず同人の実費賠

償金４万円を、次に一審原告９－２の実費賠償金の残額（３万６５２５円）

をそれぞれ充当し、充当後の残額２万１４７５円（９万８０００円－４万円

－３万６５２５円）について、亡一審原告９－７の実費賠償金の一部を充当

することとする。 

⑵ 弁護士費用を除く損害額 

一審原告９－１（相続した亡一審原告９－７分を含む）：６４万円（＝４９

万８０００円－８万円－（４万円＋３万６５２５円＋２万１４７５円）

＋（４０万円－８万円）【亡一審原告９－７分】） 

一審原告９－２：５２万円（＝６０万３４７５円－３４７５円－８万円） 

一審原告９－３～６：各２２万円（＝７０万円－４８万円） 

⑶ 弁護士費用 

一審原告９－１：６万円 

一審原告９－２：５万円 

一審原告９－３～６：各２万円 

⑷ 結論 

一審原告９－１：７０万円 

一審原告９－２：５７万円 

一審原告９－３～６：各２４万円 

第７ 世帯番号１０、１１の一審原告ら（一審原告１０－１・２及び一審原告１１）
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について 

１ 認定事実 

 証拠（甲ニ１０の１～１０の２８（孫番が存在するものはそれぞれをすべて

含む。以下同じ。）、甲ニ１１の１～３、一審原告１０－１、一審原告１１－１）

及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。なお、この項において

特に証拠を摘示しない場合は、甲ニ１０の１、１１の１、一審原告１０－１、

一審原告１１－１及び弁論の全趣旨によって認定した。 

⑴ 世帯構成及び本件事故前の生活状況等 

ア 一審原告１１（本件事故時３２歳）は、いわき市で生まれ、そこで高校

を卒業後、いわき市の工場に勤務していた。一審原告１０－１（本件事故

時３２歳）は、幼少時にいわき市に引っ越し、そこで高校を卒業後、美容

学校を経て、いわき市の美容室に勤めた後、東京の美容室に勤め、２９歳

の頃一審原告１１と結婚した。一審原告１０－１は、いわき市で開業する

ために３１歳の頃いわき市に戻り、一審原告１１と同居した。一審原告１

０－１と一審原告１１は、平成２２年長女である一審原告１０－２（本件

事故時生後１１か月）をもうけた。一審原告１０－１・２及び一審原告１

１は、一審原告１０－１の実家で、一審原告１０－１の両親、祖父母と同

居した。 

イ 一審原告１０－１及び一審原告１１の夢は、それぞれの家族が多くいる

いわき市で、ガレージ付きの家を建て、そこで、一審原告１０－１が美容

室を開き、一審原告１１がガレージで趣味のバイクいじりをすることであ

った。一審原告１０－１は、出産後、本格的に美容室の開業を準備するた

め、まず実家から独立し、１年間賃貸アパートを借り、その間に家を建て

ることとし、家具を買いそろえ、３月１２日に賃貸借契約を締結する予定

としていた。 

  一審原告１０－１及び一審原告１１の家族や親類は、仲が良く、毎日親
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類が実家に来て、一審原告１０－２に話しかけたり、日曜日になると２世

帯の親類が集まったりと、とにかく人が集まる、賑やかな笑いの絶えない

環境であった。地元には友人が多く、交流も頻繁であった。（甲ニ１０の１

６・１９、１１の２・３） 

⑵ 避難開始の経緯 

 １４日、本件原発の３号機水素爆発が起こったため、一審原告１０－１の

両親、世帯番号１０、１１の一審原告らは、一審原告１０－２に対する放射

線の影響から健康を守るため、避難しようとしたが、一審原告１０－１の祖

父母が反対をしたため、一審原告１０－１の両親はいわき市に残ることとな

った。一審原告１１の両親も同様の理由で、その時点では避難をしなかった。

そこで、世帯番号１０、１１の一審原告らのみで避難を開始した。 

 ⑶ 避難後の経緯 

ア 避難経路の概略 

 世帯番号１０、１１の一審原告ら主張のとおりである（ただし、１１月

１８日の移動は自転車による（甲ニ１０の１）。）。 

 イ 避難生活の状況 

 世帯番号１０、１１の一審原告らは、１４日、郡山市所在の一審原告

１０－１の父のアパートで１泊し、１５日と１６日、埼玉県幸手市の一

審原告１０－１の母の実家で２泊したが、１７日に一審原告１１の兄家

族が合流し総勢１１人となり、手狭なためすぐに場所を移らなければな

らなかった。１７日から２８日までは、一審原告１０－１が以前勤めて

いた会社を頼りに、足立区（住所省略）のアパートに自動車で避難した。

一審原告１１は、４月上旬、仕事の都合でいわき市に戻った。一審原告

１０－１・２は、４月２８日から６月３０日までＧホテルに自動車で避

難した。一審原告１０－１は、一審原告１０－２が離乳食の時期だった

ので、食事の調達にとても苦労した。同日から１１月１８日までは、江
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戸川区（住所省略）のホテルのツインルームに自動車で避難した。一審

原告１０－１・２は、１１月１８日、自転車で江戸川区の都営住宅に移

った。生活費は、一審原告１１の給料と一審原告１０－１・一審原告１

１の貯金を崩して充てた。（甲ニ１０の５～９・１７・１８） 

 一審原告１０－１及び一審原告１１は、４月上旬以降家族別離となっ

たため、避難に際して、家具、家電、ベビーカー、おもちゃ、日用品等

を購入した（甲ニ１０の２）。 

 一審原告１０－１は、初めての子育てを両親や夫の手助けなく行って

おり、精神的、肉体的に負担が大きかったものの、生活のため、平成２

３年夏頃からパートを始めた。一審原告１０－１は、環境の変化が大き

かったため、精神的に追い詰められたり、つらくなったりした時期も多

く、一審原告１０－２に声を荒げて怒ったり、感情的になったり、手を

上げたりしたこともあった。 

  一審原告１０－１は、平成２４年４月に    その後精神的に不安

定となり、仕事を休むようになり、最終的には退職し、同年７月から心

療内科に通った。一審原告１０－１は、同年１２月１９日、不安抑うつ

状態と診断され、「現在の住環境が状態を悪化させており、生活環境の調

整が必要であることを認める。（転地療養の必要性を認める。）」との所見

が示された。また、平成２６年１月２９日には、「頭痛（心身症）」と診

断され、「平成２３年３月１１日の地震と原発事故をキッカケに、不安感・

イライラ感・意欲の低下・不眠など精神症状を認め不安定になっている。

頭痛や倦怠感などの身体症状もあり、身体症状は心理社会的要因が増悪

に関わっていると判断する。東京に転居しているが、放射線量が高く、

そのこと自体が身体面、精神面の増悪に影響していると考える。転地療

養することで、症状の改善に繋がる可能性はあると考える。また、連日

の子供の自宅保育は困難なこともあると予測される。子供を保育園に預
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けた方が望ましいと考える。」との所見が示された。一審原告１０－１は、

平成２６年に妊娠したが、     をした。それらの事情から、医師

の示唆もあって、一審原告１０－１は、保養プログラムを何度か利用し

た。（甲ニ１０の３・４・２８） 

  一審原告１０－２は、平成２３年暮れ頃、大量の鼻血を出したことが

あった。一審原告１０－２について、平成２５年１２月及び平成２７年

１０月に内部被ばくの検査をしたところ、セシウム１３７が微量ながら

検出され、平成２７年１０月の検査値の方が高かった。一審原告１０－

１及び一審原告１１は、上記の検査結果について、一審原告１０－１・

２がいわき市の一審原告１１方に帰る頻度が多くなったことが原因では

ないかと考えている。また、世帯番号１０、１１の一審原告らは、平成

２５年３月・８月に甲状腺検査を受けたところ、一審原告１０－２は異

常がなかったが、一審原告１０－１はＢ判定、一審原告１１はＡ２判定

であった。（甲ニ１０の２２～２４） 

  一審原告１０－１は、平成２７年初め頃から週２回程度のパートを再

開した。 

  世帯番号１０と世帯番号１１の一審原告らは、互いに定期的に行き来

をし、概ね月に３、４回会っていた。一審原告１０－２は、父親である

一審原告１１を慕っており、月に３、４回しか会えないことを寂しく思

っていた。 

  一審原告１０－１と一審原告１１は、平成２８年、子をもうけ、平成

２９年４月から、名古屋市で同居するようになり、家族別離は解消した。 

 （甲ニ１０の３・４・１０～１３・２８） 

 一審原告１０－１と一審原告１１は、家族別離をしていたため、双方

の食費、光熱費、通信費など生活費が増加し、世帯番号１０の一審原告

らの生活費は、東京の物価がいわき市の物価より高かったため増加した。 
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  一審原告１０－１が働くに際し、本件事故前であれば、両親や祖父母

に一審原告１０－２を見てもらうことが可能であったが、避難先では見

てもらうことができないため、保育料の負担を余儀なくされた。一審原

告１０－１は、上記のとおり、心療内科に通い、医療費を負担している

（甲ニ１０の３・４）。 

  一審原告１１は、月２、３回、少なくとも年約３０回、自家用車で一

審原告１０－１・２に会いに東京に訪れ、世帯番号１０の一審原告らは、

平成２５年末までに電車で合計８回程度、平成２６年からは毎月１回程

度いわき市に帰り、一審原告１１らと会っている。 

  一審原告１０－１は、保養のため、平成２４年６月頃、両親及び一審

原告１０－２とともにロマンスカーで（住所省略）を訪れ、同年９月頃

一審原告１１及び一審原告１０－２とともに３泊沖縄に滞在し、平成２

５年９月頃、一審原告１１及び一審原告１０－２とともに大分県に滞在

した。また、平成２６年１月、一審原告１０－２とともにハワイに滞在

し、同年１０月頃、一審原告１０－２とともに北海道に滞在し、平成２

７年２月頃、一審原告１１及び一審原告１０－２とともに熱海に滞在し

た。 

 一審原告１１は、世帯番号１０の一審原告らと家族別離をすることへ

の不安が大きかったが、収入を得るため、やむなくいわき市に戻り、賃

借予定であった部屋に一人で暮らし、かねてから勤務していた工場での

勤務を再開した。 

  一審原告１１は、平成２８年１０月まで、月に２、３回、少なくとも

年間３０回、工場の休みの日に自家用車を運転して、東京の世帯番号１

０の一審原告らの下を訪れ、１、２泊して、翌々日の昼間にいわき市に

戻って夜勤に入るという生活を続けていた。体力的に大変疲れるが、家

族のためにはやむを得ないと考えて実行していた。 
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  一審原告１１は、平成２８年１１月名古屋へ転勤となり、世帯番号１

０の一審原告らは、平成２９年４月１日から名古屋に転居し、一審原告

１１との家族別離は解消した。 

ウ 本件事故時住所地の状況 

一審原告１１は、線量計を買って、実際に一審原告１１の実家周辺や一

審原告１１が居住するいわき市内のマンション周辺で空間放射線量率を

計ったところ、東京都におけるものより高く、年間１ｍＳｖを超える位の

線量となるところもあった。 

また、一審原告１０－１が、いわき市のモニタリングポストの近くで空

間線量を計ったところ、モニタリングポストで表示されているものより高

い数値が出たことがあった。（甲ニ１０の２５・２６） 

２ 相当因果関係及び損害 

 以上の認定事実を基に、世帯番号１０、１１の一審原告らの請求について検

討する。 

 ⑴ 避難と本件事故との相当因果関係 

 上記１のとおり、世帯番号１０、１１の一審原告らがいわき市の自宅から

避難を開始した理由は、本件事故による放射性物質の汚染によって、自ら及

び子の健康に対する被害の危険があり、本件事故が進展することによっても、

同様の危険があると判断したことによるものである。また、世帯番号１０の

一審原告らが避難を継続した理由は、それらの危険が存続していると判断し

たことによる。そうすると、前記説示のとおり、世帯番号１０、１１の一審

原告らの避難開始及び世帯番号１０の一審原告らにつき平成２４年８月まで

（子供及び同伴家族）、一審原告１１につき平成２３年４月上旬までの避難

継続は、本件事故と相当因果関係があると認められる。また、一審原告１０

－１は、平成２４年４月頃から精神的に不安定となり、仕事を休むようにな

り、最終的には退職し、同年７月から心療内科に通院し、同年１２月、医師
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に不安抑うつ状態と診断され、本件事故をきっかけに、不安感・意欲の低下・

不眠等の精神症状を認め不安定になっているとの所見が示されるなど、同年

８月前後の同人の精神状態も考慮すると、同月から半年余りが経過し、かつ、

本件事故から２年程度が経過した平成２５年３月末までは、避難継続と本件

事故との間に相当因果関係があると認めることが相当である。他方、これ以

降の避難継続には相当因果関係を認めるに足りない。なお、一審被告東電は、

一審原告１１が平成２３年４月上旬に仕事の都合でいわき市に戻り勤務を再

開していることを指摘するが、かかる事情は、世帯番号１０の一審原告らの

避難継続の相当性に係る上記判断を左右しない。 

⑵ 積極損害について 

ア 抽象的損害計算分について 

 生活費増加分 

前記説示のとおり、避難生活中の主たる家計負担者と推認される一審

原告１０－１の慰謝料の増額事由として斟酌することが相当である。 

 避難交通費 

上記１⑵⑶のとおり、世帯番号１０、１１の一審原告らは、本件事故

によって、本件事故と相当因果関係がある避難継続が認められる平成２

５年３月末までに次のとおり避難をし、一審原告１１がその費用を負担

したと推認できるから、それに要した費用は、同人の本件事故による損

害と認められる。 

① １４日 いわき市から郡山市（一審原告１０－１の父のアパート）

（世帯番号１０、１１の一審原告ら） 自家用車 

② １５日 郡山市から埼玉県幸手市（一審原告１０－１の母の実家）

（同一審原告ら） 自家用車 

③ １７日 埼玉県幸手市から足立区（一審原告１０－１のかつての勤

務先の紹介してくれたアパート）（同一審原告ら） 自家用車 
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④ ４月上旬 足立区からいわき市（自宅）（一審原告１１） 自家用車 

⑤ ４月２８日 足立区から千代田区（Ｇホテル）（世帯番号１０の一審

原告ら） 自家用車 

⑥ ６月３０日 千代田区から江戸川区（Ｑホテル）（同一審原告ら） 自

家用車 

⑦ １１月１８日 江戸川区から江戸川区（都営住宅）（同一審原告ら） 

自転車 

そこで、これらに現実に要した費用であるが、まず⑦については、交

通費が発生することを認めるに足りる証拠はない。次に①ないし⑥につ

いては、上記第１の２⑵と同様であって、ガソリン代だけで算出するこ

ととし、乙ニ１０の３・４によると①が８８．０㎞程度、②が少なくと

も２０５．０㎞程度、④が乙ニ１５の３によると２１２．４㎞であると

認められ、③、⑤、⑥についても、位置関係（公知の事実）からすると、

合計すると少なくとも５０㎞を下らないと認められ、１㎞当たりのガソ

リン代を１５円で算出すると、次のとおり８３３１円となる。 

１５×（８８＋２０５＋２１２．４＋５０）＝８３３１ 

なお、一審原告１１が負担した上記費用とは別に、避難のために一審

原告１０－１が交通費を負担したと認めるに足りる証拠はない。 

 面会交通費 

上記１⑶のとおり、一審原告１１は、月２、３回、少なくとも年３０

回程度、自家用車で世帯番号１０の一審原告らに会いに東京を訪れ、そ

の費用を負担したと認められるところ、一審原告１０－１の精神状態及

び一審原告１０－２の年齢に鑑みると、相当な面会回数であると認めら

れるから、その費用は本件事故による一審原告１１の損害であると解さ

れる。そして、上記のとおり、世帯番号１０の一審原告らに係る相当な

避難継続期間は、平成２５年３月までの２年間であるから、その間の面
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会回数は、平成２４年３月までが３０回、平成２４年４月から平成２５

年３月までが３０回となる。そこで、その費用を、前記第１の２⑵ア

と同様の方法で算出すると、次のとおり７１万８３２０円となる。 

１５×２１２．４×２×３０（平成２４年３月まで）＋（１５×２１

２．４＋５６００）×２×３０（平成２４年４月から平成２５年３月

まで）＝７１万８３２０ 

なお、一審原告１１が負担した上記費用及び以下の一時帰宅費用とは

別に、面会のために一審原告１０－１が交通費を負担したと認めるに足

りる証拠はない。 

 一時帰宅費用 

上記１⑶のとおり、世帯番号１０の一審原告らは、平成２５年１２月

末までに電車で合計８回程度いわき市に帰り、一審原告１０－１がその

電車代を負担したと認められるから、そのうち平成２５年３月分までは

本件事故と相当因果関係のある一審原告１０－１の損害であると解され

る。 

そして、平成２３年４月から平成２５年１２月末までの３３か月のう

ち、当裁判所が相当な避難期間と認めるのは２４か月であるから、全期

間平均的に帰宅したと推認すると、平成２５年３月までに少なくとも５

回（８×２４／３３〔小数点以下切捨て〕）一時帰宅したと認めるのが相

当である。そして、１回当たりの額であるが、乙ニ７の２によれば、少

なくとも一審原告１０－１については片道６１７０円を下らず、一審原

告１０－２については就学前児童であるので無料であると解される。そ

うすると、その額は、次のとおり６万１７００円となる。 

６１７０×２×５＝６万１７００ 

イ 個別立証分について 

 家具家財購入費 
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前記説示のとおり、家具家財購入費については、民事訴訟法２４８条

に基づき、同費用の負担者と推認される一審原告１１に１５万円の損害

が生じたものと認めるのが相当である。 

 医療費、転地療養費用 

上記１⑶イのとおり、一審原告１０－１は、本件事故による避難及び

避難継続のため、ストレスによって不安抑うつ状態と診断され、治療を

受けたものと認められるから、相応の治療費については、相当因果関係

のある損害となるところ、領収書等その額を裏付ける客観的な証拠がな

く、甲ニ１０の１における陳述のみではその額を直接認めることができ

ないものの、医療費を負担せざるを得ない程度の精神状態であったこと

を慰謝料において考慮することが相当である。 

また、一審原告１０－１は、医師の示唆もあって、精神的な症状の緩

和の目的で保養をし、相応の費用を支出したものと認められるところ、

どの程度の保養が必要かつ相当であるかの医学的に具体的な主張立証は

ないので、当該保養に要した費用を本件事故と相当因果関係のある損害

と認めることはできないものの、保養をせざるを得ない程度の精神状態

であったことを慰謝料において考慮することが相当である。 

⑶ 慰謝料について 

上記１の認定事実によれば、世帯番号１０、１１の一審原告らは、本件事

故と相当因果関係のある避難開始及び平成２４年８月又は平成２５年３月ま

での避難継続並びにこれに伴う世帯番号１０の一審原告ら及び一審原告１１

との家族別離により、相当の精神的苦痛を被ったものと認められる。加えて、

一審原告１０－１は、平成２４年４月頃から精神的に不安定となり、同年７

月から心療内科に通い、その後不安抑うつ状態と診断され、保養を勧められ

るなどして、現に治療費のほか、保養の費用を負担したと認められるところ、

かかる費用を負担せざるを得ない程度の精神状態であったことも慰謝料の増
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額事由として考慮すべきである。 

以上の点を中心に、本件に現れた一切の事情を考慮し、また前記のとおり、

一審原告１０－１について生活費増加分の負担を余儀なくされたことを慰謝

料の増額事由として斟酌すると、本件事故による世帯番号１０、１１の一審

原告らに係る精神的苦痛に対する慰謝料は、以下の金額を認めることが相当

である。 

一審原告１０－１：８０万円 

一審原告１０－２：７０万円 

一審原告１１：４０万円 

⑷ 小計 

一審原告１０－１：８６万１７００円（＝８０万円＋６万１７００円） 

一審原告１０－２：７０万円 

一審原告１１：１２７万６６５１円（＝４０万円＋８３３１円＋７１万８

３２０円＋１５万円） 

３ 既払額、弁護士費用及び結論 

⑴ 既払額 

いずれも既払額なし 

⑵ 弁護士費用を除く損害額 

一審原告１０－１：８６万１７００円 

一審原告１０－２：７０万円 

一審原告１１：１２７万６６５１円 

⑶ 弁護士費用 

一審原告１０－１：９万円 

一審原告１０－２：７万円 

一審原告１１：１３万円 

⑷ 結論 
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一審原告１０－１：９５万１７００円 

一審原告１０－２：７７万円 

一審原告１１：１４０万６６５１円 

第８ 世帯番号１２の一審原告ら（一審原告１２－１～３）について 

１ 認定事実 

 証拠（甲ニ１２の１～１２の２３、一審原告１２－１）及び弁論の全趣旨に

よれば、以下の事実が認められる。なお、この項において特に証拠を摘示しな

い場合は、甲ニ１２の１・２・２３、一審原告１２－１及び弁論の全趣旨によ

って認定した。 

⑴  世帯構成及び本件事故前の生活状況等 

ア 一審原告１２－１（本件事故時３５歳）は、双葉郡ｊ町で生まれ、そこ

で高校を卒業後、福島県内の電気の専門学校で学び、平成２１年、一審原

告１２－２と結婚し、一審原告１２－２の母とともに暮らし始めた。一審

原告１２－２（本件事故時３９歳）は、いわき市で生まれ育ち、ずっと福

島県で暮らしてきた。一審原告１２－１・２は、平成２２年、長女である

一審原告１２－３（本件事故時生後７か月）をもうけ、いわき市内に庭付

きの一戸建てを借り、一審原告１２－２の母を含めて４人での生活を始め

た。一審原告１２－１は、いわき市では自営であったため、夕方できるだ

け早く帰り、家族との時間をとるようにしていた。 

  なお、一審原告１２－１と同１２－２は、令和元年５月、子の親権者を

一審原告１２－２と定めて協議離婚した（甲ニ１２の２５・２７）。 

イ 一審原告１２－１は、建築関係の会社勤めをした後、平成１７年以降工

務店を経営している。一審原告１２－２は、介護士の資格取得のため専門

学校に通い、３月６日に卒業し、同月１７日に福祉施設の採用面接を受け

る予定であった。一審原告１２－２の母が、一審原告１２－１・２が不在

にする昼間、一審原告１２－３の面倒を見ていた。 
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  一審原告１２－１・２は、本件事故前、友人を誘い、家族一緒に釣りや

バーベキューをし、親類や友人を自宅に招き、一緒に食事をし、楽しく話

し込んだりしていた。一審原告１２－１の実家に遊びに行けば、たくさん

の野菜や果物、手作りみそなどを持たせてもらった。また、一審原告１２

－２は、家庭菜園で野菜を育て、それを家族で楽しんでいた。（甲ニ１２の

３～１０・１６） 

⑵ 避難開始の経緯 

 本件地震によって、いわき市の自宅が全壊したため、世帯番号１２の一審

原告らは、いわき市内の友人宅に泊めてもらっていた。 

一審原告１２－１は、第二原発が立地する双葉郡ｊ町で生まれ、大きい地

震が来たら原発は危ない、特に小さい子供は逃げるしかないと教えられてき

ていたので、本件地震後、本件原発及び第二原発の事故を心配していた。そ

こに、茨城県牛久市に住む一審原告１２－２の兄から、本件事故を危ぶむ声

をかけられ、一審原告１２－３を守らなければならないと考え、一審原告１

２－２と話し合って、１７日、世帯番号１２の一審原告らと一審原告１２－

２の母の４名は、避難を開始した。 

⑶ 避難後の経緯 

 ア 避難経路の概略 

 原判決別冊別紙３の世帯番号１２の一審原告ら主張のとおり（ただし、

同別冊４７４頁の３．２０～４．５の欄を｢一審原告１２－１のみ、家族４

人で過ごせる避難先を探すため、東京都国立市の親類宅へ避難（電車を利

用）。この間のいずれかの時点で一審原告１２－２も都営住宅の入居説明

会に参加するため茨城県牛久市と東京都国立市とを往復（電車を利用）。｣

に改め、４．５～現在の欄の冒頭に「一審原告１２－１は一審原告１２－

２らを迎えに行くため東京都国立市から茨城県牛久市まで自家用車で移

動。」を加え、同欄の「原告番号１－２」を「一審原告１２－２」に、避難
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に至った事情の欄の「原告番号１－１」を「一審原告１２－１」に、同欄

の「原告番号１－１及び１－２」を「一審原告１２－１・２」に、同欄の

「原告番号１－３」を「一審原告１２－３」にそれぞれ改める。）。 

イ 避難生活の状況 

 一審原告１２－１は、１７日、一審原告１２－２・３及び一審原告１

２－２の母とともに、いわき市から茨城県牛久市まで自家用車を運転し

て避難したが、普段は、自動車であれば２時間程度で着くところを、道

路の寸断等のため、３時間半から４時間位かけてたどりついた。一審原

告１２－１は、２０日、一人で東京に向かい、東京都国立市の親類宅に

寝泊まりし、世帯番号１２の一審原告ら及び一審原告１２－２の母がと

もに暮らせる場所を探し、４月５日、東京都武蔵野市所在の都営住宅に

入居することができた。もっとも、同住宅は、いわき市の自宅と比べて

狭く、それぞれが一人になれる空間がないため、一審原告１２－１・２

は些細なことでけんかをすることが多くなった。 

  一審原告１２－１は、工務店の資材置場として利用していた実家のあ

るｊ町の大半が警戒区域に指定され、その後、避難指示解除準備区域に

指定されたため、従来の客層を失い、工務店を廃業した。一審原告１２

－１は、建設現場のアルバイト等をしながら生計を立て、平成２５年５

月頃から、地質調査会社で正社員として勤務している。一審原告１２－

１の母は、双葉郡ｊ町に居住していたが、本件事故に際し避難をし、東

京に転居してアパートで一人暮らしをしている。 

  一審原告１２－２の母は、世帯番号１２の一審原告らと避難生活を送

っていたものの、平成２４年頃からいわき市へ帰ることが多くなり、最

終的にはいわき市に戻り、アパートで一人暮らしを始めた。一審原告１

２－２の母は、当初は月１回位上京し、世帯番号１２の一審原告らに会

いに来ていたが、平成２６年頃からは体調や交通費の負担が原因でその
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回数も減った。 

 一審原告１２－１は、３月２０日から４月上旬まで滞在してお世話に

なった親類に、ビールなど１万円分を謝礼として渡した。一審原告１２

－２は、同じ頃、１７日から４月上旬まで避難先として頼っていた兄に、

食事代や謝礼として５万円を渡した。 

  一審原告１２－１・２は、避難後の生活用品として、家電、乗り物関係

の備品等、家具・日用品、寝具・カーペット、台所用品、洗濯用品、入浴

用品、トイレ用品、衣服等を購入した。 

  東京都は、いわき市に比べ物価が高く、レジャーにも経費がかかるの

で、世帯番号１２の一審原告らは、いわき市で居住していたときよりも

生活費が増加した。 

 一審原告１２－１は、１２月２７日、原因不明の胸の痛みに襲われ、

病院を受診し、胃腸炎と診断された。また、平成２４年７月中に倒れて

救急搬送され、腸閉塞により４日間入院したが、いずれも医者からスト

レスが原因であろうと言われた。一審原告１２－２は、平成２７年夏、

流産をした。 

  一審原告１２－２・３は、平成２８年４月１６日、甲状腺検査を受け

たが、一審原告１２－２には幅２．８㎜の結節が認められ、一審原告１

２－３の両葉に幅１．３㎜以下ののう胞が数個認められ、いずれも、１

年後に検査を勧められる経過観察となった。 

  一審原告１２－３は、平成２３年中や平成２６年夏以降、鼻血を出す

ことが続いたが、原因は分かっていない。 

  一審原告１２－２は、避難後、本件事故への怒りや今後の生活や健康

上の不安で夜眠れない日もあり、ストレスを感じるようになった。一審

原告１２－２は、８月２４日、感音性難聴との診断を受け、治療を受け

たほか、平成２８年５月３０日から同年６月１５日まで、入院し、頭蓋
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内腫瘍摘出術を受けた。主治医の説明では、これらの原因は不明とのこ

とであった。一審原告１２－２は、上記疾患について本件事故との関係

があるのかが不安となり、不安になること自体にストレスを感じている。

（甲ニ１２の１９～２２） 

２ 相当因果関係及び損害 

   以上の認定事実を基に、世帯番号１２の一審原告らの請求について検討する。 

 ⑴ 避難と本件事故との相当因果関係 

 上記１のとおり、世帯番号１２の一審原告らが１７日にいわき市から避難

を開始した理由は、本件事故による放射性物質の汚染によって、自ら及び子

の健康に対する被害の危険があり、本件事故が進展することによっても同様

の危険があると判断したことによるものである。また、避難を継続している

理由は、それらの危険が存続していると判断したことによる。そうすると、

前記説示のとおり、いわき市からの避難開始及び平成２４年８月までの避難

継続（子供及び同伴家族）は、本件事故と相当因果関係があると認められ、

それ以降の避難継続には相当因果関係は認められない。 

 なお、世帯番号１２の一審原告らが、当初いわき市の自宅からいわき市内

の友人宅に避難したのは、本件地震によっていわき市の自宅が全壊したこと

によるものであるから、本件事故によるものとはいえない。 

⑵ 積極損害について 

ア 積極損害（抽象的損害計算）について 

 生活費増加分 

前記説示のとおり、主たる家計負担者と推認される一審原告１２－１

の慰謝料の増額事由として斟酌することが相当である。 

 避難交通費 

上記１⑶のとおり、世帯番号１２の一審原告らは、本件事故によって、

次のとおり避難（避難を原因とする必要な移動を含む。）をし、その費用
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を一審原告１２－１が負担したと推認できるから、それに要した費用は、

同人の本件事故による損害と認められる。 

① １７日 いわき市（友人宅）から茨城県牛久市（一審原告１２－２

の兄宅）（世帯番号１２の一審原告ら、一審原告１２－２の母） 自家

用車 

② ３月２０日 茨城県牛久市と東京都国立市（一審原告１２－１の親

類）（一審原告１２－１のみ） 電車 

③ ３月２０日から４月５日頃の間 茨城県牛久市と東京都国立市（一

審原告１２－１の親類）の往復（一審原告１２－２のみ） 電車 

④ ４月５日頃 東京都国立市から茨城県牛久市（一審原告１２－１の

み） 自家用車 

⑤ ４月５日頃 茨城県牛久市からいわき市まで（世帯番号１２の一審

原告ら及び一審原告１２－２の母） 自家用車 

⑥ ４月５日頃 いわき市から東京都武蔵野市（避難住宅）（同上） 自

家用車 

そこで、これらに現実に要した費用であるが、まず乙ニ１２の４によ

ると、②及び③については大人１人当たり片道９７２円と認められる。

①、④、⑤及び⑥については、前記第１の２⑵と同様に、ガソリン代だ

けで算出することとする。乙ニ１２の１～３によると、①、⑤の距離は

少なくとも１４２．４㎞程度、④が７４．８㎞程度、⑥が２１４．２㎞

程度であると認められ、１㎞当たりのガソリン代を１５円で算出すると、

次のとおり１万１５２３円となる。 

９７２×（１＋２）＋１５×（１４２．４×２＋７４．８＋２１４．

２）＝１万１５２３ 

 一時帰宅費用 

一審原告１２－１・２は一時帰宅費用を請求するが、同一審原告らの
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陳述書（甲ニ１２の１・２・２４・２５・２７）、一審原告１２－１本人

によっても、一時帰宅の時期や頻度を具体的に認定することができず、

他に、一時帰宅の時期や頻度を認めるに足りる証拠はないから、この点

の請求は理由がない。 

イ 積極損害（個別立証）について 

 親類への謝礼 

上記１⑶イのとおり、一審原告１２－１は、一人で１６泊親類宅に宿

泊した際に１万円相当の謝礼をし、一審原告１２－２は、４人で３泊、

３人で１６泊、兄の家に宿泊した際に５万円の謝礼をしたものと認めら

れるところ、上記の宿泊人数、宿泊期間からすると、その謝礼は社会通

念上相当と認められるから、これらは、いずれも本件事故と相当因果関

係のある損害と認めることが相当である。 

 家具家財購入費 

前記説示のとおり、家具家財購入費については、民事訴訟法２４８条

に基づき、同費用の負担者である一審原告１２－１に１５万円の損害が

生じたものと認めるのが相当である。 

⑶ 慰謝料について 

上記１の認定事実によれば、世帯番号１２の一審原告らは、本件事故と相

当因果関係のある１７日のいわき市からの避難開始及び平成２４年８月まで

の避難継続により相当の精神的苦痛を被ったものと認められる。とりわけ、

一審原告１２－２は、生後約８か月の乳児（一審原告１２－３）を抱えての

避難生活を余儀なくされ、一層強い不安や苦痛を感じたものと認められる。 

以上の点を中心に、本件に現れた一切の事情を考慮し、また前記のとおり、

一審原告１２－１について生活費増加分の負担を余儀なくされたことを慰謝

料の増額事由として斟酌すると、本件事故による世帯番号１２の一審原告ら

に係る精神的苦痛に対する慰謝料は、以下の金額を認めることが相当である。 
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一審原告１２－１・２：各６０万円 

一審原告１２－３：７０万円 

⑷ 小計 

一審原告１２－１：７７万１５２３円（＝６０万円＋１万１５２３円＋１

万円＋１５万円） 

一審原告１２－２：６５万円（＝６０万円＋５万円） 

一審原告１２－３：７０万円 

３ 既払額、弁護士費用及び結論 

⑴ 既払額 

一審原告１２－１・２：各１２万円（うち慰謝料分８万円、実費賠償分４

万円） 

一審原告１２－３：７２万円(うち慰謝料分４８万円、実費賠償分２４万円） 

上記２のとおり、一審原告１２－１は、①避難交通費として１万１５２３

円、②避難先の親類への謝礼金として１万円、③家具家財購入費として１５

万円を負担し、一審原告１２－２は、④避難先の親類への謝礼金として５万

円を負担しているところ、これらはいずれも避難に伴い世帯に生じた実費で

あり、かつ避難をした世帯構成員全員が本来負担すべき費用を一審原告１２

－１・２が代表して負担したものと認められるから、世帯構成員のいずれに

支払われたかを問わず、各人の実費賠償金を充当することが相当である。 

そうすると、一審原告１２－１の負担した上記①ないし③（合計１７万１

５２３円）については、同人の実費賠償金（４万円）をまず充当し、充当後

の残額（１３万１５２３円）には一審原告１２－３の実費賠償金（２４万円）

の一部を充当すべきである（充当後の実費賠償金の残額は１０万８４７７円）。

また、一審原告１２－２の負担した上記④の謝礼金５万円については、まず

同人の実費賠償金４万円を充当し、残額１万円には、一審原告１２－３の実

費賠償金の残額を充当すべきである。 
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⑵ 弁護士費用を除く損害額 

一審原告１２－１：５２万円（＝７７万１５２３円－４万円－１３万１５

２３円－８万円【慰謝料分】） 

一審原告１２－２：５２万円（＝６５万円－５万円－８万円） 

一審原告１２－３：２２万円（＝７０万円－４８万円） 

⑶ 弁護士費用 

一審原告１２－１：５万円 

一審原告１２－２：５万円 

一審原告１２－３：２万円 

⑷ 結論 

一審原告１２－１・２：各５７万円 

一審原告１２－３：２４万円 

第９ 世帯番号１３の一審原告ら（一審原告１３－１～４）について 

１ 認定事実 

 証拠（甲ニ１３の１～９（孫番が存在するものはそれぞれをすべて含む。以

下同じ。）、一審原告１３－２）及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認め

られる。なお、この項において特に証拠を摘示しない場合は、甲ニ１３の１、

一審原告１３－１及び弁論の全趣旨によって認定した。 

 ⑴ 世帯構成及び本件事故前の生活状況等 

 ア 一審原告１３－２（本件事故時３５歳）は、福島市で生まれ、伊達市で

育ち、一時、横浜市で看護師として勤務した後、平成１５年以降伊達市で

勤務し、平成１７年、一審原告１３－１と結婚し、福島市に転居した。 

   一審原告１３－１（本件事故時３３歳）の実家は、福島市内に古くから

続く大きな農家で、田畑も広く、山も持っていて、文化庁の指定する重要

無形民俗文化財に指定されている     という神事に携わる家であっ

て、一審原告１３－１が長男であることから１３代の当主とされていた。
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一審原告１３－１は、福島市で、企業向けに健康診断の営業を行うサラリ

ーマンであった。（甲ニ１３の８） 

 イ 一審原告１３－１・２は、結婚して福島市内に住宅を賃借して住み、平

成１８年に長男（一審原告１３－３。本件事故時４歳）、平成２１年に長女

（一審原告１３－４。本件事故時１歳）をもうけた。一審原告１３－２は、

妊娠を契機に仕事を辞め、専業主婦として、子育てに専念してきた。 

世帯番号１３の一審原告らは、一審原告１３－１の実家から米や新鮮な

野菜を無料で分けてもらっていたため、本件事故まで、米や野菜を買った

ことがほとんどなかった。 

一審原告１３－１・２は、平成２３年初め頃、当時居住していた地区が、

ビルも少なく、人や車の通行量も少なく、季節の花々が咲きそろって、緑

も多く、空き地も多かったので、子供がのびのびとボール遊びをしたり、

大きな声を気にすることなく遊べたりする環境であったため、その地区に

自宅を買うこととして、物件を見て回っていた。 

一審原告１３－２は、請われて、平成２３年内には、自宅近くの小児科

医院で看護師として勤務することとなっていた。また、一審原告１３－２

は、スイーツ・デコという手作りの工芸品の製作を始めていたが、１月か

らハンドメイド作家の即売会において売れるようになり、３月下旬頃に伊

達市内の雑貨店で個展をすることとなり、スイーツ・デコ作家として活動

していけるのではないかという夢が広がっていた。（甲ニ１３の９の４） 

一審原告１３－１の両親が福島市に、一審原告１３－２の両親が伊達市

に住んでおり、子育てなどで援助を受けることができ、その点も世帯番号

１３の一審原告らにとってよい環境であった。 

⑵ 避難開始の経緯 

一審原告１３－１・２は、本件原発１号機及び３号機の水素爆発が起きた

ことを知り不安を感じていたところ、１６日頃、福島市で２０μＳＶ／ｈ以
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上の放射線量を観測したことを報道で知り、相談窓口に電話をすると、男性

職員から「早く逃げてください。」との助言を受けた。そこで、一審原告１３

－１・２は、一審原告１３－３・４が幼児であり、放射線被ばくが健康に及

ぼすリスクが高いことから、自身と子らを守るために少しでもリスクの低い

場所に避難しようと決意した。 

 ⑶ 避難後の経緯 

 ア 避難経路の概略 

   世帯番号１３の一審原告ら主張のとおり。 

イ 避難生活の状況 

 世帯番号１３の一審原告らは、１８日、自動車で迎えにきてくれた横

浜市所在の一審原告１３－２の叔母の自動車に乗り、叔母宅へ避難した。

福島市内では、避難指示が出ず、勤務先での業務が続けられていたため、

一審原告１３－１は、２１日頃、公共交通機関（ＪＲ等）を用いて福島市

の自宅に戻った。一審原告１３－２～４は、一審原告１３－３の幼稚園

の入園式に出るため、４月５日頃、福島市の自宅に戻ったが、連日報道

されている放射線量をみると、放射性物質による汚染がひどく、安心で

きる状態ではないと判断し、一審原告１３－１・２は、一審原告１３－

１が福島市の自宅に戻り、一審原告１３－２が一審原告１３－３・４を

連れて東京に避難することとした。一審原告１３－１の母と妹は、一審

原告１３－２の避難に反対したが、一審原告１３－２は、それを振り切

って避難をしたため、その後平成２４年秋頃まで、一審原告１３－１の

母・妹としばらく絶縁状態となったが、後に解消した。 

  一審原告１３－２は、４月１６日、一審原告１３－３・４を連れて、港

区所在のＲホテルに避難した。一審原告１３－２は、ホテルの近くにコ

インランドリーがなかったので、コインランドリーのある場所まで電車

で出かけて洗濯をしていた。スーパーも遠かったため、買い物が不便で
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あった。同ホテルでは食事の提供がなかったため、食費もかかった。 

  一審原告１３－２～４は、４月２７日、Ｇホテルに移った。洗濯は有

料で、１回２００～３００円かかったが、子らが小さかったため、毎日

のように出費がかさんだ。避難者の数が多く、落ち着いた環境ではなく、

東京都が定めた規則が厳しかったため、一審原告１３－２～４にとって

は、そこでの暮らしはストレスになった。（甲ニ共１４、甲ニ１３の９の

３） 

  ６月３０日、Ｇホテルが閉鎖されたため、一審原告１３－２～４は、

千代田区所在の旅館「Ｓ」に移った。満室の時は、本郷の旅館に移らなけ

ればならず、一審原告１３－４が３９度の高熱が出たときも、部屋を移

動するように言われたことがあった。Ｓには一般客もいたため、迷惑に

ならないよう気を使いながら生活していた。 

  一審原告１３－２～４は、１２月５日、Ｔ住宅に入居した。 

 一審原告１３－２は、３月末頃、避難先の横浜市の叔母に、謝礼とし

て７万円を支払い、当該費用を一審原告１３－１が負担した。 

  一審原告１３－１は、福島市の自宅又はＳからＴ住宅まで自転車を搬

送するのに１万４０００円を負担した（甲ニ１３の１、１３の９の５、

一審原告１３－２）。一審原告１３－２は、Ｔ住宅に入居することとなり、

新生活のための家財道具を揃えるため、家具、家電、寝具、台所用品や生

活雑貨を購入した（甲ニ１３の９の１・５）。 

  東京都は、いわき市に比べ、物価が高く、世帯番号１３の一審原告ら

は家族別離となり、世帯番号１３－１の実家からは米や野菜の提供を受

けられなくなったため、本件事故前よりも、生活費が増加した。 

 一審原告１３－２～４は慣れない避難生活となったこと、一審原告１

３－１と一審原告１３－２～４は家族別離となったことなどから、世帯

番号１３の一審原告らはストレスを抱え、体調を崩したりした。 
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  一審原告１３－１は、平成２４年６月頃、福島から自家用車を運転し

てＴ住宅に着いた途端、住宅の駐車場で動けなくなり、救急車で運ばれ

て、（住所省略）のＵセンターに入院したことがあり、約１週間後に退院

したが、高カリウム血症との診断であった。 

  一審原告１３－２は、８月頃からじんましんが出て、精神的にも不安

定になり、９月から１１月にかけて、都内の２か所の病院に通院した（甲

ニ１３の２～７）。 

  一審原告１３－３・４も、精神的に不安定になった。一審原告１３－

３は、Ｇホテルでは、持病のアトピー性皮膚炎が悪化し、Ｓでは、不安が

って、一審原告１３－２と離れたがらなくなり、夜尿症もひどくなり、

夜中突然起きて泣き叫ぶこともあった。その後も、幼稚園、小学校に不

登園、不登校が続いた。一審原告１３－４は、一審原告１３－１が福島

市に帰った後、毎晩のように同人のパジャマを握りしめて、「パパに会い

たい。」と言い続け、バスルーム、押し入れの中などを「パパ、パパ」な

どと言って泣きながら探すことがあった。 

  一審原告１３－１は、平成２４年８月、本件事故前から賃借していた

福島市の自宅から転居し、実家に戻った。一審原告１３－１は、本件事

故の直後から求職活動を続け、平成２５年２月、長く勤めた勤務先を退

職し、一審原告１３－２～４の避難先から通うことのできる同業他社に

転職し、家族別離を解消した。 

 一審原告１３－１は、４月１６日から平成２５年１月３１日まで、高

速道路を利用し、一審原告１３－２～４と面会するため、約２週間に１

回、週末に、福島市の自宅から自家用車を運転して、一審原告１３－２

～４の下を訪れた。平成２４年３月までは、東北地方の高速道路が無料

であったが、同年４月からは無料措置が終わり、区域外避難者である一

審原告１３－１は、高速道路料金を負担した（甲ニ１３の１）。 
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  一審原告１３－２～４は、平成２３年９月から１０月にかけての約１

か月間、一審原告１３－２のじんましんがひどくなったため、一審原告

１３－１の運転する自動車で一旦福島市の自宅に帰り、平成２４年７月

末頃から９月末頃にかけて、自宅の荷物の整理をするため、福島市の自

宅に戻り、その後一審原告１３－２の実家に滞在した。 

２ 相当因果関係及び損害 

 ⑴ 避難と本件事故との相当因果関係 

 上記１のとおり、世帯番号１３の一審原告らが福島市の自宅から避難を開

始した理由は、放射性物質による汚染によって、自ら及び子らの健康に対す

る被害の危険があり、本件事故が進展することによっても同様の危険がある

と判断したことによるものである。また、一審原告１３－２～４が避難を継

続した理由は、それらの危険が存続していると判断したことによる。そうす

ると、前記説示のとおり、世帯番号１３の一審原告らの避難開始及び平成２

４年７月末（福島市の自宅に一時帰宅した時）まで（平成２３年９月から同

年１０月までの約１か月間を除く。）の避難継続（子供及び同伴家族）は本件

事故と相当因果関係があると認められ、それ以降の避難継続には相当因果関

係は認められない。 

⑵ 積極損害について 

ア 積極損害（抽象的損害計算）について 

 生活費増加分 

前記説示のとおり、避難生活中の主たる家計負担者と推認される一審

原告１３－２の慰謝料の増額事由として斟酌することが相当である。 

 避難交通費 

上記１⑶のとおり、世帯番号１３の一審原告らは、本件事故によって、

次のとおり避難（避難を原因とする必要な移動を含む。）をしたものであ

るが、下記①及び③のうち横浜市から西那須野塩原ＩＣ付近までは、叔
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母に送ってもらったものであって、一審原告１３－１に費用負担がある

とはうかがえず、むしろ、後記イ の謝礼に含まれていることがうかが

われる。その余の部分については、その費用を一審原告１３－１が負担

したと推認できるから、当該費用は、同人の本件事故による損害と認め

られる。 

① １８日 福島市から横浜市（一審原告１３－２の叔母）（世帯番号１

３の一審原告ら） 自家用車 

② ２１日 横浜市から福島市（自宅）（一審原告１３－１） 公共交通

機関（ＪＲ等） 

③ ４月５日 横浜市から福島市（自宅）（一審原告１３－２～４） 自

家用車 西那須野塩原ＩＣと福島市往復分 

④ ４月１６日 福島市から港区（Ｒホテル）（往路世帯番号１３の一審

原告ら、復路一審原告１３－１） 自家用車 往復分 

⑤ ４月２７日 港区から千代田区（Ｇホテル）（一審原告１３－２～４） 

⑥ ６月３０日 千代田区から千代田区（Ｓ）（同一審原告ら） 

⑦ １２月５日 千代田区から江東区（Ｔ住宅）（同一審原告ら）  

そこで、これらに現実に要した費用であるが、上記③、④については、

前記第１の２⑵と同様に、ガソリン代だけで算出することとする。そし

て、弁論の全趣旨によると、③のうち栃木県西那須野塩原ＩＣ付近から

福島市の往復の距離は２５１．６㎞、④の距離は往復で５９３．４㎞程

度であると認められるところ、１㎞当たりのガソリン代を１５円で算出

すると、次のとおり１万２６７５円となる。 

１５×（２５１．６＋５９３．４）＝１万２６７５ 

また、②の料金は、弁論の全趣旨によると、１万円と認められる。 

⑤ないし⑦については、交通手段の特定がないので電車又はバスを用

いたと認めるのが相当であるところ、大人一人と未就学児二人であるか
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ら、未就学児については費用がかからない可能性もあり、弁論の全趣旨

によると、⑤の料金は３５０円程度、⑥の料金は１６５円程度、⑦の料

金は４０１円程度と認められ、その合計額は、９１６円である。 

そうすると、避難交通費は合計２万３５９１円をもって相当と認める。 

 面会交通費 

上記１⑶のとおり、一審原告１３－１は、下記 の一時帰宅時を除き、

４月１６日から一審原告１３－２～４につき本件事故と相当因果関係が

あると認められる避難期間である平成２４年７月末までの１６か月、２

週間に１度、少なくとも月２回、自家用車で一審原告１３－２～４に面

会をするために東京を訪れたと認められるところ、一審原告１３－３・

４の年齢に鑑みると、相当な面会回数であると認められる。したがって、

同面会に要した費用については、本件事故による一審原告１３－１の損

害と認められる。 

そして、面会に要する費用であるが、上記 と同様の方法で算出する。

ここで、高速道路料金を直接認めるに足りる証拠はないが、福島市内の

自宅から一審原告１３－２～４の千代田区の避難先住居までの距離は、

上記 のとおり片道２９６．７㎞程度であること、乙ニ１の４によって

認められるいわき中央から横浜駅東口間（距離２４０．３㎞）の高速道

路料金が５７７０円であって、乙ニ２の１によって認められるいわき四

倉から横浜青葉間（距離２４１．９㎞）の高速道路料金が６６１０円で

あることからすると、片道６０００円を下らないと推認できる。そうす

ると、その費用は、次のとおり３３万３２２８円となる。 

１５×２９６．７×２×２１（４月１６日から平成２４年３月末の２

３回から一時帰宅期間１か月分２回を控除）＋（１５×２９６．７＋

６０００）×２×７（平成２４年４月から同年６月まで月２回に同年

７月の１回を加えた回数）＝３３万３２２８ 
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 一時帰宅費 

上記１⑶のとおり、一審原告１３－２～４は、本件事故による相当避

難期間である平成２４年７月までのうち、平成２３年９月から１０月頃

に１往復と平成２４年７月末に片道、東京と福島市間を、迎えに来た一

審原告１３－１の自家用車に乗って行き来したと認められるところ、そ

の費用は、高速道路料金のかからない前者については電車代より低く、

高速道路料金のかかる後者についても、当時の一審原告１３－３・４の

年齢や一審原告１３－２の精神状態、自家用車での行き来に必要な費用

と電車代との差が小さいことに鑑みると、相当な交通手段であると解さ

れる。そこで、その費用を上記 と同様の方法で算出すると、次のとお

り１万９３５１円となる。 

２９６．７×１５×２（平成２３年９～１０月）＋（２９６．７×１

５＋６０００）×１＝１万９３５１（小数点以下切捨て） 

イ 積極損害（個別立証）について 

 避難費用（運送実費） 

上記１⑶イのとおり、一審原告１３－１は、本件事故による避難に際

し、自転車の運送費用として１万４０００円を支出したことが認められ

るところ、この点は、避難開始の臨時費用の一部として、家財道具購入

費等の臨時費用（下記 ）として考慮すれば足りるというべきである。 

 親類への謝礼 

上記１⑶イのとおり、一審原告１３－１は、家族４人が約３泊、３人

が約１５泊し、横浜市から福島市まで自動車で迎えに来て、横浜市から

栃木県西那須野塩原インターチェンジ付近まで自動車で送ってくれた一

審原告１３－２の叔母に対し、７万円の謝礼を負担したことが認められ

るところ、援助を受けた期間、人数、労力、実費等を勘案すると、上記

謝礼の額は相当といえるから、その負担は、本件事故によって一審原告
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１３－１に生じた損害と認められる。 

 家具家財購入費、食費等 

前記説示のとおり、家具家財購入費については、民事訴訟法２４８条

に基づき、同費用の負担者である一審原告１３－１に１５万円の損害が

生じたものと認めるのが相当である。 

また、食費の増額を余儀なくされた点については、上記ア のとおり

生活費増額分として一審原告１３－２の慰謝料の増額事由として斟酌す

ることが相当である。 

 医療費 

上記１⑶イのとおり、本件事故の避難中に一審原告１３－２が酷いじ

んましんとなり、その治療のために医療費を負担したことが認められる

ものの、本件事故による避難によってじんましんを発症したことについ

て、診断書等の医学的な立証がないことからすれば、本件事故との間の

相当因果関係を認めるに足りない。 

⑶ 慰謝料について 

上記１の認定事実によれば、一審原告１３－２～４は、本件事故と相当因

果関係のある避難開始及び平成２４年７月まで（平成２３年９月から同年１

０月までの約１か月間を除く。）の避難継続並びにこれに伴う一審原告１３

－１との家族別離により、相当の精神的苦痛を被ったものと認められ、一審

原告１３－１についても、避難開始及び一審原告１３－２～４との家族別離

により相当の精神的苦痛を被ったものと認められる。特に、一審原告１３－

２～４は、避難開始当初、避難場所を転々とせざるを得ず、それぞれの環境

も十全なものではなかったと認められ、その結果、一審原告１３の２～４は

強いストレスを感じ、一審原告１３－３は、不安がって一審原告１３－２と

離れたがらず、夜尿症もひどくなり、夜中突然起きて泣き叫ぶこともあって、

その後も幼稚園への不登園が続き、一審原告１３－４は、一審原告１３－１
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が帰った後、毎晩のように「パパに会いたい。」と言い続けたり、泣きながら

父親を探すなど精神状態が悪化したものであって、同人らは本件事故によっ

て特に強い精神的苦痛を受けたものといえる。 

以上の点を中心に、本件に現れた一切の事情を考慮し、また前記のとおり、

一審原告１３－２について生活費増加分の負担を余儀なくされたことを慰謝

料の増額事由として斟酌すると、本件事故による世帯番号１３の一審原告ら

に係る精神的苦痛に対する慰謝料は、以下の金額を認めることが相当である。 

一審原告１３－１：４０万円 

一審原告１３－２：６０万円 

一審原告１３－３・４：各７０万円 

⑷ 小計 

一審原告１３－１：９９万６１７０円（＝４０万円＋２万３５９１円＋３

３万３２２８円＋１万９３５１円＋７万円＋１５万円） 

一審原告１３－２：６０万円 

一審原告１３－３・４：各７０万円 

３ 既払額、弁護士費用及び結論 

⑴ 既払額 

一審原告１３－１・２：各１２万円（うち慰謝料分８万円、実費賠償分４

万円） 

一審原告１３－３・４：各７２万円（うち慰謝料分４８万円、実費賠償分

２４万円） 

上記２のとおり、一審原告１３－１は、①避難交通費として２万３５９１

円、②面会交通費として３３万３２２８円、③一時帰宅費として１万９３５

１円、④避難先の親類への謝礼金として７万円、⑤家具家財購入費として１

５万円（以上合計５９万６１７０円）を負担しているところ、このうち①③

④⑤は避難に伴い世帯に生じた実費と認められ、かつ避難をした世帯構成員
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全員が本来負担すべき費用を一審原告１３－１が代表して負担したものと認

められるから、世帯構成員のいずれに支払われたかを問わず、各人の実費賠

償金を充当することが相当である。他方、②については、面会のために移動

したのは一審原告１３－１のみであるから、他の世帯構成員の実費賠償金を

充当することは相当でない。 

したがって、一審原告１３－１のみに生じた上記②の費用に、まず同人の

実費賠償金４万円を充当することとし、一審原告１３－１が負担した上記①

③④⑤の費用（合計２６万２９４２円）については、まず一審原告１３－２

の実費賠償金４万円を充当し、充当後の残額２２万２９４２円について、一

審原告１３－３・４に対する実費賠償金（各２４万円）から等分に（各１１

万１４７１円）充当することが相当である。 

⑵ 弁護士費用を除く損害額 

一審原告１３－１：６１万３２２８円（＝９９万６１７０円－４万円－２

６万２９４２円－８万円【慰謝料分】） 

一審原告１３－２：５２万円（＝６０万円－８万円） 

一審原告１３－３・４：各２２万円（＝７０万円－４８万円） 

⑶ 弁護士費用 

一審原告１３－１：６万円 

一審原告１３－２：５万円 

一審原告１３－３・４：各２万円 

⑷ 結論 

一審原告１３－１：６７万３２２８円 

一審原告１３－２：５７万円 

一審原告１３－３・４：各２４万円 

第１０ 世帯番号１４の一審原告ら（一審原告１４－１～３）について 

１ 認定事実 
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 証拠（甲ニ１４の１、一審原告１４－１）及び弁論の全趣旨によれば、以下

の事実が認められる。 

 ⑴ 世帯構成及び本件事故前の生活状況等 

 ア 一審原告１４－１（本件事故時２７歳）は、郡山市で生まれ、一時期、

秋田市に居住し、小学５年生から、郡山市に戻り、高校卒業後、そこで美

容関係の専門学校を卒業し、証券会社に勤務していたが、平成１８年、結

婚した。一審原告１４－１の夫は、本宮市出身で、システムエンジニアと

して、郡山市の会社に勤務していた。一審原告１４－１及びその夫は、平

成１９年に長男（一審原告１４－２。本件事故時３歳）を、平成２２年に

長女（一審原告１４－３。本件事故時１歳）をもうけた。一審原告１４－

１は、長男の出産を機に退職し、専業主婦となった。 

イ 一審原告１４－１とその夫は、平成２１年に、住宅ローンを組んで、郡

山市に１２０坪の土地を購入し、自宅を建築した。庭が広い家で、近所の

友達とプールで遊んだり、花火をしたり、雪で滑り台を作ったり、育ち盛

りの一審原告１４－２・３の遊び場に最適の家であった。庭では、家庭菜

園をし、様々な野菜を育て、新鮮な野菜を収穫して家族で食べることがで

きた。将来的には土をきれいにして、ガーデニングを楽しもうなどと計画

していた。 

  一審原告１４－１及びその夫の両親や親類も近くに住んでいて、一審原

告１４－２・３を含め、頻繁に交流していた。 

⑵ 避難開始の経緯 

 一審原告１４－１は、本件事故後の混乱の中で、避難すべきか否かを迷っ

ていたが、本件事故を起こした本件原発が今後どのような状況になるか分か

らず不安であること、特に幼い子ら（一審原告１４－２・３）にとって、放

射線被ばくの健康への影響が不安であることなどから、一審原告１４－１の

夫とも相談の上、避難することを決意した。 
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 ⑶ 避難後の経緯 

 ア 避難経路の概略 

 世帯番号１４の一審原告ら主張のとおり（ただし、最初の避難開始日は

３月２１日である。）。 

 イ 避難生活の状況 

 一審原告１４－１は、本件原発がこの先どうなるか心配であり、一審

原告１４－２・３にとって被ばくの影響が不安であることなどから、一

審原告１４－１の夫、その両親及び一審原告１４－１の両親と相談し、

一審原告１４－２・３とともに避難することとした。一審原告１４－１

の夫は郡山市に残ることになったが、親類らの勧めで、夫の父親が、世

帯番号１４の一審原告らにしばらく付き添うこととなった。避難先は、

墨田区所在の夫の叔父（夫の父の弟）の家に避難することとした。 

  世帯番号１４の一審原告ら及び一審原告１４－１の夫の父は、２１日

頃、一審原告１４－１の運転によって、一般道を７、８時間ほど運転し

て、夫の叔父の家に避難した。 

  世帯番号１４の一審原告らは、夫の叔父の家では、アレルギー症状が

出て、一審原告１４－２・３の夜泣きが酷くなったため、４月２３日か

ら神奈川県平塚市所在の一審原告１４－１の弟宅に避難した。この頃、

一審原告１４－１の夫の父は郡山に帰った。 

  一審原告１４－１の弟宅は手狭であったため、世帯番号１４の一審原

告らは、同月２９日、避難所となっていたＧホテルに移動した。同ホテ

ルにいる避難者の中でも、区域内避難者は、都が用意した公営住宅等へ

の転居が比較的スムーズに行われていたが、区域外避難者は、当初は東

京都の公営住宅への転居の応募を出すことすらできなかった。 

  世帯番号１４の一審原告らは、７月１日、千代田区所在のＳに移った。 

  世帯番号１４の一審原告らは、その後公営住宅への入居に応募し、１
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２月５日、Ｔ住宅に入居した。以降、一審原告１４－１は、一人で一審

原告１４－２・３を監護している。 

 世帯番号１４の一審原告らと一審原告１４－１の夫は、家族別離とな

っていること、物価が郡山市より東京が高いこと、郡山市では栽培して

いた野菜等を食べることができたが、東京ではできないことから、生活

費が増加している。 

 一審原告１４－１の夫は、世帯番号１４の一審原告らの避難生活の費

用を捻出するため、郡山市の自宅に一人で残り、システムエンジニアと

して地元の会社に勤務し、食費などを節約して生活している。 

  一審原告１４－１は、ＧホテルやＳにいた頃から、家計の足しにする

ために、パートやアルバイトに携わっており、平成２４年６月からは、

日中は一審原告１４－２・３を保育園に預け、Ｔ住宅の近所のスーパー

でレジ等のアルバイトをしている。一審原告１４－１は、東京に避難し

た後体調を崩すことがあり、Ｓにいた頃、夜中に突然顔が真っ赤に腫れ

上がり、高熱が出るということがあった。平成２５年１月には皮膚が化

膿する丹毒にかかり、同月４日から１１日までの８日間の入院を余儀な

くされたが、いずれも、避難生活によるストレスによると考えている。

もっとも、医師の診断では、いずれも原因は不明であった。 

  一審原告１４－２は、父と一緒に暮らしたいとしながら、東京の学校

で友達もたくさんできたことから、このまま東京の学校にずっと通いた

いとも思っている。一審原告１４－３は、物心ついてからは東京でしか

生活をしておらず、そこでの人間関係が形成されている。 

 一審原告１４－１の夫は、世帯番号１４の一審原告らが避難を開始し

た当初は、平均して１か月に２回程度週末に、平成２７年３月当時は月

１回、自動車か高速バスを用いて、世帯番号１４の一審原告らと面会し

ていた。 
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ウ 本件事故時住所地等の状況 

 一審原告１４－１の夫が一人で暮らしている。 

２ 相当因果関係及び損害 

 ⑴ 避難と本件事故との相当因果関係 

 上記１のとおり、世帯番号１４の一審原告らが郡山市の自宅から避難を開

始した理由は、放射性物質による汚染によって、自ら及び子らの健康に対す

る被害の危険があり、本件事故が進展することによっても同様の危険がある

と判断したことによるものである。また、同一審原告らが避難を継続した理

由は、それらの危険が存続していると判断したことによる。そうすると、前

記説示のとおり、世帯番号１４の一審原告らの避難開始及び平成２４年８月

までの避難継続（子供及び同伴家族）は本件事故と相当因果関係があると認

められ、それ以降の避難継続には相当因果関係は認められない。 

⑵ 積極損害（抽象的損害計算）について 

ア 生活費増加分 

前記説示のとおり、避難生活中の主たる家計負担者と推認される一審原

告１４－１の慰謝料の増額事由として斟酌すべきである。 

イ 避難交通費 

上記１⑶記載のとおり、世帯番号１４の一審原告らは、本件事故によっ

て次のとおり避難をし、その費用を一審原告１４－１が負担したと推認で

きるから、避難に要した費用は、同人の本件事故による損害と認められる。 

 ２１日 郡山市から墨田区（夫の叔父の家） 自家用車（一般道） 

 ４月２３日 墨田区から神奈川県平塚市（一審原告１４－１の弟の家） 

自家用車 

 ４月２９日 神奈川県平塚市から千代田区（Ｇホテル） 自家用車 

 ７月１日 千代田区から千代田区（Ｓ） 自家用車 

 １２月５日 千代田区から江東区（Ｔ住宅） 自家用車 
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そこで、これらに現実に要した費用であるが、 については一般道を通

行したと認められ、弁論の全趣旨によるとその距離は２３９．２㎞程度で

あると認められる。 については、弁論の全趣旨によると、高速道路を利

用し、その代金を支払ったと認められ、乙ニ１４の１によると、高速道路

料金が２９４０円であって、距離が６９．１㎞程度であると認められる。

については、弁論の全趣旨によると、高速道路を利用し、その代金を支

払ったと認められ、乙ニ１４の２によると、高速道路料金が２９４０円で

あって、距離が５７．２㎞程度であると認められる。弁論の全趣旨による

と、距離は、 については４．６㎞程度、 については９．３㎞程度であ

ると認められる。これらを踏まえ、１㎞当たりのガソリン代を１５円で換

算すると、次のとおり１万１５７１円となる。 

２９４０＋２９４０＋１５×（２３９．２＋６９．１＋５７．２＋４．

６＋９．３）＝１万１５７１ 

⑶ 慰謝料について 

上記１の認定事実によれば、世帯番号１４の一審原告らは、本件事故と相

当因果関係のある避難開始並びに平成２４年８月までの避難継続及びそれに

伴う家族別離により相当の精神的苦痛を被ったものと認められる。 

以上の点を中心に、本件に現れた一切の事情を考慮し、また前記のとおり、

一審原告１４－１について生活費増加分の負担を余儀なくされたことを慰謝

料の増額事由として斟酌すると、本件事故による世帯番号１４の一審原告ら

に係る精神的苦痛に対する慰謝料は、以下の金額を認めることが相当である。 

一審原告１４－１：６０万円 

一審原告１４－２・３：各７０万円 

⑷ 小計 

一審原告１４－１：６１万１５７１円（＝６０万円＋１万１５７１円） 

一審原告１４－２・３：各７０万円 
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３ 既払額、弁護士費用及び結論 

⑴ 既払額 

一審原告１４－１：８万円（慰謝料分） 

一審原告１４－２・３：各６０万円（うち慰謝料分４０万円、実費賠償分

２０万円） 

上記２のとおり、一審原告１４－１は、避難交通費として１万１５７１円

を負担しているところ、これは避難に伴い世帯に生じた実費であり、かつ当

該移動をした世帯構成員全員が本来負担すべき費用を一審原告１４－１が代

表して負担したものと認められるから、世帯構成員のいずれに支払われたか

を問わず、各人の実費賠償金を充当することが相当である。この点、一審原

告１４－１は、一審被告東電から実費賠償金の支払を受けていないことから、

上記避難交通費１万１５７１円については、一審原告１４－２・３に支払わ

れた実費賠償金（各２０万円）から等分に充当することが相当である（一審

原告１４－２が５７８６円、同１４－３が５７８５円を充当〔端数の１円は

一審原告１４－２に割り付けた。〕）。 

⑵ 弁護士費用を除く損害額 

一審原告１４－１：５２万円（＝６１万１５７１円－１万１５７１円－８

万円） 

一審原告１４－２・３：各３０万円（＝７０万円－４０万円） 

⑶ 弁護士費用 

一審原告１４－１：５万円 

一審原告１４－２・３：各３万円 

⑷ 結論 

一審原告１４－１：５７万円 

一審原告１４－２・３：各３３万円 
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第１１ 世帯番号１５の一審原告（一審原告１５）について 

１ 認定事実 

 証拠（甲ニ１５の１、一審原告１５）及び弁論の全趣旨によれば、以下の事

実が認められる。 

 ⑴ 世帯構成及び本件事故前の生活状況等 

ア 一審原告１５（本件事故時４１歳）は、いわき市で生まれ、中学校卒業

後、一時期、静岡県、神奈川県及び東京都で過ごした。東京都で結婚し、

平成１２年に長男（本件事故時１０歳）をもうけたが、ぜんそく気味であ

ったので、平成１４年、夫と長男とともに、いわき市の実家に帰った。実

家には、一審原告１５の両親のほか、一審原告１５の実弟、その妻及び子

二人が一緒に暮らしていた。一審原告１５、夫及び長男は、実家の一室の

ほか近くのアパート等を生活スペースとして借りて暮らしていた。一審原

告１５は、同人の母の経営する居酒屋を手伝いながら、アルバイト等に従

事した時期もあった。一審原告１５の夫は、いわき市での環境に慣れず、

平成１８年、東京に戻って仕事をすることになった（その後、一審原告１

５とその夫は離婚した。）。 

イ 一審原告１５は、主に母の居酒屋の手伝いをして生活することとなり、

夜に店の手伝いに行くときは、長男の世話を父や義妹に頼むことができた。

長男は本件事故時は小学校４年生であったが、友達がたくさんいて、毎日

楽しく通学し、友達と遊びに外へ出かけたりした。 

  一審原告１５は、長男の友人を通じて、仲の良い母親仲間が何人かでき、

そのような友人と学校や子供のことを話したり、子供を連れて出かけたり

していた。生まれ育ったいわき市で、大勢の家族や友人と一緒に暮らし、

好きな接客業をして暮らす生活はとても充実していた。 

⑵ 避難開始の経緯 

一審原告１５は、１３日、テレビで本件原発が爆発（３号機水素爆発）し
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た映像を見たこと、周りの人がパニックになっている様子を見たこと、ヨウ

素剤（イソジン）を飲まなければならないという話を聞いたこと、知人から

「逃げなきゃだめだよ。」という連絡が来るなどしたことから、いわき市にい

ては危ない、避難しなければならないと思うようになり、長男に対する放射

能の影響が不安になり、両親、弟一家と相談し、一審原告１５の父だけは家

を守るために残ることとし、一審原告１５の母、長男、弟一家とともに、避

難を開始した。 

⑶ 避難後の経緯 

 ア 避難経路の概略 

 世帯番号１５の一審原告主張のとおり。 

イ 避難生活の状況 

 一審原告１５は、３月１３日夜、上記⑵記載の７人で、２台の軽自動

車で避難を始め、茨城県日立市の知人宅に１泊させてもらったが、さら

に遠くに逃げなければならないと思い、１４日の昼頃東京を目指して出

発した。夜中になってようやく足立区の親類宅に到着し、１５日から２

週間宿泊した。一審原告１５らは、その間一度いわき市の実家に戻った

が、一審原告１５の父は、不安になって、一審原告１５らとともに東京

に避難した。 

  その後、一審原告１５の弟及び母は仕事の都合でいわき市に戻り、併

せて一審原告１５の父もいわき市に戻った。一審原告１５、長男、一審

原告１５の弟の妻、その子らの５人は、避難を継続したが、場所も狭か

ったことから、一審原告１５及び長男は、都内にある一審原告１５の元

夫の会社の寮に移り、避難生活を継続した。 

  ４月上旬、いわき市の小学校から、新学期が始まるので戻ってくるよ

う連絡があったため、一審原告１５と長男は、いわき市の実家に戻った。

しかし、その頃大きな余震があり、一審原告１５は、再び原発事故が起
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きるかもしれないと不安になったことなどから、４月１５日、長男とと

もに港区所在のＧホテルへ再度避難し、その後７月１日、Ｇホテルから

Ｐへ移り、８月１日、Ｄ住宅に移動し、以降同所で避難を継続していた。 

 一審原告１５は、避難によって、家族が減ったので寂しく感じている。 

一審原告１５の長男は、避難当初は、いわき市の実家に帰りたいと訴

え、精神的に不安定な時期もあったが、現在は、避難先の生活に慣れ、

落ち着いている。Ｄ住宅周辺は教育熱心な家庭が多く、同級生のほとん

どは塾に通っており、長男も塾に通い、一審原告１５がその費用を負担

した。一審原告１５は、長男の精神的な安定を図るため、長男にギター

を習わせた。 

一審原告１５及び長男は、いわき市の実家においては、一審原告１５

の父母及び弟一家と同一家計を営んでいたのに、避難後は、一審原告１

５及び長男のみで生活し、家族別離をしたものであること、いわき市の

物価より東京の物価が高いこと、東京においては教育費がかさむことか

ら、避難後は生活費が増加した。 

一審原告１５は、避難開始後、日中一人で過ごしている高齢の父が少

しでも元気になるように、また、高血圧等の持病があるのに居酒屋を営

んでいる母の店を手伝うなどするため、本件事故後１年間は月に４回、

その後は月に２回位の頻度で、自家用車で、いわき市に帰っている。 

２ 相当因果関係及び損害 

 ⑴ 避難と本件事故との相当因果関係 

 上記１のとおり、一審原告１５がいわき市の自宅から避難を開始した理由

は、放射性物質による汚染によって、自ら及び子の健康に対する被害の危険

があり、本件事故が進展することによっても同様の危険があると判断したこ

とによるものである。また、避難を継続した理由は、それらの危険が存続し

ていると判断したことによる。そうすると、前記説示のとおり、一審原告１
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５の避難開始及び平成２４年８月までの避難継続（子供の同伴家族）は本件

事故と相当因果関係があると認められ、それ以降の避難継続には相当因果関

係は認められない。 

⑵ 積極損害（抽象的損害計算）の主張について 

ア 生活費増加分 

前記説示のとおり、一審原告１５の慰謝料の増額事由として斟酌するこ

とが相当である。 

イ 避難交通費 

上記１⑶のとおり、一審原告１５は、本件事故によって、次のとおり避

難をし、その費用を負担したと推認できるから、避難に要した費用は、同

人の本件事故による損害と認められる。 

 １３日 いわき市から茨城県日立市（知人の家） 自家用車 一般道 

 １４日 茨城県日立市から足立区（親類の家） 自家用車 

 ４月上旬頃 足立区からいわき市（実家） 自家用車 

 ４月１５日 いわき市から千代田区（Ｇホテル）自家用車 

 ７月１日 千代田区から千代田区（Ｐ） 自家用車 

 ８月１日 千代田区から千代田区（Ｄ住宅） 自家用車 

そこで、これらに現実に要した費用であるが、上記 ないし について

は、前記第１の２⑵と同様に、ガソリン代だけで算出することとする。そ

して、乙ニ１５の１～３によると、 が６１．８㎞程度、 が１６９．６

㎞程度、 及び が各２１２．４㎞程度と認められ、乙ニ９の２・３によ

ると、 が１．４㎞、 が２．１㎞と認められ、１㎞当たりのガソリン代

を１５円で算出すると、次のとおり９８９５円となる（なお、一審原告１

５は、３月下旬にも足立区といわき市を往復したと認められるが、主張に

おいて、これらに要した交通費は請求されていない。）。 

１５×（６１．８＋１６９．６＋２１２．４×２＋１．４＋２．１） 
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＝９８９５（小数点以下切捨て） 

ウ 一時帰宅費用 

上記１⑶によると、一審原告１５は、本件事故後避難が落ちついたと推

認できる５月頃から定期的に一時帰宅をしていたと認められるところ、そ

のうち、一審原告１５及びいわき市に残された父母及び弟との関係性等を

考慮すると、相当な避難期間と認められる平成２４年８月末まで、月２回

をもって相当と認める。そして、その費用については、上記イと同様の方

法で算出すると、次のとおり２０万３９０４円となる。 

１５×２１２．４×２×３２（平成２３年５月～平成２４年８月、月２

回）＝２０万３９０４ 

⑶ 慰謝料について 

上記１の認定事実によれば、一審原告１５は、本件事故と相当因果関係の

ある避難開始並びに長男を伴った平成２４年８月までの避難継続及びそれに

伴う両親等との家族別離により、相当の精神的苦痛を被ったものと認められ

る。 

以上の点を中心に、本件に現れた一切の事情を考慮し、また前記のとおり

生活費増加分の負担を余儀なくされたことを慰謝料の増額事由として斟酌す

ると、本件事故による一審原告１５の精神的苦痛に対する慰謝料額は、６０

万円を認めることが相当である。 

⑷ 小計 

一審原告１５：８１万３７９９円（＝６０万円＋９８９５円＋２０万３９

０４円） 

３ 既払額、弁護士費用及び結論 

⑴ 既払額 

１２万円（うち慰謝料分８万円、実費賠償分４万円） 

上記２のとおり、一審原告１５は、避難交通費として９８９５円、一時帰
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宅費用として２０万３９０４円を負担しているところ、これらは避難に伴い

負担を余儀なくされた実費であるから、一審原告１５が受領した実費賠償金

４万円を充当することが相当である。 

⑵ 弁護士費用を除く損害額 

６９万３７９９円（＝８１万３７９９円－４万円－８万円） 

⑶ 弁護士費用 

７万円 

⑷ 結論 

７６万３７９９円 

第１２ 世帯番号１６の一審原告ら（一審原告１６－１～４）について 

１ 認定事実 

 証拠（甲ニ１０の２４－４、甲ニ１６の１～５、乙ニ１６の２、一審原告１

６－１）及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。なお、この項

において特に証拠を摘示しない場合は、甲ニ１６の１、一審原告１６－１及び

弁論の全趣旨から認定した。 

 ⑴ 世帯構成及び本件事故前の生活等 

ア 一審原告１６－１（本件事故時２８歳）は、福島市で生まれ育ち、福島

市には両親や妹たち家族や親類が多く近くに暮らしていた。実家には両親

と二人の妹が暮らしていて、祖父の家は実家近くの温泉郷の一角にあり、

旅館を経営していた。一審原告１６－１は、短大を卒業するまで福島の学

校に通い、その後、東京に出て、ナイジェリア国籍の男性と平成１９年結

婚し、同年に長女（一審原告１６－２。本件事故時３歳）、平成２１年に長

男（一審原告１６－３。本件事故時１歳）をもうけ、本件事故後の平成２

３年８月に二女（一審原告１６－４。本件事故時胎児）、平成２６年に二男

をもうけた。一審原告１６－１は、平成１９年１０月、出産、子育てを実

家の近くでするため、福島市に帰った。 
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  なお、一審原告１６－１は、平成３０年４月、夫と離婚した（甲ニ１６

の１２）。 

イ 一審原告１６－１は、長男、長女出産後、本件事故前、福島市内にアパ

ートを借りて居住し、毎日のように、子らを連れて両親の家に行き、夕飯

を一緒に食べたり、両親に子らをお風呂に入れてもらったりしていた。一

審原告１６－２・３は、祖父母の愛情を日頃から受けて育ち、幸せな環境

であった。一審原告１６－１の夫（当時。以下、本項において「夫」と呼

称する。）は、東京都府中市に住み、自動車の輸出を手がけ、毎週土日に一

審原告１６－１方に来て、一審原告１６－１～３に会い、その親類とも交

流していた。 

⑵ 避難開始の経緯 

一審原告１６－１は、本件事故に関する情報を得て原発事故の深刻さを感

じるようになっていたところ、１３日又は１４日、夫と連絡がとれ、夫から

「とにかく福島は危ない。」、「放射能が心配だ。」、「すぐに避難した方がいい。」

と繰り返し言われ、一審原告１６－２・３という幼い子がいて、妊婦でもあ

り、放射能の悪影響が不安であったので、避難を考え始めた。１５日、夫が

自動車を運転して福島まで迎えに来たことから、一審原告１６－１は、同人

の母や親類の反対を押し切って、一審原告１６－２・３とともに夫の運転す

る自動車に乗って、福島市から夫の自宅である東京都府中市のアパートに避

難した。 

⑶ 避難後の経緯 

ア 避難経路の概略 

世帯番号１６の一審原告ら主張のとおり。 

イ 避難生活の状況 

 避難先の夫のアパートの間取りは１Ｋで、家族４人が暮らすには狭く、

周りは単身者ばかりで、一審原告１６－１は、小さい子である一審原告
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１６－２・３がうるさくしないか、周囲の人達がどう思うかばかりを考

えていた。周囲の苦情により、管理会社の人が来たこともあった。結局、

一審原告１６－１は、夫のアパートでは、家族全員が暮らしていくこと

はできないと判断し、避難住宅を探すことになった。当初は、区域外避

難者は断られたが、４月１９日に、武蔵野市内の住宅に入ることができ

た。 

 一審原告１６－１は、本件事故前に居住していた福島市内のアパート

を４月末に引き払った。一審原告１６－１は、避難のために４月中は同

アパートに居住できなかったにもかかわらず、同月分の家賃（６万３０

００円）を支払わなければならなかった。 

一審原告１６－２は、４月から福島市の幼稚園に入園する予定であっ

たが、避難のため、同幼稚園に入園することができず、納入金５万円の

返還もなかった。 

 一審原告１６－１は、避難当初体調が悪くなったため、胎児（一審原

告１６－４）に問題がないかと心配になり、１６日、大学病院を受診し

たが、診察料の高さや対応に驚き、２２日、避難前に診てもらっていた

伊達市の病院に日帰りで相談に行った。一審原告１６－１は、８月に一

審原告１６－４を出産した。（甲ニ１６の５） 

  一審原告１６－１は、一審原告１６－４の出産後体調が悪く、１１月、

甲状腺疾患である橋本病との診断を受け、放射能の影響であるかが心配

となった（医師からは、本件事故で被ばくしたことが原因であるとの診

断はされていない。）。また、一審原告１６－１は、平成２４年３月末、

福島に一時帰宅した後、東京に戻ったところ、全身にじんましんが出た

ことがあり、平成２５年２月には、妊娠１４週で流産した。一審原告１

６－１は、平成２６年１０月に、切迫早産により入院し、同年１１月１

日、妊娠７か月で二男を出産した。（甲ニ１６の５） 
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  一審原告１６－１～３は、平成２５年１１月、尿検査を受けたところ、

３人とも検出限界値以上のセシウム１３７が検出された（甲ニ１６の２

～４）。なお、本件事故前でも、我が国の中学生の尿中にセシウム１３７

が検出されることがあり、微量の尿中セシウムによって膀胱がんが増加

するという医学的知見はない（乙ニ１６の２）。 

  一審原告１６－１～３は、本件事故前は一審原告１６－１の両親らと

毎日のように夕食をとり、食費もほとんどかかっていなかったが、避難

後は東京の物価が福島市より高いこと、自分たちで食費を支出すること

等から生活費が増加した。世帯番号１６の一審原告らは、避難生活中、

主として一審原告１６－１の夫の収入により、生計を立てていた。 

 世帯番号１６の一審原告らが福島市に帰ったのは、平成２４年３月頃

に１回のほか、平成２５年以降は、盆と正月頃の年に２回程度である。 

一審原告１６－１は、一審原告１６－２～４を含む子らと福島市在住

の両親らとの交流を図るため、インターネットに加入し、Ｓｋｙｐｅを

利用している。 

ウ 本件事故時住所地等の状況 

 一審原告１６－１の父母及び妹が暮らしている。実家の目の前には、汚

染土を保管しているフレコンバッグが置かれている。平成２９年１月頃、

福島市が同実家敷地内の放射線量を測定したところ、１ｍの高さで０．３

μＳｖ／ｈであった。 

２ 相当因果関係及び損害 

 ⑴ 避難と本件事故との相当因果関係 

上記１のとおり、一審原告１６－１～３が福島市の自宅から避難を開始し

た理由は、放射性物質による汚染によって、自ら及び子らの健康に対する被

害の危険があり、本件事故が進展することによっても同様の危険があると判

断したことによるものである。また、避難を継続している理由は、それらの
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危険が存続していると判断したことによる。そうすると、一審原告１６－１

が避難開始当時妊婦であったことや、一審原告１６－２・３の年齢を勘案す

ると、前記説示のとおり、一審原告１６－１～３の避難開始及び平成２４年

８月までの避難継続は本件事故と相当因果関係があると認められ、それ以降

の避難継続には相当因果関係は認められない。 

⑵ 積極損害について 

ア 抽象的損害計算分について 

 生活費増加分 

前記説示のとおり、避難生活中の主たる家計負担者と推認される一審

原告１６－１の慰謝料の増額事由として斟酌することが相当である。 

 避難交通費 

上記１⑶のとおり、一審原告１６－１～３は、本件事故によって、次

の①、③のとおり避難をし、妊娠中に診察を受けるため、②のとおり従

前受診していた伊達市の病院に往復をし、一審原告１６－１において、

その費用を負担したと推認できるから、それに要した費用は、同人の本

件事故による損害と認められる。 

① １５日 福島市から東京都府中市（一審原告１６－１の夫の自宅） 

自家用車 

② ２２日 東京都府中市と伊達市（病院）の往復 自家用車 

③ ４月１９日 府中市から武蔵野市（避難住宅） 自家用車 

そこで、これらに現実に要した費用であるが、①ないし③について、

前記第１の２⑵と同様に、ガソリン代だけで算出することとする。そし

て、乙ニ１６の３によると、①及び②の片道の距離は２８２．４㎞程度

と認められ、乙ニ２の３～５で認められる各地点の距離との関係から、

③の距離は１０㎞程度と推認でき、１㎞当たりのガソリン代を１５円で

算出すると、次のとおり１万２８５８円となる。 
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１５×（２８２．４×３＋１０）＝１万２８５８ 

 初期避難時以外の交通費について 

一審原告１６－１は、一審原告１６－２～４を含む子らを連れて、本

件避難開始から相当と認められる避難継続期間である平成２４年８月末

までに、同年３月下旬に１回、祖父母等の親類に会うため、本件事故前

に居住していた福島市を訪れているところ、同訪問は、家族関係維持の

ため必要なものであり、かつ、避難がなければ生じなかったものである

から、本件事故と相当因果関係があるというべきである。そこで、上記

に要した費用であるが、上記 と同様の方法で算出すると、次のとおり

８４７２円と認めるのが相当である。 

１５×２８２．４×２＝８４７２ 

イ 個別立証分について 

 通信設備設置・利用料について 

一審原告１６－１は、本件事故によって家族別離を余儀なくされ、同

居に代わるものとして、Ｓｋｙｐｅを用いて、一審原告１６－２～４を

含む一審原告１６－１の子らが福島市在住の一審原告１６－１の父母及

び妹と交流しているものであるから、交流に要するインターネット設備

費用・利用料３０万１８５０円は本件事故による損害である旨主張する。

しかし、家庭においてインターネット回線を利用することは一般的なこ

とであり、必ずしも避難により生じた特別の支出とはいえない上、世帯

番号１６の一審原告らは、上記費用を負担することにより、インターネ

ット接続サービスを日々利用するという便益を享受していることからす

れば、当該費用について、本件事故と相当因果関係のある損害とは認め

られない。 

 出産費用の増加分 

一審原告１６－１は、本件事故後における一審原告１６－４の東京都
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での出産費用は、本件事故前の一審原告１６－２・３の福島県での出産

費用より高額であったとして、その差額分８万円を本件事故による損害

であると主張する。しかし、出産費用は、医療機関によって様々であり、

東京都内の方が福島県内よりも出産費用が当然に高額であるとは必ずし

もいえず、出産費用の増加と本件事故との間に相当因果関係は認め難い

上、一審原告１６－１は、実際にかかった出産費用及び本件事故がなけ

ればかかったであろう出産費用の見込額を裏付ける証拠を一切提出しな

いから、これを本件事故と相当因果関係のある損害と認めることはでき

ない。 

 幼稚園の入園納入金 

上記１のとおり、一審原告１６－１は、平成２３年４月から幼稚園に

入園する予定の一審原告１６－２の入園納入金５万円を支払済みであっ

たのに、一審原告１６－２は、本件事故による避難開始及び平成２４年

８月までの避難継続により、当該幼稚園に入園できなくなったこと、同

納入金が返還されなかったことの各事実が認められる。 

そして、本件事故がなければ、一審原告１６－２において、納入金の

対価相当分のサービスを受けることができたのに、本件事故によってこ

れを受けることができなかったと解されるから、納入金相当額の損害が、

当該費用を支払った一審原告１６－１に発生したものと認められる。し

たがって、一審原告１６－１が支払った上記納入金５万円は、本件事故

と相当因果関係のある損害と認めるのが相当である。 

 家賃負担分 

一審原告１６－１は、本件事故前に居住していた福島市内のアパート

の４月分の家賃６万３０００円について、居住をしなかったのに支払を

余儀なくされたことを損害であると主張する。そこで検討すると、前記

１及び２⑴で認定・説示したとおり、一審原告１６－１が３月１５日に
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福島市の自宅から避難を開始した理由は、本件事故による放射性物質の

汚染によって自ら及び子らの健康に対する被害の危険があり、本件事故

が進展することによっても同様の危険があると判断したことによるもの

であり、同人の避難開始及び平成２４年８月までの避難継続は本件事故

と相当因果関係があると認められる。これに加え、一審原告１６－１は、

東京から迎えに来た夫の運転する自動車に乗って家族で避難したことか

らすれば、一審原告１６－１が避難の際に福島市内の上記アパートを解

約し、家財等を搬出する時間的余裕はなかったものと推認できる。そし

て、本件事故による避難がなければ、一審原告は上記アパートを４月中

も自由に使用することができたにもかかわらず、避難せざるを得なかっ

たために４月中はアパートを使用することができなかったのであるから、

同月分の賃料額６万３０００円は、本件事故と相当因果関係のある損害

と認めるのが相当である。これに反する一審被告東電の主張は採用する

ことができない。 

⑶ 慰謝料について（一審原告１６－１～３分） 

上記１の認定事実によれば、一審原告１６－１～３の一審原告らは、本件

事故と相当因果関係のある避難開始及び平成２４年８月までの避難継続によ

り相当の精神的苦痛を被ったものと認められる。特に、避難開始時に妊娠中

であり、２人の幼児を抱えながら避難生活を継続せざるを得なかった一審原

告１６－１は、本件事故により特に強い精神的苦痛を受けたものといえる。

以上の点を中心に、本件に現れた一切の事情を考慮し、また前記のとおり一

審原告１６－１について生活費増加分の負担を余儀なくされたこと、他方で、

一審原告１６－１がＡＤＲにおいて生活費増加分等や各種実費等を含む総額

８５万４１３６円の賠償金を受領していること（乙ニ共２４０、弁論の全趣

旨）を斟酌すると、本件事故による一審原告１６－１～３に係る精神的苦痛

に対する慰謝料額として、次の金額を認めることが相当である。 
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一審原告１６－１：７０万円 

一審原告１６－２・３：各７０万円 

⑷ 小計 

一審原告１６－１：８３万４３３０円（＝７０万円＋１万２８５８円＋８

４７２円＋５万円＋６万３０００円） 

一審原告１６－２・３：各７０万円 

３ 一審原告１６－１～３の既払額、弁護士費用及び結論 

⑴ 既払額（乙ニ共２５９） 

一審原告１６－１：８５万４１３６円（うち慰謝料分は４０万円） 

一審原告１６－２・３：各１４５万８０００円(うち慰謝料分は４８万円) 

上記２のとおり、一審原告１６－１は、①避難等の交通費として２万１３

３０円（１万２８５８円＋８４７２円）、②幼稚園の入園納入金として５万

円、③家賃負担額６万３０００円（以上合計１３万４３３０円）を負担して

いるところ、これらはいずれも避難に伴い負担を余儀なくされた実費と認め

られるから、一審原告１６－１が一審被告東電から受領した慰謝料相当額を

除いた既払金（４５万４１３６円）の一部を充当することが相当である。な

お、一審被告東電は、中間指針等を踏まえた自主的賠償及びＡＤＲ手続にお

いて、世帯番号１６の一審原告らに対して合計５３４万円余の賠償金を支払

済みであり、このうち一審原告１６－１以外の世帯構成員に対して支払った

賠償金も、同じ世帯である一審原告１６－１の損害に対する弁済として充当

すべきであると主張する。しかし、前記説示のとおり、一審被告東電は、慰

謝料に対する賠償金と避難に伴い生じた実費等に対する賠償金を区別して支

払っており、一審原告らとの間で費目ごとの充当合意が認められること、慰

謝料請求権は一人一人の法主体に帰属するものであることからすれば、原則

として他の世帯構成員への既払金を一審原告１６－１の慰謝料額の弁済に充

当することは認められず（上記のとおり、一審原告１６－１に生じた損害の
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うち、実費分の既払金充当後の残額７０万円は慰謝料である。）、一審被告東

電の主張を採用することはできない。 

⑵ 弁護士費用を除く損害額 

一審原告１６－１：３０万円（＝８３万４３３０円－１３万４３３０円－

４０万円【慰謝料分の既払金】） 

一審原告１６－２・３：各２２万円（＝７０万円－４８万円） 

⑶ 弁護士費用 

一審原告１６－１：３万円 

一審原告１６－２・３：各２万円 

⑷ 結論 

一審原告１６－１：３３万円 

一審原告１６－２・３：各２４万円 

４ 一審原告１６－４の請求について 

 一審原告１６－４は、本件事故当時胎児であり（本件事故の約５か月後の平

成２３年８月に出生）、そもそも本件事故により避難を開始した事実が認めら

れないことから、避難に伴う慰謝料を認めることは困難といわざるを得ない。

一審原告１６－４には、一審被告東電から、本件事故に基づく慰謝料ないし避

難雑費として合計１４５万８０００円が支払われているところ、本件事故時胎

児であった一審原告１６－４について本件事故による何らかの慰謝料を観念し

得るとしても、上記既払額に含まれる慰謝料額を超える損害があると解すべき

事実を認めるに足りる証拠はない。 

  したがって、一審原告１６－４の請求は理由がない。 

第１３ 世帯番号１７の一審原告ら（一審原告１７－１～５）について 

１ 認定事実 

 証拠（甲ニ１７の１、一審原告１７－１）及び弁論の全趣旨によれば、以下

の事実が認められる。 
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⑴ 世帯構成及び本件事故前の生活等 

 ア 一審原告１７－１（本件事故時３５歳）は、いわき市で生まれ育ち、父

母が他界し、兄がいわき市に在住している。一審原告１７－１は、中学校

卒業後、平成７年に、いわき市出身で同級生であった夫と結婚し、平成６

年に長男（一審原告１７－２。本件事故時１６歳）、平成１５年に長女（一

審原告１７－３。本件事故時７歳）をもうけた。一審原告１７－２が生ま

れてから、一審原告１７－１は夫の両親と同居し、平成８年には夫の父が

自宅を取得し、本件事故時まで、夫の両親、一審原告１７－１夫婦、一審

原告１７－２・３、夫の姉及びその長男の８人で暮らすようになった。 

   一審原告１７－１及び夫は、本件事故後、平成２５年に二女（一審原告

１７－４）及び三女（一審原告１７－５）をもうけた。 

イ 一審原告１７－３出生後は、一審原告１７－１が専業主婦として、一審

原告１７－２・３を育て、トラック運転手として稼働する夫を支えた。平

成１８年に夫の母が飲食店を始め、一審原告１７－１は、忙しいときに店

を手伝った。一審原告１７－２は    であり、本件事故当時、特別支

援学校高等部２年生であった。一審原告１７－３は、平成２１年４月に小

学校に入学した。 

  一審原告１７－１～３は、夫やその父母等の親類と８人で、自然豊かな

いわき市で不自由なく暮らしていた。いわき市の自宅は広く、家の隣には

公園、近所に小学校、中学校及び大きな総合病院があり、暮らしやすく、

一審原告１７－２・３は、のびのびと過ごすことができた。また、米や野

菜は、近所の農家でもらうことも可能であった。 

⑵ 避難開始の経緯 

一審原告１７－１は、１３日、本件原発が爆発した（３号機水素爆発）こ

とを知り、いわき市に住んでいたら危ない、子である一審原告１７－２・３

が心配であると考え、夫や同居の親族と相談して、避難することを決意した。 
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⑶ 避難後の経緯 

ア 避難経路の概略 

世帯番号１７の一審原告ら主張のとおり。ただし、４月中旬の避難は、

一審原告１５の運転する自動車に同乗した。 

イ 避難生活の状況 

 一審原告１７－１～３は、夫の姉の知人を頼って、１３日、一審原告

１７－１の夫、夫の両親、夫の姉とその長男の８人で、２台の車に分乗

して出発した。高速道路が使えず、国道６号線を南に向かったが、避難

する人たちで渋滞していて、なかなか前に進めなかった。同日は茨城県

日立市の夫の姉の知人宅で一泊し、更に遠くに逃げなければと考え、翌

１４日昼に東京を目指し、途中で何度か給油をしながら、１５日未明に

東京に到着した。同日からは足立区の夫の親類宅に滞在し、報道で放射

性物質による汚染が広がっていることを知った。 

  もっとも、８人で避難をしたため、夫の親類宅にいつまでも世話にな

るわけにもいかなかったこと、４月になっていわき市内の小学校から学

校が再開するとの連絡があったことから、同月５日頃、家族８人全員で

一旦いわき市の自宅に戻り、一審原告１７－１の夫及びその母はそれぞ

れ仕事を再開し、一審原告１７－３は小学校に通い始めた。同月１１日、

強い余震があり、一審原告１７－１は、今後の本件事故の進展の危険が

あると判断し、子供である一審原告１７－２・３を本件原発から近いい

わき市で生活させるわけにはいかないと考え、夫を含む親類と相談し、

夫及び母は仕事の都合でいわき市に残り、一審原告１７－１～３が、夫

の姉及びその長男と避難することとした。 

  一審原告１７－１～３は、４月１５日頃、夫の姉の運転する自動車に

同乗し、Ｇホテルに避難した。一審原告１７－１は、一審原告１７－２・

３の学校を探し、一審原告１７－３の転校先が決まったが、一審原告１
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７－２は避難先が定まってからとすることとなった。その頃、一審原告

１７－３が盛んに鼻血を出すようになり、医療機関を受診したところ、

乾燥によるものと診断されたものの、本件事故前はなかったことである

ので、一審原告１７－１は、放射能の影響ではないかと不安になること

があった。 

  Ｇホテルが６月末に閉鎖されるのに伴い、一審原告１７－１～３は、

６月３０日Ｈホテルに移り、７月１９日、Ｄ住宅に入居した。千代田区

に住居が決まったことで、一審原告１７－２は、２学期から特別支援学

校に転校することが決まった。 

 一審原告１７－１の夫は、いわき市を拠点に長距離トラックの運転手

をしている。転職して東京で暮らすことも考えたが、収入が減るので踏

み切ることができず、夫の両親とともにいわき市の自宅で生活し、世帯

番号１７の一審原告らと家族別離となっている。一審原告１７－１の夫

は、１か月に平均２回ほど、自動車を運転して世帯番号１７の一審原告

らに会いにきている。 

 一審原告１７－２は、避難当初は、地震に敏感に反応して小さな地震

でも怖がって大声を上げることがあり、避難生活になじめずいわき市に

帰りたいと言っていた時期もあった。平成２３年９月、都内の特別支援

学校高等部３年生に転入し、平成２４年３月卒業して、千代田区の就労

支援施設の紹介で、就労先を見つけ、東京での生活になじんでいる。一

審原告１７－２は、甲状腺検査で、当初はＡ１と診断されたが、後にＡ

２となった。 

  一審原告１７－３は、小学３年生から学校を休み、いわき市に帰りた

いといっていた時期もあったが、小学５年生から元気を取り戻した。も

っとも、本件事故後、鼻血を出すことが続いていて、平成２６年４月に

甲状腺検査を受けたところ、甲状腺にのう胞があり、Ａ２と診断され、
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同年７月には、扁桃腺肥大とも診断され、経過観察とされている。 

  世帯番号１７の一審原告らは、一審原告１７－１の夫の収入で生活し

ている。一審原告１７－１は、避難生活後、一審原告１７－２・３の状

況が落ち着けば、働いて家計を助けるつもりであったが、妊娠し、平成

２５年１月、一審原告１７－４・５を出産したことから、専業主婦とし

て、子らの監護に当たっている。 

 世帯番号１７の一審原告らが、避難に伴い家族別離となったこと、い

わき市と比べ東京は物価が高いこと、いわき市では米や野菜をもらうこ

ともあったが、それがなくなったこと、いわき市と異なり千代田区は子

を塾等に通わせることが一般的であることなどから、世帯番号１７の一

審原告らの生活費は、いわき市在住の時に比べて、高くなっている。 

２ 一審原告１７－１～３の相当因果関係及び損害 

 ⑴ 避難と本件事故との相当因果関係 

 上記１のとおり、一審原告１７－１～３がいわき市の自宅から避難を開始

した理由は、放射性物質の汚染によって、自ら及び子らの健康に対する被害

の危険があり、本件事故が進展することによっても同様の危険があると判断

したことによるものである。また、同人らが避難を継続した理由は、それら

の危険が存続していると判断したことによる。そうすると、前記説示のとお

り、一審原告１７－１～３の避難開始及び平成２４年８月までの避難継続（子

供及び同伴家族）は本件事故と相当因果関係があると認められ、それ以降の

避難継続には相当因果関係は認められない。 

⑵ 積極損害（抽象的損害計算）について 

ア 生活費増加分 

前記説示のとおり、避難生活中の主たる家計負担者と推認される一審原

告１７－１の慰謝料の増額事由として斟酌することが相当である。 

イ 避難交通費 
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上記１⑶のとおり、一審原告１７－１～３は、本件事故によって、次の

とおり、一審原告１７－１の費用負担により避難をしたと認められるから、

それに要した費用は、同人の本件事故による損害と認められる。 

 １３日 いわき市から茨城県日立市（一審原告１７－１の夫の姉の知

人宅） 自家用車（一般道） 

 １４日 茨城県日立市から足立区（夫の親類宅） 自家用車 

 ４月５日頃 足立区からいわき市（自宅） 自家用車 

 ６月３０日 千代田区（Ｇホテル）から港区（Ｈホテル） 公共交通

機関 

 ７月１９日 港区から千代田区（Ｄ住宅） 公共交通機関 

そこで、これらに現実に要した費用であるが、 については、一般道を

通行したと認められ、 及び についても、前記第１の２⑵と同様に、ガ

ソリン代だけで算出することとする。そして乙ニ１５の１～３によると、

が６１．８㎞程度、 が１６９．６㎞程度、 が２１２．４㎞程度と認

められ、１㎞当たりのガソリン代を１５円で算出し、 及び については、

弁論の全趣旨によると、その料金は、大人料金二人分（一審原告１７－１・

２）と子供一人（一審原告１７－３）でそれぞれ１６０円、８０円と認め

られるから、交通費は、次のとおり７４５７円となる。 

１５×（６１．８＋１６９．６＋２１２．４）＋（１６０×２＋８０） 

×２＝７４５７ 

⑶ 慰謝料について（一審原告１７－１～３分） 

上記１の認定事実によれば、一審原告１７－１～３は、本件事故と相当因

果関係のある避難開始並びに平成２４年８月までの避難継続及びそれに伴う

家族別離により相当の精神的苦痛を被ったものと認められる。以上の点を中

心に、本件に現れた一切の事情を考慮し、また前記のとおり一審原告１７－

１について生活費増加分の負担を余儀なくされたことを慰謝料の増額事由と
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して斟酌すると、本件事故による一審原告１７－１～３に係る精神的苦痛に

対する慰謝料として、次の金額を認めることが相当である。 

一審原告１７－１：６０万円 

一審原告１７－２・３：各７０万円 

⑷ 小計 

一審原告１７－１：６０万７４５７円（＝６０万円＋７４５７円） 

一審原告１７－２・３：各７０万円 

３ 一審原告１７－１～３の既払額、弁護士費用及び結論 

⑴ 既払額 

一審原告１７－１：２０万円（うち慰謝料分１６万円、実費賠償分４万円） 

一審原告１７－２・３：各７２万円（うち慰謝料分４８万円） 

なお、一審原告１７－１が負担した避難交通費７４５７円は、避難に伴い

同人が負担した実費と認められるから、同人が受領した実費賠償額４万円の

一部を充当することが相当である。 

⑵ 弁護士費用を除く損害額 

一審原告１７－１：４４万円（＝６０万７４５７円－７４５７円－１６万

円） 

一審原告１７－２・３：各２２万円（＝７０万円－４８万円） 

⑶ 弁護士費用 

一審原告１７－１：４万円 

一審原告１７－２・３：各２万円 

⑷ 結論 

一審原告１７－１：４８万円 

一審原告１７－２・３：各２４万円 

４ 一審原告１７－４・５の請求について 

 一審原告１７－４・５は、一審原告１７－１の避難開始時頃にいずれも胎児
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ですらなかったのであるから、避難開始当時の侵害について不法行為等に基づ

く損害賠償請求権の行使を認めることはできないし（民法３条１項、７２１条

参照）、平成２５年１月に東京都内で出生後、本件事故により避難をした事実も

認められないから、本件事故による平穏生活権侵害の事実も認められない。 

 したがって、一審原告１７－４・５の請求はいずれも理由がない。 

第１４ 世帯番号８の一審原告（一審原告８）について 

１ 認定事実 

 証拠（甲ニ８の１、８の４７、一審原告８）及び弁論の全趣旨によれば、以

下の事実が認められる。特に用いた証拠は重ねて後掲括弧内に記載する。なお、

この項において特に証拠を摘示しない場合は、甲ニ８の１・４７、一審原告８

及び弁論の全趣旨から認定した。 

 ⑴ 世帯構成及び本件事故前の生活状況等 

ア 一審原告８（本件事故時６８歳）は、埼玉県で出生し、退職するまで関

東地方等で生活していたが、夫とともに有機農業を行いたいと考えるよう

になり、平成６年頃から様々な土地を探し、実際に見て回った上で、平成

７年、田村市所在の後記エ 記載の各土地（以下、併せて「一審原告８土

地」という。）を夫名義で購入し、自宅を建設することを決めた。そして、

当該自宅は平成８年に完成し、一審原告８の夫は平成１０年に勤務先を早

期退職し、１人で田村市に移住し、一審原告８は仕事があったためその時

点で移住はせず、仕事のないときのみ田村市に行き、夫とともに数年かけ

て開墾作業を行った。そして、一審原告８は、平成１５年に勤務先を定年

退職した後に、田村市に移住し、以後、同所にて夫とともに居住していた。

なお、一審原告８とその夫の子は独立していたため、同所では夫婦２人暮

らしであった。一審原告８の夫は、平成１９年１月に死亡し、一審原告８

は、一審原告８土地及び同所の自宅建物を相続し、以後一審原告８のみで

同所で生活していた。 
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イ 一審原告８は、夫の生前、一審原告８土地において、夫とともに野菜、

豆類、きのこ類、果物など数十種類の作物を育てる有機栽培の無農薬農業

を行っており、また自家製の味噌を作るなど収穫物の加工も行っていた。

これらの際には、一審原告８とその夫は、田村市の風土にあわせて試行錯

誤しながら行っていた。一審原告８らは、野菜等は自らが育てた農作物を

消費しており、食料品で購入するものは肉、魚といったものや米だけであ

った。夫が死亡した後も、一審原告８は、自分だけで育てることが難しい

作物を除き、工夫しながら農業を続けていた。（甲ニ８の３４～３８・４４） 

ウ 一審原告８は、本件事故当時、田村市に所在する一審原告８土地を所有

し、同土地上に後記エ 記載の建物２棟（以下、併せて「一審原告８建物」

といい、一審原告８土地と併せて「一審原告８不動産」という。）を所有し

ており、その平成２３年１月１日時点の固定資産税評価額は、後記エの各

目録記載のとおりである（甲ニ８の２～１３・４２）。 

  一審原告８は、本件事故当時、農作業のために刈払機、管理機、ビニー

ルハウス等を所有していた。また、一審原告８土地には、少なくともケヤ

キ１本及び桜２本が植樹されていた。（甲ニ８の２２の１～８の３２の２） 

エ 一審原告８不動産目録 

 一審原告８土地 

福島県田村市ｋ町（住所省略）         

地番 登記簿上の地目 地積（㎡） 固定資産評価額 

ｌ番 原野   1948    ¥6,389  

ｍ番 原野   459 ¥1,505  

ｎ番 原野 1271 ¥3,050,400  

ｏ番 原野        481 ¥1,577 

ｐ番 原野        1096 ¥3,594 
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ｑ番 原野        1251 ¥4,103 

ｒ番 山林        630 ¥4,958 

ｓ番 山林        743 ¥5,847 

ｔ番 山林        575 ¥4,525 

u 番 山林        645 ¥5,076 

合計   9099 ¥3,087,974  

 一審原告８建物 

     同所ｎ番地 

家屋番号 種類 構造 床面積（㎡） 固定資産税評価額 

ｎ番 居宅 
木造スレート葺

２階建 

１階 99.68 

２階 46.19 
¥4,950,325 

附属建物  
木造亜鉛鉄板葺

平家建         
75.15 ¥919,347 

 合計     \5,869,672 

⑵ 避難開始の経緯等 

ア 一審原告８は、本件震災当時、外出していたところ、本件震災によりそ

の自宅母屋には通風口のひび、壁の素材が落ちる、一部の押入れの戸が外

れるといった被害が生じ、また食器棚や冷蔵庫が倒れるといった被害が生

じた。一審原告８は、自宅母屋について地震保険に入っていたところ、本

件震災による損壊率は２０％未満の被害であるとの査定を受けている。 

イ 田村市の自宅母屋は上記の被害を受けていたところ、その附属建物であ

る車庫の作業場は本件震災による被害がほとんどなかったため、一審原告

８は、本件事故を理由として避難するまでは、当該作業場で寝泊まりして

いた。 

  一審原告８は、１２日、テレビで本件原発１号機が爆発したことを知り、

また、同日夜に自分の居住する地域が本件原発２０㎞圏の近くであること
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を知り、恐怖を感じた。その後、かつて読んだ書籍に「被ばくを避けるた

めにはまず遠ざかれ」と書いてあったことから、避難を考えるようになっ

たものの、ガソリンが入手できず陸路での避難を躊躇していたところ、１

４日、福島空港に電話をして翌日発の羽田行き臨時便の航空券を取ること

ができたため、１５日、空路で東京に避難した。 

⑶ 避難後の経緯 

ア 避難経路の概略 

一審原告８の主張のとおり。 

イ 避難生活の状況 

 一審原告８は、１５日に航空機で福島空港から羽田空港まで避難した

後、息子の送迎で当初は足立区に所在する息子宅に避難した。しかし、

息子にも家族がおり、それほど同人宅が広くないこと、自立した生活を

したいと考えたことから、一審原告８は、２２日に葛飾区に所在する都

営住宅への入居を申し込み、４月９日から入居を開始し、以後同所にて

避難生活を送っている。 

 一審原告８は、１５日の避難に伴い、航空機代（ペットの輸送費用を

含む。）として２万５４００円を負担した（甲ニ８の１４の１・２）。一

審原告８は、３０日から６月８日にかけて、家具、家財道具及び日用品

等を購入し、その費用の合計は１４万９０１０円である（弁論の全趣旨）。

また、一審原告８は、後記のとおり避難中に一審原告８建物に一時帰宅

しているところ、１０月及び平成２４年５月に一時帰宅した際に、田村

市の自宅から衣類や食品等を避難先に送っており、その費用合計は１万

２１６０円である（争いなし）。さらに、一審原告８は、１５日の避難時

にその所有する自動車を福島空港に置き放しにしていたところ、当該自

動車を業者が預かっており、６月に一時帰宅した際に当該自動車を運転

して自宅に戻した。一審原告８が一審原告８建物の損壊率の査定のため
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に１０月に一時帰宅すると、当該自動車は過放電によりエンジンが始動

しなくなっていたため、同人は業者に修理を依頼し、８５００円の費用

を要した（争いなし）。また、一審原告８は、当該一時帰宅の際に、避難

で留守の間、自宅の水道が凍結するのを防止するために工事を行い、そ

の費用として１万３０００円を支払った（弁論の全趣旨）。 

  本件事故前は、一審原告８が自身で収穫した野菜等を消費して生活し

ていたところ、避難先では食料品等をすべて購入しなければならなくな

り、一審原告８の生活費が増加した。 

 一審原告８の避難先である都営住宅の間取りは１ＤＫであり、田村市

の自宅と比較すると相当に狭く、ペットを飼えないので、本件事故前に

飼っていたペットを息子宅に預けている。 

 一審原告８は、避難中、平成２９年３月までの間、平成２３年６月、

１０月、平成２４年５月、平成２５年１０月、平成２７年１１月にそれ

ぞれ田村市の自宅に一時帰宅した。平成２７年１１月に一時帰宅した際

の、田村市の自宅（一審原告８不動産）の状況は、従前畑として利用し

ていたところに雑草が生い茂り、また室内にクモの巣が張るなどしてい

た（甲ニ８の４４・４５）。なお、一審原告８が田村市の自宅を最後に清

掃したのは、平成２５年１０月である。 

ウ 本件事故時住所地等の状況等 

 一審原告８が、平成２４年５月に田村市の自宅の空間線量を測定した

ところ、その結果は屋内の高さ１ｍ地点で０．３５～０．６８μＳｖ／

ｈ（０．５μＳｖ／ｈ前後の箇所が多い）であり、屋外の高さ１ｍ地点

で０．６１～１．６０μＳｖ／ｈ（１μＳｖ／ｈ前後の箇所が多い）で

あり、ケヤキの木の根元高さ５㎝で測定したところ、３．８０μＳｖ／

ｈであった（甲ニ８の３９）。また、田村市は、平成２５年７月頃に一審

原告８の田村市の自宅の屋外を除染しているところ、当該除染前に田村
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市が屋外で行った空間線量測定では、高さ１ｍ地点で０．４１～０．７

４μＳｖ／ｈであり、除染後の同市が屋外で行った空間線量測定では、

高さ１ｍ地点で０．２５～０．４６μＳｖ／ｈであった（甲ニ８の４０

の１）。なお、この除染作業により、本件事故前に一審原告８が畑として

利用していた場所は全体的に砂に覆われた（甲ニ８の４４写真⑦）。さら

に、一審原告８が平成２５年１０月に一時帰宅した際に、業者に依頼し、

田村市の自宅内の空間線量測定を行ったところ、その結果は屋内で０．

２０～０．３６μＳｖ／ｈであり、０．３μＳｖ／ｈ以上の測定結果が

出たのは、２階洋間の天井下であり、それぞれ０．３４μＳｖ／ｈ、０．

３６μＳｖ／ｈであった（甲ニ８の４０の１）。なお、同時にベランダか

ら１階の屋根を計測したところ、０．６０μＳｖ／ｈであった（甲ニ８

の４０の１）。また、平成２７年１２月に、一審原告８の本件事故時住所

地自宅裏の土を採取して、放射性セシウムの放射能濃度を測定したとこ

ろ、２００１Ｂｑ／ｋｇであった（甲ニ８の４１）。 

 田村市は、４月２６日から平成２８年１１月２５日にかけて、市内複

数箇所（当初は７５地点、平成２５年以降は１２０地点超）において飲

用水（井戸水、引き水）の放射能測定を行っているところ、いずれにお

いても放射性ヨウ素及び放射性セシウムは検出されていない（乙ニ８の

２１）。 

  福島県が平成２４年度に実施した放射性物質の濃度に関するモニタ

リング検査では、田村地域の野菜は、すべて５０Ｂｑ／ｋｇ未満であっ

たが、他方で果樹については田村市のブルーベリーで基準である１００

Ｂｑ／ｋｇを超過する濃度が検出され、その他の品目も基準値は下回っ

たものの放射性セシウムが検出された品目があった（乙ニ８の１６の３）。 

 田村市は、その一部が本件原発から２０㎞圏内、その一部が３０㎞圏

内にあり、２０㎞圏内の地域については１２日に避難指示が出され、１
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５日に３０㎞圏内の地域に屋内退避指示が出され、２５日に屋内退避区

域内の住民に対して、国から自主的に避難するよう呼びかけがあった。

一審原告８の本件事故時住所地のある地域は、その一部の地区が上記屋

内退避指示の対象となり、４月１８日に同人の本件事故時住所地は屋内

退避指示の対象となった（丙ニ共６）。その後４月２２日に、２０㎞圏内

については警戒区域に、およそ２０㎞から３０㎞圏内の地域については

緊急時避難準備区域に再編され、一審原告８の本件事故時住所地を含む

一審原告８不動産が所在する場所も緊急時避難準備区域に指定された

（乙ニ共４３、１１８）。緊急時避難準備区域においては、「常に緊急時

に避難のための立退き又は屋内への退避が可能な準備を行うこと」、「こ

の区域においては、引き続き自主的避難をし、特に子供、妊婦、要介護

者、入院患者等は、当該区域内に入らないようにすること。」等が求めら

れた（乙ニ共４３）。緊急時避難準備区域は、９月３０日に解除され、以

後一審原告８不動産が所在する地域に避難指示等は存在しない。（乙ニ共

３９、４０、４２、４３、１１７～１１９、１９８、丙ニ共６、１０） 

 全域が避難指示解除準備区域又は緊急時避難準備区域に指定されて

いた田村市都路地区のうち、緊急時避難準備区域に指定されていた地域

においては平成２４年度に全域で野菜の作付が再開され、避難指示解除

準備区域に指定されていた地域においては、従前出されていた野菜等の

一部の品目についての出荷・摂取制限が平成２５年３月２９日付けで解

除された（乙ニ８の１６の４）。また避難指示解除準備区域に指定された

地域においては、平成２６年に約４分の１が営農を再開した（乙ニ８の

１３）。 

２ 相当因果関係及び損害 

 ⑴ 避難と本件事故との相当因果関係 

 上記１のとおり、一審原告８の本件事故時住所地は、１５日に出された屋
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内退避指示の対象となった地域から極めて近接した位置に所在し、４月１８

日には一審原告８の居住地区にも屋内退避指示が出され、また同月２２日に

は緊急時避難準備区域に指定され、当該区域の居住者等には「常に緊急時に

避難のための立退き又は屋内への退避が可能な準備を行うこと」、「引き続き

自主的避難をし、特に子供、妊婦、要介護者、入院患者等は、当該区域内に

入らないようにすること」等が求められたものであり、同指定は９月３０日

に解除されたものである。そして、一審原告８が１５日に避難を開始した理

由は、本件事故の被ばくを避けること及び本件事故に強い危機感を抱いたこ

と、すなわち避難開始時点での放射性物質の汚染及び本件事故の進展による

将来的な放射性物質の汚染の拡大による健康への危険があると判断したこと

によるものであって、その判断は、上記避難指示や屋内退避等の区域の指定

の事実それ自体からして合理的であるといえる。のみならず、２５日に、上

記緊急時避難準備区域の居住者等に対して、国から自主的に避難するよう呼

びかけがあったことからすれば、一審原告８は、９月３０日までは、事実上

避難を強いられたものであったといえる。そして、その後一審原告８は避難

を継続しているところ、上記のように、いったん事実上避難を強いられた地

域の従前居住者等において、帰還や移住等の決断をし、かつ、その行動を起

こすことに相応の時間がかかることはやむを得ない面があることも斟酌する

と、少なくとも平成２４年８月末までは、一審原告８の避難継続と本件事故

との相当因果関係が認められる。他方、本全証拠によっても、同年９月以降

の避難継続の合理性を基礎付ける事実関係を認めることはできない。 

⑵ 積極損害の主張について 

 ア 抽象的損害分について 

  生活費増加分について 

後記ウの個別立証がされた分を除き、前記説示のとおり、一審原告８

の慰謝料の増額事由として斟酌することが相当である。 



195 

 避難交通費について 

１５日の本件事故時住所地から福島空港までの交通費５０００円が、

本件事故による一審原告８の損害であることについては、一審被告東電

との間で争いがない。 

一審原告８の主張する、４月９日の足立区から葛飾区までの交通費５

０００円については、一審原告８は、本件事故による避難のため、相応

の交通費を支出したと推認されるところ、上記２地点の間の距離及び交

通機関（公知の事実）に照らすと、その額は控えめに見積もっても電車

賃相当額である１６０円を下らないものと認めるのが相当であり、これ

を超える額を要したことを認めるに足りる証拠はない。 

したがって、後記ウ の航空機代を除いた避難交通費は、５１６０円

をもって相当と認める。 

 一時帰宅費用について 

平成２３年６月、同年１０月、平成２４年５月の一時帰宅費用合計８

万４０００円（片道１万４０００円×２×３往復）が、本件事故による

一審原告８の損害であることについては、一審被告東電との間で争いが

ない。他方で、一審原告８は、平成２５年１０月及び平成２７年１１月

の一時帰宅費用を請求するところ、前記のとおり、平成２４年９月以降

の避難継続と本件事故との相当因果関係を認めることはできない以上、

これらの一時帰宅費用を本件事故と相当因果関係のある損害と認めるこ

とはできない。 

そうすると、一時帰宅費用は、８万４０００円をもって相当と認める。 

イ 不動産損害の主張について 

 一審原告８建物について 

一審原告８は、一審原告８建物を含む一審原告８不動産の全部が、緊

急時避難準備区域に所在し、警戒区域にも近く、一審原告８不動産のみ
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ならず、その周囲の山林や地域でも、本件事故による放射能汚染が著し

いため、同不動産は、いずれも本件事故による放射能汚染によって事実

上使えなくなっており、全損と評価される旨主張する。しかし、本件に

おいて、一審原告８不動産の放射性物質による汚染状況（空間線量及び

土壌汚染状況）として具体的に認定できるものは、上記１⑶ウ記載の限

度であり、当該数値をもって一審原告８不動産が全損となったとは認め

られない。 

次に、一審原告８は、避難継続に伴う管理不能等により、一審原告８

建物が物理的に毀損して使用不能となったとして、同建物の全損を主張

する。この点、一審原告８の居住区域は、平成２３年９月末までは、緊

急時避難準備区域に指定され、国から自主的避難の呼びかけがされるな

ど、事実上避難を余儀なくされたということができるものの、同年１０

月以降は同区域の指定も解除され、一審原告８はいつでも帰宅して一審

原告８建物の維持管理を行うことが可能であったこと（一審原告８は、

避難の相当性が認められる平成２４年８月末までの期間中にも、平成２

３年６月、同年１０月及び平成２４年５月の３回、自宅（一審原告８建

物）に帰宅している。）、本件全証拠によっても、本件事故後相当な避難

期間の終期である平成２４年８月末までの間に、一審原告８建物に、地

震による被害を除き、通常の清掃等では回復困難といえる程度の物理的

毀損や劣化が生じたとは認めるに足りないこと（甲ニ８の４４の写真に

よっても、かかる毀損や劣化はうかがわれない。）からすれば、一審原告

８建物には、本件事故と相当因果関係のある価値の下落が生じたことの

立証があるとはいえず、この点に関する一審原告８の主張は理由がない。 

 一審原告８土地について 

上記１の認定事実によれば、一審原告８土地のうちの少なくとも一部

は、本件事故当時畑等として作物を育てるために用いられていたと認め
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られるところ、本件事故と相当因果関係の認められる平成２４年８月末

までの避難に伴う維持管理の困難性及び田村市の除染によって砂に覆わ

れたことによって一定の毀損（価値の減少）が生じたことが推認でき、

当該価値の減少分は本件事故と相当因果関係があると認められる。そし

て、上記認定事実及び証拠（甲ニ８の１・４・１３・３５・４４、一審

原告８）によれば、一審原告８は、一審原告８土地のうち、一審原告８

建物が存在する場所の近くに畑を開墾しており、その広さは約５５０㎡

（１５．１ｍ×２８ｍ＋１００㎡よりやや広い。）に及び、その畑で、春

夏秋冬、主に自ら消費するための作物等を栽培していたほか、一審原告

８土地内にはケヤキや桜の木２本を植樹していたのであって、畑として

の価値や、生活費等の一部を生み出す価値などを有していたことがうか

がわれ、そのような畑が、避難したことにより荒廃したことに加え、除

染の際に土地上に砂が蒔かれたため、畑としての機能を回復するには相

応の手間が必要となったことが推認される。一方で、畑が一審原告８土

地のどの部分に該当するのかは証拠上判然としないため、現況宅地と評

価されている１５９番の土地の一部なのか、それ以外の土地であるのか

といった点は明らかではない。また、砂が蒔かれたことや従前畑として

使用していた土地が荒廃したことは判明するものの、どの範囲でどのよ

うな毀損が生じているのかは、証拠からは明らかとは言い難い。これら

の事情を併せ考慮すると、平成２３年１月１日時点で現況宅地と評価さ

れている１５９番の土地の平成２３年１月１日時点の固定資産税評価額

（３０５万０４００円）を１．３倍して時価換算した３９６万５５２０

円に対し、３割程度の価値の減少に相当する１２０万円の価値減少があ

ったと評価するのが相当である。なお、一審原告８は、本件事故時住所

地で農業をできなくなったことをもって、一審原告８不動産が全損とな

った旨を主張するとも解されるが、本件事故に伴う一審原告８の生活状
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況の変化は、後記のとおり慰謝料算定においては斟酌すべき要素である

ものの、そのような生活状況（利用状態）の変化をもって、財産価値が

全て喪失したことまでを基礎付けることは困難といわざるを得ず、一審

原告８の主張を採用することはできない。 

 したがって、本件事故と相当因果関係のある一審原告８不動産の価値

下落分の損害は、１２０万円と認められる。 

ウ 個別立証分について 

  避難交通費（航空機）、家財購入費用、運送費、バッテリー交換費用、

水道凍結防止工事費用及び避難元の維持費について 

一審原告８が、本件事故による避難により、１５日の航空機による避

難費用２万５４００円、３月３０日から６月８日までにかけての家具、

家財道具及び日用品等購入費用１４万９０１０円、平成２３年１０月及

び平成２４年５月に一時帰宅した際の衣類や食品等の避難先への運送費

１万２１６０円並びに平成２３年１０月に一時帰宅した際の車のバッテ

リー交換費用８５００円及び水道凍結防止のための工事費用１万３００

０円の各支出を余儀なくされたことについては、一審被告東電との間で

は争いがない。 

したがって、これらについての一審原告８の請求は全部理由があり、

その合計額は２０万８０７０円（＝２万５４００円＋１４万９０１０円

＋１万２１６０円＋８５００円＋１万３０００円）である。 

 家財道具一式及び農機具の損害について 

一審原告８は、本件事故時住所地に所有していた家財道具一式や農機

具が放射能汚染等により事実上使えなくなったと主張して、その再調達

価格相当の損害を主張する。しかし、本件全証拠によっても、上記の家

財道具一式や農機具が放射能汚染等によって経済的全損となったことを

認めるに足りない。 
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したがって、この点に係る一審原告８の請求は理由がない。 

 井戸の主張について 

一審原告８は、本件事故時住所地内に井戸を掘削・設置し、これを所

有して、井戸水を利用していたが、本件事故による放射能汚染のため、

井戸水を使うことができなくなったと主張して、その再調達価格５０万

円を請求する。しかし、本件において、一審原告８の主張を裏付けるべ

き事情の立証はないから（かえって、上記１⑶ウのとおり、田村市が平

成２３年４月から平成２８年にかけて市内複数箇所で行った飲用水検査

では、いずれにおいても放射性物質は検出されていない。）、この点に係

る一審原告８の請求は理由がない。 

 植木の主張について 

前記１記載のとおり、一審原告８土地には少なくともケヤキ１本及び

桜２本が植樹されていたと認められるところ、これらの植木の具体的な

毀損の状況や交換価値の減少について具体的な立証は一切ないから、こ

の点に係る一審原告８の請求は理由がない。 

⑶ 慰謝料について 

 前記のとおり、一審原告８は、９月３０日までは事実上避難を強いられた

ものであったといえる。のみならず、緊急時避難準備区域の指定が解除され

た後も、一審原告８は、放射性物質による汚染及び本件事故の進展による将

来的な放射性物質の汚染の拡大による健康への危険を回避するため、合理的

な避難期間と認められる平成２４年８月末まで避難を継続したものである。

そして、一審原告８は、亡夫とともに数年かけて一審原告８土地を開墾し、

試行錯誤を重ね、野菜や果樹等の有機栽培を行い、亡夫死亡後も工夫しなが

ら農作業ができる状態を形成してきたものと認められるところ、このような

一審原告８の生活基盤は、本件事故後９月３０日までの避難のみによっても

相当に変容したと推認され、加えて、本件事故後の田村市の除染によって畑
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であったところが砂で覆われた状態になったものであって、一審原告８にお

いて本件事故前の状況を回復させることは少なくとも相当に困難であると認

められる。かかる状況は、一審原告８に相当に強い精神的苦痛をもたらして

いるものであり、同人の慰謝料の算定に当たって特に斟酌すべき事情である。 

 以上の点を中心に、本件に現れた一切の事情を考慮し、また前記のとおり

生活費増加分等を慰謝料の増額要素として斟酌すると、本件事故による一審

原告８に係る精神的苦痛に対する慰謝料額は、２３０万円と認めるのが相当

である。 

⑷ 小計 

   一審原告８：３７９万７２３０円 

  （５１６０円＋８万４０００円＋１２０万円＋２０万８０７０円＋２３０万

円） 

３ 既払額、弁護士費用及び結論 

 ⑴ 既払額（争いなし） 

   １３０万円 

⑵ 既払金を除く損害額 

２４９万７２３０円 

⑶ 弁護士費用 

２５万円 

⑷ 結論 

   ２７４万７２３０円 

第５節 結論 

以上によれば、一審原告１６－２、同１６－３及び一審被告東電の各控訴には

一部理由があるから、同控訴に基づき、原判決中一審原告１６－４、同１７－４

及び同１７－５以外の一審原告らの一審被告東電に対する請求部分を主文のとお

り変更すべきである。 
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また、一審被告国の控訴は理由があるから、同控訴に基づき、原判決中一審被

告国の敗訴部分を取り消し、一審原告１６－４、同１７－４及び同１７－５以外

の一審原告らの一審被告国に対する請求をいずれも棄却すべきである。 

一審原告１６－２、同１６－３以外の一審原告らの控訴は理由がないから、こ

れをいずれも棄却し、一審原告１６－２、同１６－３及び一審被告東電のその余

の控訴は理由がないから、これをいずれも棄却すべきである。 

よって、主文のとおり判決する。 

東京高等裁判所第８民事部 

 

裁判長裁判官    三   角   比   呂       

 

 

裁判官    川   淵   健   司 

 

 

裁判官    知   野       明 
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（別紙１、２省略） 



（別紙３）         認容額等一覧表          （単位：円） 

原告番号 認容額 請求額 訴訟費用負担割合 担保額 

１－１ ¥982,972  ¥14,372,600  １００分の９３ ¥1,570,000  

１－２ ¥570,000  ¥13,214,300  １００分の９６ ¥910,000  

１－３ ¥440,000  ¥13,200,000  １００分の９７ ¥700,000  

１－４ ¥330,000  ¥13,200,000  １００分の９７ ¥520,000  

２－１ ¥570,000  ¥19,536,000  １００分の９７ ¥910,000  

２－２ ¥350,000  ¥13,200,000  １００分の９７ ¥560,000  

２－３ ¥240,000  ¥13,200,000  １００分の９８ ¥380,000  

３ ¥374,104  ¥20,431,103  １００分の９８ ¥590,000  

４－１ ¥1,300,000  ¥13,200,000  １００分の９０ ¥2,080,000  

４－２ ¥460,000  ¥13,200,000  １００分の９６ ¥730,000  

４－３ ¥460,000  ¥13,200,000  １００分の９６ ¥730,000  

５ ¥730,812  ¥13,200,000  １００分の９４ ¥1,160,000  

６－１ ¥570,000  ¥17,888,655  １００分の９７ ¥910,000  

６－２ ¥240,000  ¥13,200,000  １００分の９８ ¥380,000  

６－３ ¥240,000  ¥13,200,000  １００分の９８ ¥380,000  

７－１ ¥397,036  ¥13,712,066  １００分の９７ ¥630,000  

７－２ ¥240,000  ¥13,712,066  １００分の９８ ¥380,000  

８ ¥2,747,230  ¥13,200,000  １００分の７９ ¥4,390,000  

９－１ ¥700,000  ¥26,414,300  １００分の９７ ¥1,120,000  

９－２ ¥570,000  ¥13,226,400  １００分の９６ ¥910,000  

９－３ ¥240,000  ¥13,226,400  １００分の９８ ¥380,000  

９－４ ¥240,000  ¥13,226,400  １００分の９８ ¥380,000  

９－５ ¥240,000  ¥13,226,400  １００分の９８ ¥380,000  



９－６ ¥240,000  ¥13,226,400  １００分の９８ ¥380,000  

１０－１ ¥951,700  ¥13,728,000  １００分の９３ ¥1,520,000  

１０－２ ¥770,000  ¥13,200,000  １００分の９４ ¥1,230,000  

１１ ¥1,406,651  ¥13,200,000  １００分の８９ ¥2,250,000  

１２－１ ¥570,000  ¥13,223,100  １００分の９６ ¥910,000  

１２－２ ¥570,000  ¥13,223,100  １００分の９６ ¥910,000  

１２－３ ¥240,000  ¥13,223,100  １００分の９８ ¥380,000  

１３－１ ¥673,228  ¥13,200,000  １００分の９５ ¥1,070,000  

１３－２ ¥570,000  ¥13,200,000  １００分の９６ ¥910,000  

１３－３ ¥240,000  ¥13,200,000  １００分の９８ ¥380,000  

１３－４ ¥240,000  ¥13,200,000  １００分の９８ ¥380,000  

１４－１ ¥570,000  ¥13,441,614  １００分の９６ ¥910,000  

１４－２ ¥330,000  ¥13,225,300  １００分の９７ ¥520,000  

１４－３ ¥330,000  ¥13,225,300  １００分の９７ ¥520,000  

１５ ¥763,799  ¥15,342,360  １００分の９５ ¥1,220,000  

１６－１ ¥330,000  ¥13,610,136  １００分の９８ ¥520,000  

１６－２  ¥240,000 ¥13,200,000  １００分の９８ ¥380,000  

１６－３ ¥240,000  ¥13,200,000  １００分の９８ ¥380,000  

１６－４   ¥13,200,000      

１７－１ ¥480,000  ¥13,242,900  １００分の９６ ¥760,000  

１７－２ ¥240,000  ¥13,242,900  １００分の９８ ¥380,000  

１７－３ ¥240,000  ¥13,242,900  １００分の９８ ¥380,000  

１７－４   ¥1,650,000      

１７－５   ¥1,650,000      

   
  

 








